
 

 

 

 

摂 津 市 議 会 

 

民生常任委員会記録 
 

 

 

令和元年１０月１５日 

 

 

 

 

 

 

摂 津 市 議 会 
 



 

 

目       次 

 

民生常任委員会 

１０月１５日 

 

 会議日時、場所、出席委員、説明のため出席した者、出席した議会事務局 

 職員、審査案件--------------------------------------------------------------1 

 開会の宣告------------------------------------------------------------------2 

 委員会記録署名委員の指名----------------------------------------------------2 

 認定第１号の審査------------------------------------------------------------2 

  補足説明（市民生活部長、環境部長、保健福祉部長、保健福祉部理事） 

  質疑（香川良平委員、三好博幸委員、福住礼子委員） 

 散会の宣告-----------------------------------------------------------------76

 

 



- 1 - 

 

民 生 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  令和元年１０月１５日（火） 午前１０時５８分開会 

                午後 ５時３分 散会 

 

１．場所 

  ３０１会議室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 森 西  正  副委員長 水 谷  毅   委  員 福 住 礼 子  

  委  員 増 永 和 起 委  員 香 川 良 平   委  員 光 好 博 幸 

 

１．欠席委員 

  なし 

１．説明のため出席した者 

市 長 森山一正         副市長 奥村良夫   

市民生活部長 松方和彦  同部参事兼産業振興課長 吉田量治 

自治振興課長 丹羽和人  市民課長 千葉郁子   

文化スポーツ課長 松本泰洋  農業委員会事務局長 辻 稔秀 

環境部長 山田雅也  同部次長兼環境業務課長 安田信吾 

環境政策課長 飯野祐介  環境センター長 三浦佳明 

保健福祉部長 野村眞二  同部理事 平井貴志 

同部参事 川口敦子    国保年金課長 森﨑孝弘   

保健福祉課長 有場 隆  生活支援課長 山下 聰   

高齢介護課長 荒井陽子  障害福祉課長 森川 護    

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 牛渡長子   同局書記 織田裕太 

  

１．審査案件（審査順） 

  認定第１号 平成３０年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分 

認定第６号 平成３０年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計歳入歳出 

決算認定の件 

  認定第４号 平成３０年度摂津市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件 

  認定第８号 平成３０年度摂津市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の件 

認定第７号 平成３０年度摂津市介護保険特別会計歳入歳出決算認定の件 
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（午前１０時 開会） 

○森西正委員長 ただいまから民生常任

委員会を開会します。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。 

 台風一過ということで、全国的に被害を

受けられた皆さんにお見舞いを申し上げ

ます。 

 そういった最中ではありますが、皆さん

方にはお忙しいところ本日は民生常任委

員会をお持ちいただきまして大変ありが

とうございます。 

 このたび議会では役員の改選がござい

ました。正副委員長を初め、各委員には１

年間また何かとお世話をかけますが、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 まず最初に、先日ご配付申し上げました

資料の中で、上下水道にかかわる資料の中

に一部不備な点がございました。改めまし

ておわびを申し上げます。今後、このよう

なことがないよう、緊張感を持って当たっ

てまいりますので、どうぞご理解賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。 

 さて本日は、平成３０年度の決算につい

て所管分のご審査をいただくわけでござ

いますが、どうぞ慎重審査の上、ご認定い

ただけますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

 一旦退席させていただきます。 

○森西正委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、福住委員

を指名します。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しています案のとおり行うことに異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○森西正委員長 異議なしと認め、そのよ

うに決定します。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時４分 休憩） 

（午前１０時６分 再開） 

○森西正委員長 再開します。 

 認定第１号所管分の審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 松方市民生活部長。 

○松方市民生活部長 認定第１号、平成３

０年度摂津市一般会計歳入歳出決算のう

ち市民生活部に関する項目について、目を

追ってその主なものを補足説明させてい

ただきます。 

 まず歳入でございますが、３０ページ、

款１３使用料及び手数料、項１使用料、目

１総務使用料のうち市民生活部に係る主

なものは、コミュニティプラザ、コミュニ

ティセンター、文化ホール、テニスコート

及び体育館等の施設使用料でございます。 

 ３２ページ、款１３使用料及び手数料、

項１使用料、目３衛生使用料のうち市民課

に係るものは、斎場使用料及び葬儀会館使

用料でございます。 

 ３４ページ、款１３使用料及び手数料、

項２手数料、目１総務手数料のうち市民課

に係るものは、戸籍手数料、住民票手数料

及び印鑑証明手数料でございます。 

 ３８ページ、款１４国庫支出金、項２国

庫補助金、目１総務費国庫補助金のうち市

民課に係るものは、個人番号カード交付事

業費補助金及び個人番号カード交付事務

費補助金等でございます。 

 ４２ページ、款１４国庫支出金、項３委

託金、目１総務費委託金のうち、市民課に

係るものは中長期在留者住居地届出等事

務委託金でございます。 

 ４４ページ、款１５府支出金、項２府補

助金、目１総務費府補助金のうち、市民生
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活部に係るものは市民課所管の旅券発給

事務に係る窓口対応業務に対する権限移

譲交付金でございます。 

 ４８ページ、款１５府支出金、項２府補

助金、目４農林水産業費府補助金は農業委

員会交付金等でございます。 

 同ページ、款１５府支出金、項２府補助

金、目５商工費府補助金は地方消費者行政

活性化交付金及び商工会の定款変更等の

手続に対する権限移譲交付金でございま

す。 

 ５０ページ、款１５府支出金、項３委託

金、目１総務費委託金のうち、市民課に係

るものは人口動態調査委託金でございま

す。 

 同ページ、款１６財産収入、項１財産運

用収入、目１財産貸付収入のうち、産業振

興課に係るものは、摂津市商工会への建物

貸付に係る収入でございます。 

 ５４ページ、款１９諸収入、項３貸付金

元利収入、目２中小企業事業資金融資預託

金収入は金融機関からの戻入でございま

す。 

 ５６ページ、款１９諸収入、項４雑入、

目２雑入、節１雑収入は５９ページ、文化

スポーツ課の文化ホール入場料、産業振興

課の南千里丘分室入居者負担金でござい

ます。 

 ６５ページ、款１９諸収入、項４雑入、

目２雑入、節２旅券事務印紙等売捌収入は、

旅券事務印紙等売捌収入でございます。 

 続きまして歳出でございますが、８２ペ

ージ、款２総務費、項１総務管理費、目６

都市交流費の主なものは、国際交流に係る

職員への賃金、バンダバーグ市友好都市締

結２０周年記念事業に関する旅費等及び

国際交流協会への補助金でございます。 

 ８４ページ、目１０防犯対策費は、防犯

灯及び街頭、防犯カメラに係る電気料金及

び修繕料、防犯カメラ保守点検委託料、防

犯協会負担金等でございます。 

 ８６ページ、目１３自治振興費は地区振

興委員への報酬や摂津まつり振興会及び

地域活性化事業に係る補助金等でござい

ます。 

 ８８ページ、目１４文化振興費は市民ル

ーム、小川自動車駐車場、文化ホールの指

定管理料等でございます。 

 ９０ページ、目１５コミュニティプラザ

費はコミュニティプラザ指定管理料及び

市民公益活動補助金等でございます。 

 同ページ、目１６コミュニティセンター

費は別府コミュニティセンターに係る一

般職非常勤職員への賃金及び指定管理料

等でございます。 

 ９８ページ、款２総務費、項３戸籍住民

基本台帳費、目１戸籍住民基本台帳費は戸

籍、住民基本台帳事務に係る経費、窓口業

務の委託料、及び個人番号カード事務交付

金等でございます。 

 １０６ページ、項７保健体育費、目１保

健体育総務費は、スポーツ推進委員報酬等

でございます。 

 同ページ、目２体育振興費は、市長杯総

合スポーツ大会委託料及び地区市民体育

祭補助金等でございます。 

 １０８ページ、目３体育施設費は、市内

体育施設維持管理及び運営に係る指定管

理料及び修繕料などでございます。 

 １３８ページ、款４衛生費、項１保健衛

生費、目６斎場費は、斎場及び葬儀会館の

指定管理料等でございます。 

 同ページ、目７墓地管理費は、市営墓地

の管理に係る経費でございます。 

 １４４ページ、款５農林水産業費、項１

農業費、目１農業委員会費は、農業委員会
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委員報酬及び農業委員会に係る経費でご

ざいます。 

 １４６ページ、目２農業総務費は、農政

事務に係る経費及び大阪府農業共済組合

負担金でございます。 

 同ページ、目３農業振興費は、地域米消

費拡大対策事務委託料及び鳥飼なす保存

に係る委託料、花とみどりの補助金及び農

業祭実行委員会補助金等でございます。 

 １４８ページ、款６商工費、項１商工費、

目１商工総務費は、商工事務に係る経費及

び労働相談に係る報償金等でございます。 

 １５０ページ、目２商工振興費は、南千

里丘分室管理業務委託料、創業支援委託料、

企業立地奨励金、中小企業事業資金融資預

託金等でございます。 

 １５２ページ、目３消費対策費は、消費

生活相談ルームの運営に係る経費などで

ございます。 

 以上、市民生活部に係ります項目につい

て、平成３０年度摂津市一般会計歳入歳出

決算の補足説明とさせていただきます。 

○森西正委員長 続きまして、山田環境部

長。 

○山田環境部長 認定第１号、平成３０年

度摂津市一般会計歳入歳出決算のうち、環

境部にかかわる部分につきまして、目を追

って主なものについて補足説明をさせて

いただきます。 

 まず歳入でございますが、３２ページ、

款１３使用料及び手数料、項１使用料、目

３衛生使用料のうち環境部に係るものは、

環境センター施設等使用料、リサイクルプ

ラザ用地使用料、ごみ置場用地使用料でご

ざいます。 

 ３４ページ、項２手数料、目２衛生手数

料のうち環境部にかかわるものは、狂犬病

予防接種等に係る飼犬登録手数料、飼養動

物の死体処理に係る汚物処理手数料、一般

廃棄物の焼却等に係る塵芥処理手数料、し

尿及び浄化槽汚泥の処分に係るし尿処理

手数料、及び鳥獣の飼養登録事務に係る鳥

獣登録手数料でございます。 

 ４０ページ、款１４国庫支出金、項２国

庫補助金、目３衛生費国庫補助金のうち環

境部にかかわるものは、大阪北部地震及び

平成３０年台風第２１号で発生しました

災害廃棄物処理等に係る清掃費補助金で

ございます。 

 ４８ページ、款１５府支出金、項２府補

助金、目３衛生費府補助金のうち環境部に

かかわるものは、所有者不明動物死体処理

交付金、及び環境政策課に係る権限移譲交

付金でございます。 

 ５２ページ、款１７寄附金、項１寄附金、

目１寄附金は、環境政策課に係る指定寄附

金でございます。 

 款１８繰入金、項２基金繰入金、目３環

境基金繰入金は、環境基金から一般会計へ

の繰入金でございます。 

 ５８ページ、款１９諸収入、項４雑入、

目２雑入のうち環境部にかかわるものは、

資源ごみ売却収入、ペットボトル拠出金等

でございます。 

 次に歳出でございますが、１３２ページ、

款４衛生費、項１保健衛生費、目１保健衛

生総務費のうち環境部にかかわるものは、

環境衛生事務に係る経費でございます。 

 １３６ページ、目３環境衛生費は、動物

死体の収集運搬、及び害虫駆除等に係る経

費で、前年度に比べ１１．３％減となって

おります。 

 目４公害対策費は、大気・水質・騒音・

振動対策に係る経費で、前年度に比べ２１

３．２％増となっております。増加の主な

原因は、地盤沈下一級水準測量委託料の科
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目変更によるものでございます。 

 １３８ページ、目５環境政策費は、地球

温暖化対策事業等に係る経費で、前年度に

比べ４．９％減となっております。 

 項２清掃費、目１清掃総務費は、一般廃

棄物の収集運搬等の事務に係る経費で、前

年度に比べ３．０％減となっております。 

 １４０ページ、目２塵芥処理費は、再生

資源集団回収等の報償金、可燃・不燃ごみ

再生資源に係る収集運搬委託料、不燃ごみ

搬出処理委託料等で、前年度に比べ６．

３％増となっております。 

 １４２ページ、目３し尿処理費は、し尿

収集運搬委託料のほか、し尿及び浄化槽汚

泥の処理に係る経費で、前年度に比べ０．

９％増となっております。 

 目４環境センター費は、環境センターに

おけるごみ焼却処理経費、夜間等の運転管

理業務委託経費のほか、３号炉及び４号炉

の維持管理に係る経費で、前年度に比べ３．

３％減となっております。 

 以上、環境部にかかわります決算の補足

説明とさせていただきます。 

○森西正委員長 続きまして、野村保健福

祉部長。 

○野村保健福祉部長 認定第１号、平成３

０年度摂津市一般会計歳入歳出決算のう

ち、保健福祉部の生活支援課、障害福祉課、

国保年金課が所管しております事項につ

きまして、目を追ってその主なものについ

て補足説明をさせていただきます。 

 まず歳入でございますが、３０ページ、

款１２分担金及び負担金、項１負担金、目

１民生費負担金は、介護給付費利用者負担

金と介護給付費負担金でございます。 

 ３６ページ、款１４国庫支出金、項１国

庫負担金、目１民生費国庫負担金は、国民

健康保険基盤安定負担金や生活保護費等

負担金、障害者自立支援給付費等負担金な

どでございます。 

 ３８ページ、項２国庫補助金、目２民生

費国庫補助金は、生活困窮者自立支援事業

補助金や生活保護適正実施推進事業補助

金などでございます。 

 ４２ページ、項３委託金、目２民生費委

託金は、国民年金事務委託金と中国残留邦

人等支援事業委託金でございます。 

 ４４ページ、款１５府支出金、項１府補

助金、目１民生費府補助金は、国民健康保

険基盤安定負担金や生活保護費負担金、障

害者自立支援給付費等負担金でございま

す。 

 項２府補助金、目２民生費府補助金は、

老人医療費や障害者医療費に係る補助金

などでございます。 

 ５４ページからの款１９諸収入、項４雑

入、目２雑入は、５９ページの生活保護費

に係る返還金や徴収金、６１ページの障害

者医療に係る返還金、後期高齢者医療に係

る広域連合負担金の清算分などでござい

ます。 

 続きまして歳出でございますが、１０８

ページ、款３民生費、項１社会福祉費、目

１社会福祉総務費は、広域連合市町村負担

金や国民健康保険特別会計及び後期高齢

者医療特別会計の繰出金などでございま

す。 

 １１６ページ、目３国民年金総務費は、

国民年金事務に係る経常経費。 

 目４国民年金事務費は、国民年金システ

ム改修委託料などでございます。 

 目５老人医療助成費、及び目６重度障害

者医療助成費は、医療費に係る助成額など

でございます。 

 １１８ページ、目７障害福祉費は、みき

の路に係る運営委託料や各種障害福祉サ
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ービスに係る給付費などでございます。 

 １２８ページ、項３生活保護費、目１生

活保護総務費は、生活保護システムに係る

委託料、目２扶助費は、生活保護費などで

ございます。 

 以上、保健福祉部の生活支援課、障害福

祉課、国保年金課が所管いたしております

平成３０年度摂津市一般会計歳入歳出決

算についての補足説明とさせていただき

ます。 

○森西正委員長 続きまして、平井保健福

祉部理事。 

○平井保健福祉部理事 それでは認定第

１号、平成３０年度摂津市一般会計歳入歳

出決算のうち、保健福祉部の保健福祉課と

高齢介護課が所管しております事項につ

きまして、目を追ってその主なものについ

て補足説明をさせていただきます。 

 まず歳入でございますが、３０ページ、

款１２分担金及び負担金、項１負担金、目

１民生費負担金は、老人保護施設入所負担

金と助産施設入所負担金でございます。 

 ３２ページ、款１３使用料及び手数料、

項１使用料、目２民生使用料は、ちびっこ

広場用地使用料と地域福祉活動支援セン

ター用地使用料でございます。 

 ３６ページ、款１４国庫支出金、項１国

庫負担金、目１民生費国庫負担金は、低所

得者保険料軽減負担金と助産施設負担金

でございます。 

 ３８ページ、目２衛生費国庫負担金は、

未熟児養育医療費に係る負担金でござい

ます。 

 ４０ページ、項２国庫補助金、目３衛生

費国庫補助金は、がん検診推進事業補助金

と風疹対策のための予防接種事業費補助

金でございます。 

 ４４ページ、款１５府支出金、項１府負

担金、目１民生費府負担金は、民生児童委

員協議会負担金、低所得者保険料軽減負担

金、及び助産施設負担金でございます。 

 目２衛生費府負担金は、未熟児養育医療

費に係る大阪府の負担金でございます。 

 ４６ページ、項２府補助金、目２民生費

府補助金は、地域福祉、高齢者福祉交付金

や老人クラブ活動等、社会活動促進事業補

助金などでございます。 

 目３衛生費府補助金は、４８ページの所

有者不明動物死体処理交付金を除く保健

衛生費補助金と権限移譲交付金でござい

ます。 

 ５２ページ、款１８繰入金、項１特別会

計繰入金、目２介護保険特別会計繰入金は、

介護保険特別会計への繰入金でございま

す。 

 ５４ページ、款１９諸収入、項３貸付金

元利収入、目３三次救命救急センター貸付

金元利収入は、三次救命救急センターへの

貸し付けに係る元利収入でございます。 

 項４雑入、目２雑入は、５９ページの各

種検診や予防接種に係る自己負担金、老人

緊急通報利用料、及び６１ページの在宅高

齢者日常生活支援利用料などでございま

す。 

 続きまして歳出でございますが、１１０

ページ、款３民生費、項１社会福祉費、目

１社会福祉総務費は、社会福祉関係団体に

対する補助金や、地域福祉活動支援センタ

ーに係る委託料、高齢福祉管理システム保

守作業委託料、及び介護保険特別会計繰り

出し金などでございます。 

 １１４ページ、目２老人福祉費は、各種

老人福祉サービスに係る委託料や、シルバ

ー人材センターに対する補助金及び高齢

者民間賃貸住宅家賃助成費などでござい

ます。 
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 １２０ページからの項２児童福祉費、目

１児童福祉総務費は、１２５ページの助産

施設運営費負担金でございます。 

 １３２ページ、款４衛生費、項１保健衛

生費、目１保健衛生総務費は、保健センタ

ー管理委託料、休日小児急病診療所管理委

託料、及び三島救命救急センター負担金な

どでございます。 

 目２予防費は、各種検診や予防接種に係

る委託料などでございます。 

 以上、保健福祉課と高齢介護課が所管し

ております平成３０年度摂津市一般会計

歳入歳出決算についての補足説明をさせ

ていただきます。 

○森西正委員長 説明が終わり、質疑に入

ります。 

○香川良平委員 おはようございます。香

川でございます。それでは質問をさせてい

ただきます。 

 まず質問番号１、決算書５１ページ、産

業振興課の建物貸付収入１００万２，５３

８円についてでありますが、これはどこの

建物を貸し付けた収入なのかお聞かせく

ださい。 

 続きまして質問番号２番、決算書５３ペ

ージ、指定寄附金についてお伺いします。

環境政策課５万２，８８４円、保健福祉課

１０５万円、自治振興課３万７，５５０円、

それぞれ、どこから幾ら寄附があったのか、

詳細を教えてください。また、本年度から

一般寄附金から指定寄附金に名前が変わ

っております。会計処理の仕方が変わった

と推測しますが、昨年と変わった点をお聞

かせください。 

 続きまして質問番号３、決算書５９ペー

ジ、文化ホール入場料７１９万９，５７０

円についてお聞きします。当初予算では８

０２万円を予算計上されておられました

が、この差異についてお聞かせください。 

 続きまして質問番号４番、決算書５９ペ

ージ、地域の文化・芸術活動助成金７０万

４，０００円についてお聞きします。これ

までの決算にはない初めて出てきた項目

だと思います。当初予算にもありませんで

したが、この助成金の内容についてお聞か

せください。 

 続きまして質問番号５番、こちらから歳

出についてでございます、決算概要に基づ

いて質問させていただきます。決算概要５

４ページ、ＬＥＤ防犯灯等防犯推進事業に

ついてお伺いいたします。防犯灯設置の詳

細についてでありますが、事務報告書によ

りますと、新設が２６件となっております。

このＬＥＤ防犯灯の設置場所の選定方法

についてお聞かせください。 

 続きまして質問番号６番、決算概要５４

ページ、防犯カメラ設置事業についてお聞

きします。修繕料でございますが、予算１

８４万６，１４４円に対して、執行がゼロ

円となっております。修繕料ゼロ円の理由

についてお聞かせください。 

 続きまして質問番号７番、決算概要５６

ページ、正雀市民ルーム管理事業について

お伺いいたします。土地借上料５８万５，

１００円についてでありますが、これはど

こから借りているのか、またどのように予

算算定をされているのかお聞かせくださ

い。 

 続きまして質問番号８番、決算概要５６

ページ、小川自動車駐車場管理事業につい

てお伺いいたします。指定管理料４６６万

円の内容についてお聞かせください。 

 続きまして質問番号９番の決算概要６

６ページ、個人番号カード交付事業の個人

番号カード関連事務交付金についてお伺

いいたします。予算１，６９４万４，００
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０円に対して、決算が６６５万８，４００

円で、残額が約１，０００万円となってお

ります。差異発生理由については、恐らく

想定していたよりもマイナンバーカード

の交付が少なかったためだと思うのです

が、ここで改めて予算の算定方法について

お聞かせください。 

 続きまして質問番号１０番、決算概要７

４ページ、災害見舞金８７０万円について

お伺いいたします。事務報告書によります

と、大阪北部地震、台風２１号見舞金は一

世帯当たり１万円で７０５件給付された

となっております。ここで聞きたいのが、

この見舞金はどのような方が対象になっ

ているのか、また対象者はどのぐらいいる

のかお聞かせください。 

 続きまして質問番号１１番、決算概要８

２ページ、重度障害者・特定疾患福祉金に

ついてお聞きします。これについてはまず

内容についてお聞かせください。 

 続きまして質問番号１２番、決算概要８

２ページ、障害者雇用助成事業についてで

ありますが、こちらについても、まず事業

の内容についてお聞かせください。 

 続きまして質問番号１３番、決算概要９

４ページ、三島救命救急センター貸付金に

ついてお聞きします。三島救命救急センタ

ーに１，４０５万５，０００円の貸し付け

をしております。それで歳入のほうで三次

救命救急センター貸付金元利収入という

形で１，４０６万３，３６３円が入ってき

ております。ここで聞きたいのが、平成３

０年度中に貸したお金に利息がついて返

ってきたという認識でよろしいのでしょ

うか、ご答弁をお願いします。 

 続きまして質問番号１４番、決算概要９

６ページ、まちごと元気！ヘルシーポイン

ト事業についてお伺いいたします。まずこ

の事業の内容についてお聞かせください。 

 続きまして質問番号１５番、決算概要９

８ページ、環境美化事業についてお伺いい

たします。こちらについても、まず事業の

内容についてお聞かせください。 

 続きまして質問番号１６番、決算概要９

８ページ、葬儀会館管理運営事業の土地借

上料４８０万円の中身についてお聞かせ

ください。 

 続きまして質問番号１７番、決算概要１

０２ページ、ごみ収集処理事業の可燃ごみ

不燃ごみ収集運搬委託料についてお伺い

いたします。これはごみ収集の民間委託に

かかる費用でありまして、約２億円かかっ

ております。この金額が高いのか安いのか

判断しかねるわけでありますが、ここでお

聞きしたいのが、ごみ収集の民間委託と直

営の割合をお聞きしたいと思います。 

 続きまして質問番号１８番、決算概要１

０２ページ、ごみ処理施設維持管理事業の

修繕料１億３，１２６万６，３１６円につ

いてお伺いいたします。まず修繕料の中身

についてお聞かせください。 

 続きまして質問番号１９番、決算概要１

０４ページ、環境センター運転管理業務委

託料についてお伺いいたします。こちらは

主に夜間の運転管理業務を民間に委託し

ていると聞いております。そこで委託契約

の中身についてお聞かせください。 

 続きまして質問番号２０番、決算概要１

０８ページ、中小企業金融対策事業の中小

企業事業資金融資保証料補給金と中小企

業事業資金融資利子補給金についてお伺

いいたします。事務報告書によりますと、

交付件数が両事業とも２０件となってお

ります。まずこの事業の内容についてお聞

かせください。 

 続きまして質問番号２１番、決算概要１
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０８ページ、同じ中小企業金融対策事業の

中の中小企業事業資金融資預託金につい

てお伺いいたします。まずこの預託金とは

どのような内容なのかお聞かせください。 

 続きまして質問番号２２番、決算概要１

０８ページ、中小企業育成事業の摂津ブラ

ンド認定委員会負担金についてお伺いい

たします。この摂津ブランド認定委員会は

どのようなメンバーで構成されているの

かお聞かせください。 

 続きまして質問番号２３番、決算概要１

０８ページ、創業支援事業についてお伺い

いたします。創業支援委託料とはどこに委

託しているのか、またどのような内容の事

業なのかお聞かせください。 

 続きまして質問番号２４番、決算概要１

０８ページ、企業立地等促進事業の企業立

地奨励金についてでありますが、改めて事

業の内容についてお聞かせください。 

 続きまして質問番号２５番、決算概要１

１０ページ、スクラッチカード発行事業に

ついてお伺いいたします。過去何度か行っ

ておられるセッピースクラッチでありま

すが、改めて平成３０年度の事業内容につ

いてお伺いいたします。 

 続きまして質問番号２６番、決算概要１

１０ページ、消費生活相談ルーム事業の一

般職非常勤職員賃金についてお伺いいた

します。消費生活相談の相談員を雇用され

ていると認識しております。事務報告書に

よりますと、年間５０４件の相談を受けた

とのことです。消費生活相談は相談内容が

さまざまで、専門的な知識が必要と思いま

すが、どのような資格をお持ちの方が相談

の対応をされているのか、また相談員は何

名雇用されているのかお聞かせください。 

 １回目は以上でございます。 

○森西正委員長 それでは、順番どおりに

答弁をお願いしたいと思います。吉田部参

事。 

○吉田市民生活部参事 それでは産業振

興課の１番目のご質問にお答えさせてい

ただきます。 

 まず歳入歳出決算書でございますが、産

業振興課に係る建物収入ということでご

ざいます。平成２６年度より南千里丘別館

の３階の一部を摂津市商工会に貸し付け

しております。 

○森西正委員長 飯野課長。 

○飯野環境政策課長 質問番号２番、指定

寄附金に関するご質問のうち、環境政策課

に係る部分につきまして私のほうからお

答えさせていただきます。 

 環境政策課に係る指定寄附金につきま

しては、株式会社ダイキンサンライズから、

地球温暖化の取り組みなど、環境に資する

活動に役立ててほしいという趣旨でいた

だいております。全てがそのものでござい

ます。いただいた分につきましては、全額

を環境基金に繰り入れております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 有場課長。 

○有場保健福祉課長 それでは保健福祉

課に係るご質問にお答えいたします。 

 質問番号２番、決算書５３ページ、指定

寄附金でございます。保健福祉課が受けま

した１０５万円の寄附金につきましては、

１００万円は保健センターの健康づくり

施策を行う健康せっつ２１推進事業に、５

万円はボランティア連絡会が事務局を置

く、地域福祉活動支援センターの運営費に

充て活用しております。名称は平成３０年

度指定寄附金となりましたが、従前も同じ

ような使い方ということで活用しており

ます。 

 以上です。 
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○森西正委員長 丹羽課長。 

○丹羽自治振興課長 自治振興課にかか

わります指定寄附金のご説明をさせてい

ただきます。 

 本寄附金につきましては、平成３０年８

月２７日にコミュニティプラザで開催さ

れました、南千里丘夕涼み会の売上金を市

民活動支援事業の推進のためにと、一般財

団法人摂津市施設管理公社からご寄附い

ただいたものでございます。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 松本課長。 

○松本文化スポーツ課長 それでは文化

スポーツ課に係ります質問番号３、質問番

号４の２点のご質問にお答えいたします。 

 まず質問番号３番、文化ホール入場料で

ございますけれども、文化ホールの入場料

につきましては、指定管理しております一

般財団法人摂津市施設管理公社におきま

して実施しております、市民文化ホール主

催の事業におきまして、全ての観客席が満

席となった場合を想定した最大数を見込

んでございます。単価はイベントごとにプ

ロモーターによって金額が決まっており、

その額を積算の根拠としております。なお、

平成３０年度の対象の事業としましては、

南千里丘Ｒｏｃｋ Ｍｕｓｅｕｍ ｐｒ

ｅｓｅｎｔｓ「音－Ｎｅｊｉ ｐａｒｔｓ

１」、純烈コンサート、中村雅俊コンサー

ト２０１８、オペラ「ヘンゼルとグレーテ

ル」、第３２回リトルカメリア推薦コンサ

ートの五つとなっております。市から指定

管理料として委託している経費でござい

ますので、この入場に係る収入につきまし

て、市の収入としてございます。 

 続きまして質問番号４、地域の文化・芸

術活動助成金についてでございます。こち

らは三つ以上の会場におきまして、同じプ

ログラムを制作して、連携して事業をした

場合に助成されるものとなってございま

す。その目的といたしましては、単独の実

施が難しかったり、あるいは経費削減によ

り、連携することによって地方公共団体の

自主的な企画制作能力を向上したりとか

いったことを目的としています。その対象

は、プログラムのために新たに企画して、

三つ以上の公共団体が連携して共同で製

作する講演・展覧会の事業となっておりま

す。 

 今回、本市につきましては、もともとオ

ペラといったものをしたことがなくて、１

館だけでやるということも難しいところ

もありましたし、みんなで一緒にするとい

うことで経費も抑えられるということで、

兵庫県の丹波篠山市、たつの市、姫路市と

ぜひ一緒にやろうということで実施して

おります。 

 その連携プログラムでは、オペラ「ヘン

ゼルとグレーテル」ということでございま

して、１月２７日に文化ホールにおきまし

て指定管理事業の市民文化ホール主催の

事業の一環として実施しております。入場

者も４０４名と盛大でございまして、本市

の子どもも参加したり、あるいはバレエ団

も出席していただいておりまして、非常に

多くの子どもにも楽しんでいただけたと

考えております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 丹羽課長。 

○丹羽自治振興課長 それでは質問番号

５番、決算概要５４ページ、ＬＥＤ防犯灯

等防犯推進事業、防犯灯の設置場所の選定

についてお答えいたします。 

 設置場所につきましては、自治連合会総

会時に全自治会長からご要望を伺い、あわ

せて市民の皆様からのご要望や、宅地開発
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時には業者と協議を行い要望件数をまと

めております。そののち夜間調査、摂津警

察署、茨木土木事務所、関西電力、ＮＴＴ

等と協議を行い、防犯効果を勘案し設置等

を行っているところでございます。 

 続きまして質問番号６番、決算概要５４

ページ、防犯カメラ設置事業の修繕料につ

いてお答えいたします。 

 平成３０年度におきましては、防犯カメ

ラの軽微な不具合は発生しましたが、防犯

カメラ保守点検等業務委託で賄うことが

でき、修繕料の執行を行っておりません。 

 続きまして質問番号７番、決算概要５６

ページ、正雀市民ルーム管理事業土地借上

料についてお答えいたします。 

 正雀市民ルームの用地３３４．２９平米

につきましては、大阪府へ行政財産使用許

可申請をし借り受けているところでござ

います。 

 借上料の算定につきましては、固定資産

税等の評価により、微増減はございますが、

前年度の決算ベースを参考に算定してい

るところでございます。 

 続きまして質問番号８番、決算概要５６

ページ、小川自動車駐車場管理事業の指定

管理料についてお答えします。 

 指定管理料４６６万円の内訳といたし

ましては、通信費などの事務費が２０万３，

０００円、駐車場機器の電気代や保守点検

等の管理費として２０７万２，０００円、

電気・水道代などの光熱水費で１３万２，

０００円、駐車場機器のリース代などその

他経費として２２５万３，０００円となっ

ております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 千葉課長。 

○千葉市民課長 それでは質問番号９番

の質問にお答えします。歳出の個人番号カ

ード関連事務交付金の歳出額と、歳入の個

人番号カード交付事業補助金において、歳

入額のほうが低いこと、差異があるという

ことについてのご質問にお答えします。 

 本事業の歳入は全て国費の補助金でご

ざいまして、歳出には個人番号カードの再

交付などの費用が含まれておりますこと

から、歳出のほうが上回っております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 有場課長。 

○有場保健福祉課長 それでは保健福祉

課にかかわりますご質問のうち、質問番号

１０番、決算概要７４ページの災害見舞金

給付事業についてのご質問にお答えいた

します。 

 災害見舞金につきましては、災害見舞金

の支給に関する条例に基づき、火災などで

家屋が半壊以上の被害にあわれた方や、障

害を負われた方などに対し、市から見舞金

を支給する制度でございます。ただし平成

３０年度につきましては、大阪北部地震と

台風２１号の被害に対する支援としまし

て、重度障害者医療費やひとり親家庭医療

費を受給する世帯、その他生活保護受給世

帯などを対象に、条例とは別に臨時的制度

を創設し、これらの世帯が住宅の一部損壊

被害にあわれた場合は１世帯当たり１万

円の見舞金を支給しております。 

 最終的に同制度の対象となり得る方は

３，７７８世帯、そのうち７０５世帯に支

給しております。その他条例に基づくもの

として、３件の火災と台風２１号による住

宅の半壊被害に対し、計２２世帯に見舞金

を支給しております。 

 以上です。 

○森西正委員長 森川課長。 

○森川障害福祉課長 質問番号１１番、決

算概要８２ページ、重度障害者・特定疾患
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福祉金の内容についてでございますが、対

象者としての要件といたしましては、身体

障害者手帳１、２級所持者、療育手帳Ａ、

Ｂ１所持者、精神障害者保健福祉手帳１、

２級所持者、特定医療費指定難病受給者、

特定疾患医療受給者、小児慢性特定疾病医

療受給者、特別児童扶養手当受給資格者か

ら監護または養育を受けている障害児で

１０月１日時点で摂津市での住民登録後

１年を経過している方、非課税世帯に属す

る方、生活保護を受けていない方でありま

す。 

 これらの要件を満たす方に年額１万２，

０００円を支給するものであります。また

平成３０年１１月以降に年間延べ３０日

以上入院された方につきましては、さらに

１万２，０００円を加算して支給するもの

であります。 

 次に質問番号１２番、決算概要８２ペー

ジ、障害者雇用助成事業の内容についてで

ございますが、障害者雇用補助金は国の特

定求職者雇用開発助成金を受けていた障

害者を常用労働者として引き続き雇用す

る事業主に対して補助を行うといったも

のであります。 

 補助対象期間及び補助額といたしまし

ては、国の特定求職者雇用開発助成金が終

了した月の翌月から、重度の身体障害者、

重度の知的障害者、精神障害者につきまし

ては、２４か月で月５万円の補助を行いま

す。また重度以外の知的障害者につきまし

ては、１２か月で月３万５，０００円の補

助を行うといったものであります。 

○森西正委員長 有場課長。 

○有場保健福祉課長 それでは質問番号

１３番、決算概要９４ページ、三島救命救

急センターの貸付金に係るご質問にお答

えいたします。 

 ご指摘のとおりでございまして、当該貸

付金につきましては、三島救命救急センタ

ーを安定的に運営するための資金として

貸し付けているもので、毎年４月に貸し付

けを行いまして、当該年度の実績を経て５

月ごろに利息をつけて返還されるもので

ございます。 

 続きまして質問番号１４番、決算概要９

６ページ、まちごと元気！ヘルシーポイン

ト事業についてでございます。 

 当該事業につきましては、市民が健康づ

くりへの関心を高めるために各種検診、あ

るいは健康づくりイベントの参加に対し

てインセンティブを付与するという制度

でございます。当該制度につきましては平

成２７年度から実施しておりまして、平成

２７年度から平成２９年度までは、市が配

付する健康ノートに特定検診やがん検診

の受診、あるいは健康づくりイベントへ参

加していただきましたらポイントシール

を配布しまして、一定のポイントがたまり

ましたら景品に交換できる仕組みでござ

いました。 

 平成３０年度からは、この仕組みを変更

いたしまして、ＩＣＴを活用しまして、ス

マホや活動量計で歩数をカウントし、イベ

ント参加や歩数に応じて付与されたポイ

ントを景品に交換することで、市民の健康

に対する意識の向上を図ることとしてお

ります。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 飯野課長。 

○飯野環境政策課長 質問番号１５番、環

境美化事業の事業内容でございますが、具

体的には環境美化ボランティアに関する

こと、環境美化推進地区に関すること、ま

た違法屋外広告物に関すること、これらが

主な事業になります。 
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 以上でございます。 

○森西正委員長 千葉課長。 

○千葉市民課長 質問番号１６番、決算概

要９８ページ、葬儀会館管理運営事業の土

地借上料の内容についてご質問にお答え

いたします。 

 この内容につきましては、別府小学校の

北側に位置しております葬儀会館の立体

駐車場の土地借上料でございます。 

 続きまして、先ほどの質問番号９番に答

弁漏れがございました。申しわけございま

せん。 

 個人番号カード関連事務交付金の算定

方法ですが、こちらにつきましては、前年

度の１２月の終わりぐらいに国から交付

金の見込み額ということで通知がまいり

まして、それに伴って予算措置をするよう

にということで、予算の算定をさせてもら

っています。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 安田次長。 

○安田環境部次長 それでは質問番号１

７番、ごみ収集処理事業、可燃ごみ不燃ご

み収集運搬の委託割合のご質問にお答え

いたします。 

 可燃ごみ不燃ごみにおける民間収集の

委託割合の状況でございますが、平成３０

年度末で委託が６５％、直営が３５％の割

合となっております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 三浦環境センター長。 

○三浦環境センター長 それでは環境セ

ンターに係ります二つの質問にお答えい

たします。 

 まず質問番号１８番、ごみ処理施設維持

管理事業、修繕料でございます。環境セン

ターの焼却炉は現在３号炉と４号炉の２

炉が稼働しております。修繕料につきまし

ては、それら２炉の焼却炉及びそれに関係

するクレーンや排ガス洗浄施設などの定

期整備、また機器等のトラブルや故障への

対応となっております。 

 主なものにつきましては、３号炉の定期

整備で３，７１５万２，０００円、４号炉

の定期整備で４，０１７万６，０００円、

３号炉排ガス洗浄装置等の整備で１，０８

０万円となっており、修繕料の６７．１％

を占めております。 

 続きまして質問番号１９番、環境センタ

ー運転管理業務委託についてでございま

す。環境センターの運転管理につきまして

は、月曜日から土曜日までの夜間と、日曜

日の終日を委託しております。 

 委託内容につきましては、ごみ焼却時の

燃焼管理のほか、施設の巡回点検、また軽

微な故障への対応となっております。 

 現在の委託期間は平成２９年度から令

和３年度までの５年間となっております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 吉田部参事。 

○吉田市民生活部参事 それでは産業振

興課に係ります質問番号２０番から２６

番のご質問についてお答えさせていただ

きます。 

 まず質問番号２０番、決算概要１０８ペ

ージの中小企業事業資金融資保証料補給

金及び中小企業事業融資利子補給金につ

いてどのような内容かというご質問でご

ざいます。まずこの利子補給金等の事業で

すが、中小企業事業資金融資の事業の補完

する事業でございまして、中小企業事業資

金融資は市内で事業を営む中小企業の方

が、金融機関から事業に必要な資金を借り

入れできるように、大阪信用保証協会の保

証をあっせんしている事業でございます。 

 これらの事業の資金融資を完済後、保証
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料の全額、ただし上限３０万円なんですけ

ども、保障する保証料補給金、及びこの融

資の利息の２分の１を補給する利子補給

金の二つでございます。 

 例えば利子補給に関しましては、例えば

５年以内の融資金額６００万円以内でご

ざいましたら、貸付利率は５年以内の固定

で０．８％でございますので、完済後でご

ざいますが、利子補給を受けますと実質０．

４％ということで、この利子補給等を受け

ていただくと、一般の融資よりも非常にや

すいというような内容の事業になってお

ります。 

 質問番号２１番、決算概要の１０８ペー

ジ、中小企業の融資預託金についてでござ

いますが、中小企業の金融機関から事業に

必要な資金を借り入れできるように、中小

企業事業資金融資の事業を行っておるん

ですけども、実際に貸し付け等をしていた

だいているのは、市内の５行１０支店の貸

し付け窓口を取り扱っていただいており

ます。そのため取り扱いの金融機関に関し

まして、資金融資をさせていただくという

ための預託金になっている状況でござい

ます。 

 質問番号２２番、決算概要の１０８ペー

ジ、摂津ブランドの認定委員会の委員の構

成というご質問でございますが、摂津ブラ

ンドの認定委員会の委員は今、９名でさせ

ていただいております。委員構成といたし

ましては、有識者の方が３名おられまして、

資格は中小企業診断士、デザインにすぐれ

た美術教師の方、または大学教授の方にな

っていただいております。また産業振興関

係団体として２名の委員に出ていただい

ておりまして、地方独立行政法人の大阪産

業技術研究所の研究職員の方、及び摂津市

商工会の職員の方に出ていただいており

ます。行政関係職員といたしまして２名出

ていただいておりまして、大阪府の商工労

働部のものづくり関係の職員の方、及び本

市の産業振興課の担当所管部長になって

いただいております。またその他といたし

まして、２名の委員がございまして、地方

放送局や地方情報誌の関係者の方になっ

ていただいて、合計９名の委員で構成させ

ていただいております。 

 質問番号２３番、決算概要１０８ページ

の創業支援事業の委託先はどこに委託し

ているかということとその内容でござい

ますが、委託先は摂津市商工会に、創業サ

ポート、創業相談窓口として委託させてい

ただいております。 

 内容に関しましては、創業希望者向けの

相談窓口として、創業前後に活用できる支

援制度やセミナー等の開催、及び情報提供

や関係機関の紹介など創業に係る問題解

決を、創業を希望される方の相談に乗って

いただくという形でのサポートの事業を

していただいておる状況でございます。 

 質問番号２４番、決算概要１０８ページ、

企業立地等促進事業の内容についてでご

ざいますが、市内の事業者として、新築や

建てかえ、増築に係る当該の土地購入、新

設家屋、施設内の設置する設備に課税され

る固定資産税、土地・家屋や償却資産の２

分の１を５年間にわたって奨励金として

交付させていただく内容の事業でござい

ます。 

 質問番号２５番、決算概要１１０ページ、

スクラッチカード発行事業の平成３０年

度はどんな実施内容だったかということ

でございますが、このスクラッチカード発

行事業は、市内の小規模店舗を対象に参加

店で商品購入、または飲食サービスを受け

られた利用者の方に対して、５００円ごと
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に１枚のスクラッチカードを配付いたし

ます。そのスクラッチ部分を削っていただ

いて、３００円の当選金額が出たら、次回

より金額相当のお買い物券として利用で

きる取り組みでございます。 

 平成３０年度に関しましては、市内を４

地域に分けて、違う地域で発行されたカー

ドを２枚、市役所に申し込むと３，０００

円分の市内で使える商品券を抽せんで２

００名に当たる企画等も実施させていた

だいておりまして、このスクラッチカード

の特徴でございますが、スクラッチカード

の参加店が外れ券を利用して、各店舗独自

サービスを実施しております。特に参加店

舗の１１７店舗が外れ券の独自サービス

を実施しているということで、実際の商品

券として使われるという以上に、消費活動

が実施できている事業ではないかと考え

ている状況でございます。 

 質問番号２６番、決算概要１１０ページ、

消費生活相談ルームの職員の資格及び何

人雇用しているかという状況でございま

すが、消費生活相談員の方は、専門の消費

生活専門相談員資格や消費生活アドバイ

ザー資格等をお持ちで、専門の研修を受け

ていただいている方を職員として採用さ

せていただいております。 

 相談員の方は、非常勤職員の方で３名採

用させていただいておりまして、勤務時間

は週４の方が２名、週３の方が１名という

状況でございます。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 香川委員。 

○香川良平委員 ご答弁ありがとうござ

います。 

 それでは、２回目の質問をさせていただ

きます。 

 まず、質問番号１番なんですが、建物貸

付収入でございます。これについては、理

解をいたしました。質問は以上です。 

 次に、質問番号２番の各指定寄附金につ

いて、ご答弁をいただきました。内容につ

いても理解をいたしました。これについて

も、この質問も以上でございます。 

 次に、質問番号３番、文化ホール入場料

についてでありますが、各主催事業におい

て、満席を見込んで予算を組んでいるため

差異が生じたとのご答弁で理解をいたし

ました。 

 もう１点お聞きしたいのですが、事務報

告書によりますと、文化ホール主催事業が

６月から９月まで行われていないのです

が、これは大阪北部地震や台風２１号の影

響で開催されなかったことなどがあった

んですかね。その点ちょっとお聞かせくだ

さい。 

 次に、質問番号４番、地域の文化・芸術

活動助成金についてでありますが、こちら

についても、おおむね理解をいたしました。 

 文化ホールで初めてのオペラを催した

とのことで、これからもこういった制度を

活用していただいて、さまざまな事業を行

っていただきたいと思います。 

 この質問は以上でございます。 

 続きまして、質問番号５番、ＬＥＤ防犯

灯でありますが、自治会からの要望があっ

て、調査をして優先順位を決めて設置する

とのご答弁でしたが、この自治会等からの

要望件数は何件ぐらいあったのかお聞き

したいと思います。 

 続きまして、質問番号６番、防犯カメラ

でありますが、修繕料ゼロ円の理由につい

ては理解をいたしました。防犯カメラ保守

点検委託料で賄うことができたとのこと

ですが、この防犯カメラ保守点検委託料の

中身について、お聞かせいただきたいと思
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います。 

 続きまして、質問番号７番、正雀市民ル

ームについては理解をいたしました。あり

がとうございます。この質問も以上です。 

 質問番号８番、小川自動車駐車場管理事

業についてでありますが、歳入のほうで、

小川自動車駐車場使用料７１９万４，２０

０円が入っております。指定管理料４６６

万円を差し引いた約２５０万円の黒字と

いう認識でよろしいですかね。その点、ご

答弁をいただきたいと思います。 

 続きまして、質問番号９番の個人番号カ

ード交付事業についてでありますが、ご答

弁で予算については、国が設定した額で予

算を組んでいるとのことです。実際は国の

予想を大きく下回っているというのが現

状なわけでございます。 

 そこでお聞きしたいのが、本市の現在の

個人番号カードの交付人数について、お聞

かせいただきたいなと思います。 

 続きまして、質問番号１０番、災害見舞

金についてでありますが、内容については

理解をいたしました。対象世帯が３，７７

８世帯というご答弁で、実際に寄附された

のが７０５件です。対象世帯の割には給付

が少ないのかなというふうに感じるので

すが、この見舞金の寄附対象者に対しての

周知の方法などはどのように行ったのか

お聞かせをいただきたいなと思います。お

願いいたします。 

 次に、質問番号１１番、重度障害者・特

定疾患福祉金についてでありますが、内容

については、おおむね理解をいたしました。 

 この福祉金は、市の単費で行っている制

度でして、この制度があるのは、近隣市で

は吹田市だけというふうに聞いておりま

す。最近では、ちょっといつの時期かわか

らないんですが、茨木市がこの制度自体を

なくしたというふうに聞いておりますが、

本市のこの福祉金についての今後の考え

方などをお聞かせいただきたいなと思い

ます。 

 次に、質問番号１２番、障害者雇用助成

事業についてでありますが、事業の内容に

ついては理解をいたしました。事業者に対

する周知活動をしっかりと行っていただ

きたいと思います。 

 この質問は以上でございます。 

 続きまして、質問番号１３番、三島救命

救急センター貸付金でございますが、ご答

弁をいただき、理解をいたしました。 

 ここでちょっと利息のことでお聞きを

したいのですが、１，４０５万５，０００

円を貸し付けして、入ってきたのが１，４

０６万３，３６３円、金利では０．０１％

もないぐらいだと思うのですが、この金利

について、どのように決定されているのか

お聞かせをいただきたいなと思います。 

 また、先ほどのご答弁で、４月に貸し付

けして、５月に戻ってくるというような、

この運用は１か月だけなのか、それとも１

３か月なのかっていうのを、ちょっとその

辺のこともご答弁いただきたいなと思い

ます。 

 続きまして、質問番号１４番、まちごと

元気！ヘルシーポイント事業についてで

ありますが、事業の内容については理解を

いたしました。 

 管理運営委託料ですが、予算に対して残

額が約８００万円で執行率が５７．７％と

なっております。当初予定していた登録者

の数はどのぐらいを見込んでいたのか、お

聞かせをいただきたいなと思います。 

 続きまして、質問番号１５番、環境美化

事業についてでありますが、内容について

は、こちらも理解をいたしました。 
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 この環境美化事業についての消耗品費

１５２万８，２００円の中身について、ち

ょっとお聞かせをいただきたいなと思い

ます。 

 続きまして、質問番号１６番、葬儀会館

管理運営事業でございますが、立体駐車場

を月額４０万円で借りているとのご答弁

をいただきました。この立体駐車場なんで

すが、利用している方が少ないとの声をよ

く聞くのですが、この立体駐車場の利用率

について、お聞かせをいただきたいなと思

います。 

 次に、質問番号１７番、ごみ収集処理事

業でございます。 

 民間委託と直営の割合について、ご答弁

をいただきました。民間委託の割合が６

５％ということで、ここで質問なんですが、

この委託割合ですね。今後、市としてどの

ように考えているのか、民間委託をふやし

ていく考えはあるのかなど、ご答弁をいた

だきたいなと思います。 

 次に、質問番号１８番、ごみ処理施設維

持管理事業について、お伺いをいたします。 

 １回目で修繕料の中身について、ご答弁

をいただきました。内容については理解を

いたしました。 

 ここでお聞きしたいのが、私がお聞きし

ているのが、令和５年度から茨木市とごみ

処理広域化に向けて進めているというふ

うに聞いているのですが、本市の環境セン

ターですね。目標どおりにいったとして、

令和５年度までは修繕をしっかりとして

いかなあかんと思うのですが、この環境セ

ンターの修繕計画は、どのように考えてい

るのか、２回目でお聞きしたいなと思いま

す。 

 次に、質問番号１９番、環境センター運

転管理業務委託料でございます。 

 １回目で委託契約の中身についてのご

答弁をいただきました。こちらについても

内容は理解をいたしました。 

 この委託契約が令和３年度までという

ご答弁でした。こちらについても、茨木市

と広域連携、目標が令和５年度からとなっ

ていますので、今の民間契約が令和３年度

まで、目標どおりに令和５年度から広域化

になると、この環境センターでは、この業

務はなくなるのかなという認識なんです

が、契約延長について等の考え方をどう考

えているのか、お聞かせをいただきたいな

と思います。 

 続きまして、質問番号２０番、中小企業

事業資金融資保証料補給金と中小企業事

業資金融資利子補給金の内容について理

解をいたしました。 

 これは例えばなんですけど、融資期間を

５年間組んで、途中で仮にお金に余裕がで

きたから、繰り上げ償還をして完済した場

合であったり、返済をおくれを繰り返して、

完済したけれども、当初予定したよりも利

子が多くかかった場合などでも、この保証

料補給金や利子補給金の制度は利用でき

るのかをお聞かせいただきたいなと思い

ます。 

 次に、質問番号２１番、中小企業事業資

金融資預託金でございますが、金融機関に

中小企業事業資金融資の預託金２億５，０

００万円を預けているとのことでござい

ますが、預ける時期はいつなのかを教えて

いただきたいなと思います。 

 また、この歳入で同額入っているのです

が、これについても時期はいつなのか教え

てください。年度中に預けたお金がそのま

ま返ってきているというイメージなんで

すけれども、それで合っているのか、ご答

弁をお願いいたします 
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 続きまして、質問番号２２番、摂津ブラ

ンド認定委員会負担金でございますが、認

定委員の構成についてはわかりました。今

年度に認定された除菌・消臭剤セイバーオ

ードリンＳＰですが、安定型次亜塩素酸ナ

トリウムを使用し、安全・安心で除菌・消

臭効果が高いとのことですが、こういった

消臭剤なんかは、でき上った商品の成分検

査等しないといけないのかなと思うので

すが、摂津ブランドの認定は、どのように

して認定に至る審査を行ってるのかお聞

かせをいただきたいなと思います。 

 次に、質問番号２３番、創業支援事業で

ございますが、事務報告書によりますと、

創業セミナーが２回、「知らなきゃ損す

る！あなたにもできる！クラウドファン

ディング活用セミナー」と「夢をかなえる

自分になる 好きなことで起業する五つ

の心がけ」を実施されています。また、創

業セミナーとして、「１日でわかる起業セ

ミナー」を実施されているようですが、セ

ミナーの対象者は、どのような方なのかお

聞かせをいただきたいなと思います。 

 また、起業者融資補助金を４件で２０万

円交付しておりますが、セミナーの受講者

との関連性はあるのでしょうか、ご答弁を

お願いします。 

 次に、質問番号２４番、企業立地奨励金

についてでありますが、事業の内容につい

ては理解をいたしました。 

 こちらも、事務報告書によりますと、企

業立地奨励金の件数は４２件で、１億８，

４４８万３，３７９円となっております。

この内訳を教えていただきたいのですが、

大企業、中小企業の件数と金額もお聞かせ

をいただきたいなと思います。 

 続きまして、質問番号２５番、スクラッ

チカード発行事業ですが、事業内容につい

て、ご答弁をいただきました。今年度は市

内を４地域に分けて、違う地域のカードを

集めて申し込むと、抽せんで商品券が当た

るなどの新たな取り組みを行っていると

のことです。平成３０年度で３年目となる

この事業を、担当課としてどのように分析

をしているのか、ご答弁をお願いしたいな

と思います。 

 次に、質問番号２６番、消費生活相談ル

ーム事業ですが、相談員の方は、事務報告

書によりますと、消費者出前講座を１０回

開催されており、受講者数も２４０名とな

っております。近年、高齢者を狙う悪徳商

法や還付金詐欺などが大変大きな問題と

なっております。対処法など、被害の未然

防止の対策などを教えているとのことで

すが、出前講座を受ける方は、どのような

方が対象なのか、また、出前講座を受けて

期待される効果はどのようなことがある

のかをお聞かせをいただきたいなと思い

ます。 

 ２回目以上でございます。 

○森西正委員長 それでは、答弁をお願い

します。 

 松本課長。 

○松本文化スポーツ課長 それでは、文化

スポーツ課に係ります２回目のご質問に

つきまして、お答えをいたします。 

 質問番号３番、文化ホール入場料の質問

でございますけれども、事務報告書１３５

ページにございます市民文化ホール主催

事業について、もともと年間を通じて事業

を組んでおりまして、大阪北部地震の影響

がある時期には、当初から事業は組んでご

ざいませんでした。したがいまして、入場

料に関しましては、影響はございませんで

した。 

 以上でございます。 
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○森西正委員長 丹羽課長。 

○丹羽自治振興課長 自治振興課にかか

わりますご質問にお答えさせていただき

ます。 

 質問番号５番、ＬＥＤ防犯灯の設置要望

件数についてでございますが、平成３０年

度は６２件となってございます。 

 続きまして、質問番号６番、防犯カメラ

の保守点検委託料の内容について、お答え

いたします。 

 内容につきましては、年１回、防犯カメ

ラ全台を点検する定期保守点検業務、移設

や取り外し等を行う修繕業務、軽微な故障

に対して復旧する不調時点検、緊急時対応

となってございます。 

 続きまして、質問番号８番、小川駐車場

の指定管理料と使用料と比較してという

ことでございます。 

 委員がおっしゃられたとおり、使用料が

２５３万４，２００円多くなっている状況

でございます。ただ、設置者が摂津市にな

りますので、指定管理料の中には土地代等

が入っておりませんこともご斟酌いただ

ければというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 千葉課長。 

○千葉市民課長 それでは、市民課にかか

わります質問番号９番の２回目のご質問

にお答えします。 

 本市の現在の個人番号カードの交付人

数につきましては、１万８，０００人ちょ

うどでございます。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 有場課長。 

○有場保健福祉課長 それでは、保健福祉

課にかかわりますご質問にお答えいたし

ます。 

 質問番号１０番、決算概要７４ページ、

災害見舞金につきまして、大阪北部地震、

台風２１号の被災者に対する見舞金の周

知方法でございますが、周知につきまして

は、対象者に対し、申請用紙等を封書で全

世帯に送付いたしましたほか、申請受け付

けの終了前にも、その時点で未申請の方に

対しまして、はがきで再度周知をいたして

おります。 

 その他、被災者支援総合窓口におきまし

て、電話と窓口双方で相談をお受けいたし

ております。 

 申請率につきましては、７０５件、世帯

対象数が３，７７８世帯なので、１８．７％

程度になります。これにつきましては、本

市の罹災証明書の発行率ですが、大体４，

０００件程度とお聞きしておりますので、

世帯数で換算しますと大体１０％程度、こ

れを大きく上回っていますので、周知は行

き届いたものと考えております。 

 以上です。 

○森西正委員長 森川課長。 

○森川障害福祉課長 質問番号１１番、重

度障害者・特定疾患福祉金の今後の考え方

についてでございますが、１回目にもご答

弁させていただきましたように、昨年１１

月以降に年間延べ３０日以上の入院をさ

れた方につきましては、従来の１万２，０

００円の支給に加え、さらに１万２，００

０円を加算支給するよう制度の見直しを

行ったところであります。 

 今後につきましても、引き続き、この事

業を実施してまいりたいと考えておりま

す。 

○森西正委員長 有場課長。 

○有場保健福祉課長 それでは、保健福祉

課にかかわりますご質問にお答えします。 

 質問番号１３番、決算概要９４ページ、

三島救命救急センターの貸付金について
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でございます。利息につきましては、かな

り低い金利でございます。これは市中金利

と同等ということでさせていただいてい

ます。 

 期間ですが、説明不足でした。４月から

翌年の３月末までの期間を会計年度であ

ります５月ごろに払われるという説明で

ございます。 

 続きまして、質問番号１４番、決算概要

９６ページのまちごと元気！ヘルシーポ

イント事業でございますが、これにつきま

しては、平成３０年度から３年間の運用を

想定しておりまして、平成３０年度は最大

２，０００名の参加を見込んでおりました。

しかしながら、最終的に９２７名の参加に

とどまっております。 

 結果としまして、活動量計や参加者のＩ

Ｄ管理費などが当初見込みより大幅に減

少したため、予算執行率が５７．７％とな

っております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 飯野課長。 

○飯野環境政策課長 質問番号１５番、環

境美化事業の消耗品費に関するご質問に

お答えいたします。 

 環境美化ボランティアにご登録いただ

いた方には、「びかぼジャンパー」と呼ん

でおります青色のジャンパーをお渡しし

ておりますが、環境美化事業の消耗品費１

５２万８，２００円のうち、大半の１４５

万２，６００円が、この「びかぼジャンパ

ー」５００着の購入費用でございます。残

りの７万５，６００円につきましては、環

境美化の街頭啓発などに使用しておりま

すポケットティッシュの購入費用になり

ます。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 千葉課長。 

○千葉市民課長 それでは、市民課にかか

わります質問番号１６番の２回目のご質

問にお答えします。 

 葬儀会館の立体駐車場の利用率につい

てでございますが、葬儀を執り行っている

日のうちの２割程度となっております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 安田次長。 

○安田環境部次長 それでは、質問番号１

７番、ごみ収集処理事業のごみ収集運搬に

係る今後の委託化についての考えでござ

います。 

 これまで技能労務職員の退職不補充や

任用がえにより職員数が減少する中で、収

集運搬業務の民間委託を行ってきたとこ

ろでございます。環境業務課におきまして

は、ごみの収集運搬業務のほかに、ごみの

適正排出の啓発や食品ロスの削減、マイバ

ッグ持参の促進など、ごみの減量化や再資

源化の推進の取り組みも行っているとこ

ろでございます。 

 限られたマンパワーにおきまして、今後

は災害ごみや広域化など新たな課題にも

対応していく中で、やはり直営で担うべき

業務の見直しも含めまして、引き続き、民

間でできる部分は民間へお願いし、効率的

かつ安定的な業務運営を図ってまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 三浦環境センター長。 

○三浦環境センター長 それでは、環境セ

ンターに係ります２点のご質問について、

お答えいたします。 

 まず、質問番号１８番、修繕計画につき

ましてですが、環境センターの焼却炉の対

応年数は、令和１０年度と考えており、令

和１０年度までは安定的に焼却できるよ

う、優先順位をつけながら、整備計画を立
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て、維持管理に努めてきたところでござい

ます。 

 昨年１２月に茨木市と令和５年度を目

途としたごみの広域処理について合意に

至ったことから、本市焼却炉を令和１０年

度まで稼働させる必要がないと判断し、ご

みの広域処理が始まるまで、可能な限り少

ない費用で、かつ安定的に焼却するための

整備計画につきまして、現在検討を行って

いるところでございます。 

 続きまして、質問番号１９番、環境セン

ターの運転管理委託についてでございま

す。 

 先ほど申しましたとおり、ごみの広域処

理が予定どおり行われますと、令和５年度

からとなり、環境センターの運転管理委託

が令和３年度で終了した場合、１年間のブ

ランクができることとなります。この１年

間、短い期間とはなりますが、安定的に焼

却できるための運転管理委託を行うこと

になると考えております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 吉田部参事。 

○吉田市民生活部参事 それでは、産業振

興課に係ります２回目のご質問について、

お答えさせていただきます。 

 質問番号２０番、決算概要１０８ページ

の保証金や融資の利子等についてなんで

すけれども、実際早く返された方の場合で

あったとしても、実際ご負担いただいた保

証料や利子分を補給金として支払いさせ

ていただいている状況でございます。 

 質問番号２１番、中小企業資金預託金の、

どのような時期に行っているかというこ

とでございますが、金融機関への預託金を

預ける時期でございますが、年度当初の金

融機関の最初の営業日に金融機関に振り

込ませていただいております。そういうこ

とで、中小企業の実際の資金融資に関して、

事務執行上は支障はございません。 

 また、返還の時期でございますが、年度

末の金融機関の営業日に返還していただ

いておる状況でございます。 

 質問番号２２番、決算概要１０８ページ

の摂津ブランドのどのように審査してい

るかということでございます。 

 除菌・消臭剤セイバーオードリンＳＰの

申請に関しましては、まずは会社概要や申

請商品の生産、製造、加工の状況を、報告

書で出していただいております。また、認

定基準に関しまして、適合性の五つの基準

として、「摂津らしさ」、「コンセプト」、「信

頼性や安全性」、「独自性や新規性」、「市場

性や将来性」などを記載いただいた審査資

料を事業者に記載いただいて、添付してお

ります。 

 今回、認定させていただきましたセイバ

ーオードリンＳＰの場合でしたら、除菌・

消臭剤でございますので、委員がご指摘の

ように、効力試験の内容を報告書として出

していただいております。数十ページに及

ぶ効力試験の内容を添付資料としていた

だいておる状況でございます。 

 その資料を事前に摂津ブランドの認定

委員の方にご確認いただいた上で、審査会

を開き、申請商品の関係者の方のプレゼン

テーションをその場で実施させていただ

き、質疑等を行って、認定をしております。

委員の中には専門の研究所の方とかもご

ざいますので、その中で専門的な意見をい

ただいて、審査しておる状況でございます。 

 ご質問が少し漏れておりまして、質問番

号２１番の返還のおくれた方に関しまし

ても、そのおくれた内容に関しましては、

時期等とか金利の内容、場合によっては、

改めて変わる場合もございますが、ご相談
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に乗らせていただいて、完済していただい

た場合は、補助させていただいております。 

 どういう形で完済していくかと、時期ず

れした場合はございますが、そこは金融機

関等が間に入って、ご相談させていただい

て、実際、借りかえ等改めてしていただく

という内容ですが、完済した場合は、保証

料や貸付利子に関しては補助させていた

だいております。 

 引き続きまして、質問番号の２３番、創

業支援の内容でございますが、実際、創業

支援の各講座ですね。どういう対象に分け

ているかということでございますが、まず

創業支援セミナーに関してでございます

が、まず創業というものに興味があるよう

な比較的対象者を広くとった対象を創業

支援セミナーで行っております。 

 次に、創業支援セミナーに比較的興味が

あるというような方から、もう少し実際に

具体的な創業を検討しているような対象

の方を創業セミナーの対象としている状

況でございます。 

 起業者の融資の補助対象の方で、セミナ

ーを受けていただいた方々ということで

ございますが、実際にもう融資を受けられ

る方を対象にしておりまして、将来的には、

セミナーを受けた方になっていただくよ

うな状況ではございますが、融資を受けて

お店をすぐにでも出されるような方とい

うことでございますので、平成３０年度で

いいますと、創業支援セミナーや創業セミ

ナーの受講者の方というようなことはご

ざいません。実際に融資を受けて、具体的

に進められた方というような内容でござ

いますので、対象者としては別になってお

ります。 

 質問番号２４番の企業立地等の促進事

業の大企業に関しては１０社で２５件、１

億７，２８８万９６７円になっております。 

 中小企業に関しましては、１４社１７件

で、１，１６０万２，４１２円という状況

でございます。 

 質問番号２５番、スクラッチカード発行

事業、平成３０年度で３年目ということで、

所管課としてどのような分析をして、総括

しておるのかというような内容でござい

ます。 

 スクラッチカード発行事業の特徴でご

ざいますけれども、外れ券を利用して、各

店舗が独自サービスを実施しているとい

うことが特徴でございます。特に、参加店

のうちの半数１１７店舗まで拡大してい

るということで、実際、市と参加店が協力

して、交付金で市が出させていただいてい

る以上の経済効果が発揮できているので

はないかと考えている状況でございます。 

 また、参加店舗が非常に小規模な店舗を

対象としておりますので、なかなか独自で

店舗としてはＰＲすることが難しいです

が、このスクラッチカードの参加店舗とし

て参加されますと、事業者一覧というとこ

ろで記載させていただきます。このスクラ

ッチカードを利用しようと思われる利用

者の方にお店の名前を知ってもらえます。

外れ券のサービスをしていただいている

お店を写真つきで入れさせていただいて

おりますので、非常にＰＲになるというこ

とで、喜んでいただいているとお聞きして

おります。 

 このように、小規模店舗の販売促進支援

や市民の購買意欲を高める効果がある事

業であると考えている状況でございます。 

 質問番号２６番、消費生活相談ルームの

実際出前講座をした場合、どういう対象者

で、どんな効果があるのかということでご

ざいますが、平成３０年度で講座は、自治
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会や老人クラブ、いきいきカレッジのＯＢ

の方などにさせていただいております。ま

た、平成３０年度からは、地域ケア会議で

も行っている状況でございます。 

 特に地域ケア会議は、地域の関係機関の

方が非常にたくさんいる会議で、そういう

ところで講座をしたということの効果で

はないかとは思っています。高齢者を狙う

悪徳商法とか還付金詐欺の講話を通じて、

未然防止を図っているんですけれども、本

課といたしましては、貸与の通話録音装置

の事業も、そのときに周知させていただい

たんですけれども、その事業の借りたいと

いう希望が、特に講座修了後、非常に多く

申し込みございまして、今年度非常に盛況

になっているということで、啓発の効果を

感じている状況でございます。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 香川委員。 

○香川良平委員 答弁ありがとうござい

ます。 

 ３回目、質問させていただきます。 

 質問番号３番の文化ホール入場料につ

いてでございますが、ご答弁をしていただ

き、よくわかりました。引き続き、有効な

事業を実施して、できる限り多くの人に来

ていただけるように頑張っていただけた

らなと思います。 

 この質問は以上でございます。 

 続きまして、質問番号５番、ＬＥＤ防犯

灯事業でございますが、この新設の２６件

の根拠について、お聞きしたいと思うので

すが、要望があって調査した結果、２６件

は絶対必要だと判断して、予算を組んで設

置したのか、それとも、限られた予算の中

で、設置できるのは２６件なので、優先順

位の高い２６件を設置したのか、多分後者

だと思うのですが、その点どちらなのか、

ご答弁をいただきたいなと思います。 

 次に、質問番号６番、防犯カメラ設置事

業でございますが、防犯カメラ設置事業と

いうことで、設置についてもお聞きしたい

と思います。 

 防犯カメラ設置にかかる費用について、

お聞かせをください。また、資料を見る限

り、平成３０年度は、防犯カメラの新設が

なかったのかなと思うのですが、その点も

ご答弁お願いします。 

 次に、質問番号８番、小川自動車駐車場

でありますが、事務報告書によりますと、

２万３１台の使用があり、その中の２３台

が無料となっているのですが、この２３台

の無料の理由について、お聞かせをいただ

きたいなと思います。 

 次に、質問番号９の個人番号カードにつ

いてでありますが、交付人数は１万８，０

００人とのことですが、この数字がいいの

か悪いのか、わからないなと思うわけであ

ります。摂津市は、他市と比べてどのよう

な位置にいるのか、わかる範囲でご答弁い

ただけたらなと思います。 

 次に、質問番号１０番、災害見舞金につ

いてでありますが、ご答弁をいただき、お

おむね理解をいたしました。この質問は以

上です。 

 次に、質問番号１１番、重度障害者・特

定疾患福祉金についてでありますが、市の

考え方については、ご答弁をいただき、お

おむね理解をいたしました。ありがとうご

ざいます。この質問も以上でございます。 

 次に、質問番号１３番、三島救命救急セ

ンター貸付金でございますが、こちらにつ

いても、ご答弁をいただき、おおむね理解

をいたしました。この質問も以上でござい

ます。 

 次に、質問番号１４番、まちごと元気！
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ヘルシーポイント事業ですが、今年度６，

０００ポイントためると１，０００円相当

の景品がもらえるクオカードなどがもら

えると、ホームページに載っておったので

すが、現在の景品交換の実績について、教

えていただきたいなと思います。 

 次に、質問番号１５番、環境美化事業に

ついてでございますが、消耗品費の内容に

ついて、ご答弁をいただきまして、内容に

ついて、おおむね理解をいたしました。あ

りがとうございます。この質問についても

以上でございます。 

 次に、質問番号１６番、葬儀会館管理運

営事業でございますが、ここでメモリアル

ホールの南側の駐車場について、ちょっと

お聞きしたいなと思うのですが、砂利の駐

車場のことです。市民の方から、砂利の駐

車場は歩きにくくて危ないという声をち

ょくちょく聞くんですけれども、この砂利

の駐車場の整備について、市としてどのよ

うに考えておられるのかをお聞きしたい

なと思います。 

 次に、質問番号１７番、ごみ収集処理事

業について、お聞きをいたします。 

 市としての今後の考え方について、２回

目でご答弁をいただきました。ありがとう

ございます。 

 ３回目でちょっとお聞きしたいのが、こ

のごみ収集処理事業の直営でやっている

ごみ収集処理事業なんですけど、毎回とは

言わないですけど、結構な割合で、定例会

のたびに事故の報告等があるのですが、こ

こでお聞きしたいのが、直営でごみ収集を

やってる事故の件数、ちょっと過去何年分

あるかわかんないんですけど、わかる範囲

で教えていただきたいなと思います。 

 また、民間委託としているわけでありま

すが、民間の業者の事故の件数もわかるん

ですかね。この民間の業者の事故の件数も

過去わかる範囲で教えていただきたいな

と思います。 

 次に、質問番号１８番、ごみ処理施設維

持管理事業について、お伺いをいたします。 

 ２回目で修繕計画をどういうふうに考

えているのかについて、ご答弁をいただき

ました。内容についても、おおむね理解を

いたしました。こちらについては以上でご

ざいます。 

 次に、質問番号１９番、環境センター運

転管理業務委託料でございますが、こちら

についても、ご答弁で内容はおおむね理解

をいたしました。こちらについても以上で

ございます。 

 次に、質問番号２０番、中小企業金融対

策事業でありますが、２回目で、制度の仕

組みについてのご答弁をいただきました。 

 摂津市内には、約４，０００の事業所が

ございます。中小企業事業資金融資保証料

補給金や中小企業事業資金融資利子補給

金の制度の利用者の目標はどのぐらいを

設定しているのか、お聞かせをいただきた

いなと思います。 

 次に、質問番号２１番、中小企業事業資

金融資預託金についてでございます。 

 先ほどのご答弁で、内容については、お

おむね理解をいたしました。ありがとうご

ざいます。この質問も以上でございます。 

 次に、質問番号２２番、摂津ブランド認

定委員会でございますが、摂津ブランドの

認定に至る審査について、ご答弁をいただ

き、内容について理解をいたしました。摂

津ブランドの認定品のＰＲと販売促進支

援を行っていただきますよう、お願いをい

たします。また、認定品を通じて、ものづ

くりのまち摂津を大阪、関西、全国へと発

信していただきますように、重ねてお願い
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申し上げます。 

 この質問は以上でございます。 

 次に、質問番号２３番でございますが、

創業支援事業です。ご答弁については、理

解をいたしました。 

 起業家を育てるという観点から、創業セ

ミナー等の継続実施をよろしくお願いし

ます。こちらについても以上でございます。 

 次に、企業立地奨励金ですが、４２件、

１億８，４４８万３，３７９円の内訳、大

企業１０社、中小企業１４社と細かい内訳

までご答弁いただき、内容については理解

をいたしました。こちらについても以上で

ございます。 

 次に、質問番号２５番、スクラッチ発行

事業でございますが、ご答弁をきいており

ますと、スクラッチカードの参加店舗のＰ

Ｒ効果もあるということで、事業としての

一定の効果があったものだと感じました。

引き続き、継続事業として行っていただく

よう要望して、この質問を終わります。 

 次に、質問番号２６番、消費生活相談ル

ーム事業ですが、消費者問題出前講座を受

けた方、また、期待される効果について、

ご答弁をいただきました。悪徳商法や還付

金詐欺など被害の未然防止の対策として、

引き続き、消費者問題出前講座の実施に取

り組んでいただきますようにお願いを申

し上げます。この質問も以上でございます。 

 ３回目、以上です。 

○森西正委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時５４分 休憩） 

（午後 ０時５９分 再開） 

○森西正委員長 それでは、再開します。 

 答弁からお願いします。 

 丹羽課長。 

○丹羽自治振興課長 それでは、自治振興

課にかかわりますご質問にお答えさせて

いただきます。 

 まず質問番号５番、防犯灯の設置の予算

につきましてでございます。 

 毎年度、新設と照度アップを含めまして

３０灯程度想定して予算計上させていた

だいているところでございます。 

 場所につきましては、ご要望いただきま

した箇所を夜に調査を行いまして、照度を

見たり、柱を立てる場合は、底地の埋設物

や電気を引くことが可能であるか、様々な

検討した上で設置場所を決めているとこ

ろでございます。 

 続きまして、質問番号６番、防犯カメラ

の設置事業についてでございます。 

 設置につきましては、基本的に防犯カメ

ラは信号柱に共架させていただいており

ますが、この場合は約２２万円、新たに柱

を立てて設置する場合は約３０万円とい

うことでございます。 

 続きまして、質問番号８番、小川駐車場

の無料の取り扱いについてということで

ございます。 

 大型駐車場の近隣の公共施設、文化ホー

ル、休日小児急病診療所、教育センター等、

障害者の方が用務でご利用された場合は

全額減免とさせていただいております。そ

のほか市の職員が職務で駐車した場合も、

同じく使用料を全額減免という形で取り

扱っております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 千葉課長。 

○千葉市民課長 続きましては、市民課に

かかわります質問番号９番の３回目の質

問にお答えいたします。 

 現在の個人番号カードの交付率と位置

がわかるものをわかる範囲でということ

ですけども、摂津市におきましては、８月

末現在で八尾市に引き続き府内第２位、交
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付率につきましては２０．９７％でござい

ます。 

 また、同じく８月末現在なんですけども、

大阪府におきましては平均が１５．７２％、

また、全国平均といたしまして１３．９

１％ということであります。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 有場課長。 

○有場保健福祉課長 それでは、質問番号

１４番、決算概要９６ページのまちごと元

気！ヘルシーポイントの事業についての

ご質問にお答えいたします。 

 平成３０年度は９２７名の参加にとど

まりましたが、年度途中から活動量計の配

付方法を即日交付できるように変更した

り、また、各種さまざまなイベントとコラ

ボするような形でＰＲに努めてまいりま

した。その結果、現時点では１，６００名

程度の参加をいただいております。 

 景品の交換については、年度末に予定し

ております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 千葉課長。 

○千葉市民課長 続きまして、市民課にか

かわります質問番号１６番の３回目の質

問にお答えいたします。 

 葬儀会館南側の砂利の駐車場なんです

けども、歩きにくい等の声がございますが、

市として整備していくのかということな

んですけども、利用者の方々に大変ご不便

をおかけしてるという現状から、駐車場の

舗装工事など安全で快適な駐車場を検討

している状況でございます。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 安田次長。 

○安田環境部次長 質問番号１７番、収集

運搬における直営委託業者の事故につい

てのご質問にお答えいたします。 

 平成２８年度以降での賠償事故の件数

でございますが、まず民間委託でございま

す。平成２８年度２件、平成２９年度１件、

平成３０年度、今年度はゼロ件となってお

ります。 

 次に、直営での件数でございますが、平

成２８年度ゼロ件、平成２９年度４件、平

成３０年度１件、今年度１件となっており

ます。 

 直営での事故の状況としましては、狭い

路地での通行や方向転換、バックが事故の

主な要因となっており、運転技術は当然の

こと、バックにおける誘導技術の向上や運

転手と誘導職員の連携が事故を防ぐには

欠かせないものと考えております。 

 これまでに発生原因の反省を踏まえ、事

故防止に向けまして運転手と誘導者との

連携を主に安全運転訓練を行うとともに、

職員の安全に対する意識の徹底に現在取

り組んでおるところでございます。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 副市長。 

○奥村副市長 それでは、交通事故に伴う

損害賠償の額を定める報告に関しまして、

私からおわびを申し上げたいと思ってお

ります。 

 たび重なる公用車の交通事故にかかわ

る損害賠償の額を定める専決処分報告の

件について、前回の第３回の本会議にも提

案させていただきました。非常に申しわけ

なく、情けない思いでございます。 

 自動車を運転する者につきましては、加

害者にも、あるいは被害者にもならないよ

う、常日ごろ気をつけなければなりません。

ほとんどの事故は心がけ、緊張感、あるい

は注意力で未然に防げることができると

言われております。 

 自動車は使い方を誤れば、人を傷つけ、
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あるいは死に至るまで、そういう凶器にも

なり得ます。交通事故全体の３割を占める

原因が安全不確認と言われております。一

旦停止はした、あるいは減速したにもかか

わらず、十分な安全確認をしてなかったた

めに事故につながる場合もございます。 

 特に運転になれている者は、漫然運転に

陥りがちであります。運転に自信があって

も、なれた道であっても車を運転するとき

には、常に適度な緊張感も持っていなけれ

ばならないということは言うまでもござ

いません。 

 現下ではさまざまな取り組みをしてお

りますが、いまだ効果は出ておらず、残念

に思っております。これからも朝礼等でし

っかりと注意喚起を絶えず行わなければ

ならないと思っております。今後も徹底し

ていきたいと思っております。 

○森西正委員長 吉田部参事。 

○吉田市民生活部参事 それでは、質問番

号２０番、３回目のご質問についてお答え

させていただきます。 

 中小企業事業融資資金の保証料補給金

及び利子補給に関して、どれくらいの利用

者を目標としているのかという内容でご

ざいますが、中小企業事業融資保証料補給

金や利子補給金の対象者に関しましては、

貸し付け対象者と期間を把握しておりま

すので、完済時期を想定して対象者を見込

んでおります。 

 ただ、中小企業事業融資の対象者に関し

ましては、その増減は景気に大きく影響さ

れます。また、国や府の融資制度の適用や

変更などにも利用者の増減がございます

ので、利用者の目標設定はしておりません。 

 以上です。 

○森西正委員長 香川委員。 

○香川良平委員 ご答弁ありがとうござ

います。 

 それでは、４回目の質問をさせていただ

きます。 

 質問番号５番でございます。ＬＥＤ防犯

灯でありますが、どのように予算立てをし

ているのかというようなご答弁をいただ

きました。内容について理解をいたしまし

た。引き続き、防犯の観点から、ＬＥＤ防

犯灯の設置、管理業務に取り組んでいただ

きたいなと思います。この質問は、以上で

ございます。 

 次に、質問番号６番、防犯カメラであり

ますが、設置費用についてのご答弁をいた

だきました。次に、設置場所についてお聞

きをしたいのですが、防犯カメラの設置場

所については、どのようにして決めるのか

というのをお聞かせいただきたいなと思

います。 

 次に、質問番号８番、小川自動車駐車場

でございますが、先ほどのご答弁で内容に

ついては理解をいたしました。ありがとう

ございます。この質問は、以上でございま

す。 

 次に、質問番号９番の個人番号カード交

付事業についてでございますが、先ほどの

ご答弁で、摂津市内は府内において２位の

交付率ということで理解をいたしました。 

 次にお聞きしたいのが、個人番号カード

関連事務交付金６６５万８，４００円に対

して歳入なんですが、６４１万７，０００

円しかないんですね。個人番号カード交付

事業に係る費用は全額を国が見てくれる

という認識なのですが、歳入歳出の誤差２

４万１，４００円の理由についてお聞かせ

いただきたいなと思います。 

 次に、質問番号１４番、まちごと元気！

ヘルシーポイント事業でございますが、ご

答弁で内容については理解をいたしまし
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た。これについても以上でございます。あ

りがとうございました。 

 次に、質問番号１６番、葬儀会館管理運

営事業でございます。メモリアルホール南

側の砂利の駐車場の整備について検討し

ていただくというご答弁いただきました

ので、利用者が快適に利用できるような整

備をぜひともお願いをいたしまして、この

質問を終わります。 

 次に、質問番号１７番、ごみ収集処理事

業でございますが、先ほど市と民間の事故

の件数についてご答弁をいただきました。 

 なるべく事故がないように、安全運転を

心がけてごみ収集処理を行っていただき

たいなと思います。こちらについても質問

は以上でございます。 

 次に、質問番号２０番でございます。中

小企業金融対策事業でありますが、先ほど

のご答弁で、目標設定をしていないという

ことですね、内容について、おおむね理解

をいたしました。 

 中小企業を育てるという観点からも大

変すばらしい制度だと感じました。私自身

でございますが、会社を経営しておりまし

て、保証協会からの借り入れもございます。

この制度より高い金利で借りてます。保証

料や利子の補助もありません。当たり前の

ことなんですが、何が言いたいかというと、

これだけすばらしい制度があるわけです

から、より多くの事業所にこの制度を使っ

ていただきたいなと思いますし、周知活動

もしっかりと行っていただきますよう要

望して、この質問は終わります。 

 以上です。 

○森西正委員長 丹羽課長。 

○丹羽自治振興課長 それでは、自治振興

課に係りますご質問にお答えさせていた

だきます。 

 質問番号６番でございます。防犯カメラ

の設置場所につきましては、摂津市防犯カ

メラの設置及び管理運営に関する要綱に

基づき、街頭犯罪の未然防止及び犯罪発生

時の迅速な対応を目的として摂津警察及

び関係各課と協議を行い設置していると

ころでございます。 

 摂津警察署との協議では、市内の犯罪の

発生場所や大阪府、民間で設置されており

ます防犯カメラの設置場所等も勘案し、協

議を進めているところでございます。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 千葉課長。 

○千葉市民課長 市民課にかかわります

質問番号９番の４回目の質問にお答えい

たします。 

 質問９番の歳出の個人番号カード関連

事務交付金の歳出額６６５万８，４００円

と歳入の個人番号カード交付事業費補助

金において、歳入額６４１万７，０００円

が国費１０分の１０なのに差異があると

いうことのご質問にお答えいたします。 

 委員がおっしゃるとおり、１０分の１０

ですが、本事業の歳入につきましては全て

国費での補助金でございまして、歳出は個

人番号カードの再交付などの費用が含ま

れておりますことから、歳出のほうが上回

っております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 香川委員。 

○香川良平委員 ５回目でございます。質

問番号６番の防犯カメラでございますが、

設置場所についてのご答弁をいただきま

して、理解をいたしました。引き続き、防

犯カメラ設置による犯罪のないまちづく

りの推進に努めていただきたいなと思い

ます。この質問は、以上でございます。 

 次に、質問番号９番の個人番号カード交
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付事業でございますが、差異の理由につい

ては、再発行の費用は国から出ないと、市

の単費で払うというご答弁でした。内容に

ついても理解をいたしました。これについ

ても、以上で質問を終わります。 

 ありがとうございます。 

○森西正委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 それでは、引き続きまし

て私からご質問させていただきます。 

 まず、歳入に当たりましては決算書、歳

出に当たりましては予算概要で質問させ

ていただきまして、質問の順番は、部署ご

との整理をしてお話させていただきたい

と思います。 

 また、先ほど香川委員から質問がござい

まして、若干重複する点があろうかと思い

ますけど、ご容赦いただきますよう、よろ

しくお願いします。 

 まず自治振興課で、六つあります。 

 質問１、決算書３０ページ、コミュニテ

ィプラザ使用料において、備考欄にコミュ

ニティプラザ使用料が１，２７０万７，６

８４円と昨年の使用料から８６万円程度

収入が減っております。事務報告書を見ま

しても、使用件数、人数が昨年に比べて低

下しているということで、平成３０年度の

状況と、その理由についてお聞かせくださ

い。 

 質問２、自治振興課２個目ですけれども、

決算概要５２ページ、国際交流事業におき

まして７１６万２，４８０円ということで

予算計上されておりますけれども、執行率

が９６．９％というところでございます。

決算額ベースでは昨年度比較しますと２

３５万円程度を執行されているというこ

とで、改めて平成３０年度の決算内容につ

いてお聞かせください。 

 質問番号３番目、決算概要５４ページ、

ＬＥＤ防犯灯等防犯推進事業において、こ

れは香川委員も質問されておりましたけ

れども、私のほうでは、項目にある修繕料

についてお聞きします。 

 修繕料は２８４万３，８５６円というこ

とで予算計上されていて、なぜか執行率が

１００％きっちりとなっております。これ

も昨年の決算額と比較しますと１３０万

円程度多くなってるということで、それと

平成３０年度の予算書を見ていると２３

０万円やったんです。そことの差異が生じ

てるということで、ちょっとおかしいなと

私、感じましたので、修繕内容と残額がゼ

ロ円の理由、そして、当初予算との差異が

五十数万出てると思いますけど、そのあた

りの理由についてもあわせてお聞かせく

ださい。 

 質問４、決算概要５４ページ、防犯カメ

ラ設置事業、これも香川委員が触れられて

ましたけど、私のほうでも項目にある防犯

カメラ保守点検の委託料についてお聞き

します。 

 先ほどは中身を聞かれてたと思います

けど、私は決算額に注目してまして、１７

２万８，０００円執行されておりますが、

これも昨年と比較すると、昨年が３６２万

４，０００円ということで半額以下になっ

ておるんですね。その理由についてお聞か

せください。 

 質問５番目、決算概要５６ページ、犯罪

被害者等支援事業におきまして、これも項

目にある犯罪被害者等見舞金７０万円今

回執行されています。今までの記憶では執

行されてなかったと思うんですけど、そう

いった意味で、改めて平成３０年度の状況

をお聞かせください。 

 質問６番目、自治振興課最後になります

が、決算概要５６ページ、市民ルームフォ
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ルテ管理事業におきまして、これも修繕料

ですけれども１２０万円と予算計上され

ておるのに対しまして、決算額が４３万２，

０００円ということで、ここだけ見ますと

執行率が低いですので、その実施内容と執

行率が低い理由をあわせてお答えいただ

けたらと思います。 

 次、市民課にいきます。四つあります。 

 質問７番目、決算書４５ページ、権限移

譲交付金の備考欄を見ますと２２７万８，

０００円が交付されております。これも前

年度と比較すると倍近く交付されておる

んですけれども、よく見ますと計算式も大

きく異なっておるんです。ですから権限移

譲交付金の内容と、その倍近くなった理由

について、あわせてお聞かせください。 

 質問ナンバー８番です。決算概要６６ペ

ージ、旅券事務事業のところで、これも１，

２７６万８，０００円予算計上されている

というところで執行率が９９．６％と非常

に高いですけども、決算額ベースで見ます

と前年度の半額となっておるんです。事務

報告書を確認しましたところ、申請と発給

ともに取り扱い状況は前年度と大差がな

いのに半額となってますので、そのあたり

も含めて平成３０年度の状況をお聞かせ

ください。 

 質問９番目、決算概要６６ページ、個人

番号カード交付事業、これも香川委員が触

れられてました。普及率の話があったと思

いますけど、２０．９７％で府内２位とお

っしゃってましたと思います。 

 私のほうでは、毎回触れてるかもしれま

せんけど、個人番号カードの普及に関して、

平成３０年度促進に対してどういう取り

組みをされたのかというのをお聞かせく

ださい。 

 市民課最後ですけども、質問１０番目、

決算概要９８ページ、葬儀会館管理運営事

業において、これも項目にある修繕料１０

０万円を予算計上されてます。 

 それに対して、決算額は４万３，２００

円ということで、ほとんど執行されてない

状況だというところで、ちょっと気になる

のが修繕料の管理方法ということと、その

理由についてお聞かせいただきたいのと、

また、指定管理料を見てますと４，８１０

万２，０００円ということで予算計上され

てるんですけども、残額が８７５万４，２

２０円ということで多く発生しておりま

す、その理由についてもあわせてお聞かせ

いただきたいと思います。 

 次、文化スポーツ課いきます。四つです。 

 質問番号１１、決算概要７２ページです。

スポーツ教室振興事業というところで４

６７万５，０００円予算計上されておって、

執行率が９９．９％と非常に高いです。こ

の項目見てますと、前年度報償金というこ

とで４０万円程度予算計上されてたのが

この決算書にはなくて、今回これまでなか

ったんですけど、スポーツ教室運営負担金

というのが４６万３，０００円執行されて

おりますので、これらの内容についてお伺

いします。 

 質問１２個目です。決算概要７２ページ、

摂津ふれあいマラソン大会事業において、

これも毎回触れさせていただいてますけ

ども、事務報告書によりますと参加者の総

合計が９４０名というところで年々ふえ

ておりまして、前年度から１４０名近くふ

えてるというところで、改めまして平成３

０年度の取り組み状況と、参加者が増加し

たということで、そういったことについて

工夫した点などもあわせてお聞かせくだ

さい。 

 質問１３個目、決算概要７２ページ、体
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育施設維持管理事業につきまして、項目に

ある修繕料４，１０２万の予算計上されて

いるのに対しまして、これも１，０００万

円以上残額が出てるんですね。平成３０年

度の一般会計の補正予算で、たしか７７８

万９，０００円ということで減額補正され

てたと思うんです。それにもかかわらず、

まだこれほどの残額が発生してるという

ことなので、修繕内容と理由についてお聞

かせいただけたらと思います。 

 文化スポーツ課最後ですけど、質問番号

１４、決算概要７２ページ、温水プール管

理事業におきまして、これも事務報告書を

見ますと利用人数が前年度に比べて非常

に少ない状況です。 

 これは、恐らく地震の関係で温水プール

は閉鎖したことによると捉えておるんで

すけれども、一方で、指定管理料を見ます

と前年度と全く同額の３，０５０万円計上

されており、予定どおり執行されていると

いうところで、この内容について確認の意

味でお聞かせください。 

 続きまして、産業振興課にいきます。四

つあります。 

 質問番号１５、決算概要１０６ページ、

市民農園設置事業におきまして２１６万

円ということで予算計上しまして、執行率

が９８．９％というところで、これも決算

額で言いますと前年度より５０万円近く

ふえております。 

 これも事務報告書を見ておりますと、市

民農園の面積が１万１，７４７平米という

ところで、前年度から約１，１００平米ふ

えておるのですね。これを見ますと着実に

活動の幅広げられてるのかなと思います

ので、改めて平成３０年度の取り組み状況

についてお聞かせください。 

 質問ナンバー１６、決算概要１０８ペー

ジ、中小企業金融対策事業において、これ

も先ほど触れられておりましたけれども、

事務報告書を見ますと市融資取り扱い状

況というのが載ってたかと思います。申し

込み審査が４２件で申し込み金額は２億

３，６４６万４，０００円に対しまして決

定件数が４２件に対して３７件で決定額

が１億８，７９６万４，０００円というこ

とで、前年度に比べて決定率が低くなって

るとお見受けしました。これらも含めて平

成３０年度の取り組み状況をお聞かせく

ださい。 

 続きまして、質問１７番目、決算概要１

０８ページ、中小企業育成事業というとこ

ろで、これは３０５万１，０００円の予算

計上に対して８７．１％というところの執

行率でしたけども、これも決算額全年度ベ

ースで比較しますと１４０万円程度多く

なっておるんですね。 

 事務報告書を見ましたら、ビジネスマッ

チングフェアの内容が新たに記載されて

たかと思います。これも精力的に進められ

ているものと思いますけど、特にビジネス

マッチングフェアのあたりの平成３０年

度の取り組み状況についてお聞かせくだ

さい。 

 産業振興課最後ですけど、決算概要１１

０ページ、スクラッチカード発行事業と、

これも先ほど触れられてましたので、店舗

の話はなかったと思うので、ここ数年の店

舗の推移とカテゴリー、小売店であったり

飲食店であったり、そういったところはど

んな分布になっているのかというところ

をお伺いさせていただきます。 

 続きまして、環境政策課に移ります。四

つあります。 

 質問１９番目、決算概要９６ページ、飼

犬等保護管理事業において、これも毎回触
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れさせてもらっております狂犬病予防接

種についてでございます。事務報告書によ

りますと、注射された件数が２，１４５件

となってまして、改めて平成３０年度の取

り組み状況と今の接種率、確認の意味でど

れくらいになっているのかというのをお

聞かせください。 

 質問２０個目です。決算概要９８ページ、

環境測定・調査等事業におきまして、地盤

沈下１級水準測量委託料というのが載っ

てたと思いますけれども、３０２万４，０

００円、１００％執行されております。こ

れは民生常任委員だけやったか知りませ

んけど、測量結果について配付されてたか

と思います。しかしながら、事務報告書に

おいては記載がありませんでしたので、改

めて平成３０年度どうやったかというこ

と、測量結果についてどのような考察を所

管としてされているのかというのもあわ

せてお聞かせください。 

 質問２１個目です。決算概要９８ページ、

環境美化事業について、これも先ほど質問

出てましたけども、美化ボランティアの登

録状況というのは多分聞かれてなかった

と思うので、確認の意味で、今どれくらい

伸びてるのかということも含めてお聞か

せください。 

 環境政策課最後です。質問２２、決算概

要９８ページ、温暖化対策事業ということ

で１８３万４，０００円予算計上されてま

して、執行率が８６．３％ということです

けれども、事務報告書を見てますと、今回

新たに地球温暖化対策講座というのが２

回開催されておりましたので、改めてこの

内容についてお聞かせいただきたいと思

います。 

 続きまして、環境業務課にいきます。二

つあります。 

 決算概要１００ページ、リサイクルプラ

ザ整備事業におきまして修繕料を見てる

んですけれども、１，０００万円近く予算

計上されているのに対して、ほぼほぼ執行

されておりますけれども、修繕内容につい

て確認の意味でお聞かせください。 

 質問２４個目、決算概要１０２ページ、

ごみ収集処理事業というところで、項目に

ある水銀灯の製品廃棄物処理委託料を聞

きたいんですけれども、これが３８万２，

５０４円の予算計上に対して１１万４，３

１７円ということで、３分の１程度しか執

行されてないと。この廃棄物の処理は平成

３０年度から対応されていると認識して

おるんですけれども、この執行率が低いこ

とも含めて、状況についてお聞かせくださ

い。 

 環境センターは一つです。質問２５番目、

決算概要１０２ページ、ごみ処理施設維持

管理事業ということでお聞きしたかった

んですけど、これも先ほど触れられていま

したので、これも要望だけにさせてもらい

ます。 

 まず、修繕料については、現在も相当額

使用しておりまして、先ほどご答弁もらい

ましたけど、令和元年を基準に計画の見直

しをされるというところでお聞きしてお

りますが、やはり設備の安定稼働というこ

とをベースに運転終了時期から逆算して

コストミニマムになるように、適切な設備

の維持管理にする必要がございますし、そ

ういった目で見直す必要があろうかと思

いますので、よろしくお願いします 

 また、広域連携につきましても、これか

らまだまだ多くの課題があろうかと思い

ますので、一つ一つ着実に課題を解決して、

将来にわたって茨木市とよい関係づくり

を努めていただきますように、これは要望



- 33 - 

 

としておきます。 

 続きまして、保健福祉課五つあります。 

 質問２６番目、決算概要７４ページ、社

会福祉協議会補助事業というところで、７，

５８４万２，０００円予算計上されており

まして、これもほぼほぼ執行されておりま

すけれども、コミュニティ・ソーシャルワ

ーカーについてですが、事務報告書にも記

載がありまして、私の認識では、平成３０

年度から社会福祉協議会に事業移管して

いるというところの認識をしております

けども、どのような効果があったのか、取

り組み状況も含めてお聞かせいただけれ

ばと思います。 

 質問ナンバー２７、決算概要９２ページ、

保健センター運営事業におきまして、１億

３，２６２万１，０００円の予算計上に対

して、これも８２．６％というところで、

前年度と比較したら１３５万円ぐらい多

く執行されているんですね。事務報告書を

見ても内容は様式の変更をされてるとい

うところで、私にとっては見やすくなった

のかなと思ったんですけども、変更点につ

いてお聞かせいただきたいなと思います。 

 質問２８番目、決算概要９４ページ、休

日小児救急診療所運営事業というところ

で、これも事務報告書を見ておったんです

けれども、救急医療休日の欄のところに市

外者の利用数が今回記載されておりまし

たので、そのあたりの状況についてお聞か

せください。 

 ２９番目、決算概要９４ページ、健康せ

っつ２１推進事業というところで１，１３

３万８３６円予算計上に対して９３．２％

の執行率ということで、これも昨年度と比

較すると決算額ベース２６５万円多く執

行されておりました。今回これにつきまし

ては、新たに事務報告書に記載があったと

いうことで、その理由と平成３０年度の取

り組み状況ということでお聞かせくださ

い。 

 保健福祉課最後です。質問ナンバー３０、

決算概要９５ページ、まちごと元気！ヘル

シーポイント事業におきまして、これも先

ほど触れられておりましたけれども、私は

もうちょっと突っ込んで聞かせてもらお

うかなと思ってます。 

 平成３０年度は参加者獲得にいろいろ

苦労されてきたかと思います。先ほどの答

弁では２，０００名の目標に対して平成３

０年度末９２７名、現時点で１，６００名

ということで、まだちょっと足りてないと

いうところがあろうかと思いますけれど

も、この１年間通じて見えてきた課題とい

うのがあろうかと思いますので、そのあた

りのことと、先ほどもお話ありましたけど、

当該事業はスマホと活動量計で参加され

てると思います。そのあたりの割合がどう

なっているのかというのも確認の意味で

お聞かせください。 

 続きまして、生活支援課一つだけです。 

 質問３１、決算概要７６ページ、生活困

窮者自立支援事業というところで、事務報

告書を見させてもらってたんですけれど

も、昨年度と同様の書き方をされてたと思

います。そういったことで、改めて平成３

０年度相談件数ということと、ここ数年で

どのような相談内容が多いのかとか、ある

いは傾向とか特徴などがあれば、あわせて

お聞かせいただきたいと思います。 

 高齢介護課に移ります。二つです。 

 質問３２、決算概要７８ページ、高齢者

日常生活支援事業というところで、これも

項目にある高齢者移送サービス委託料に

ついてお聞かせいただきたいんですけれ

ども、９７０万１，０００円に対して、ほ
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ぼほぼ執行されておりましたけれども、こ

れも事務報告書に記載がございました。確

認させていただきましたけども、この当該

サービスのここ数年の推移と、改めて平成

３０年度の状況についてお聞かせいただ

きたいと思います。 

 それと質問３３番目、決算概要７８ペー

ジ、ひとり暮らし高齢者等安全対策事業と

いうところで、これもたびたび触れさせて

もらってますけれども、項目にある緊急通

報装置についてお聞かせいただきたいん

ですが、これが委託料として１３３万５，

０００円予算計上に対して、これもほぼほ

ぼ執行はされておりますけれども、この緊

急通報装置の設置は、ひとり暮らし高齢者

にとっては非常に有効な取り組みなんじ

ゃないかなと思ってます。 

 そういった観点から、利用者のここ数年

の推移ということと、事務報告書になかっ

たと思いますが、具体的にどの程度の通報

があって、どんな対応をされているのかと

いうことをお聞かせいただきたいなと思

います。 

 最後、障害福祉課１個です。 

 質問３４番目、決算概要８０ページ、福

祉タクシー事業についてお聞かせくださ

い。これも５０８万６，０００円の予算計

上に対して、これも執行率が高いですけれ

ども、しかしながら、前年度と比較すると

執行率がちょっと落ちてるんですよね。事

務報告書によりますと発行部数そのもの

については前年度からふえてるというこ

ともありますので、ここ数年の推移につい

てお聞かせいただきたいのと、平成３０年

度発行部数がふえてる要因というのはど

う捉えられているのかということもあわ

せてお聞かせください。 

 少し多いですけど、１回目以上です。 

○森西正委員長 丹羽課長。 

○丹羽自治振興課長 自治振興課にかか

わりますご質問にお答えさせていただき

ます。 

 まず、質問番号１番、決算書３０ページ、

総務使用料、コミュニティプラザ使用料の

減収についてでございます。 

 確かに、平成２９年度と平成３０年度を

比較しますと８５万６，１１６円減収とな

ってございます。減収な主な理由として考

えておりますのは、昨年の大阪北部地震の

影響でコンベンションホールは６月１８

日から７月６日の１８日間、休館日は除い

ております。会議室等につきましては、６

月１８日から６月２６日までの９日間使

用ができない状況となり、延べ３８５件の

取り消し、変更等の申請がございました。

これが減収の主な原因と分析していると

ころでございます。 

 続きまして、質問番号２番、決算概要５

２ページ、国際交流事業の決算内容につい

てお答えいたします。 

 決算額は６９３万８，５１０円となって

おり、その内容をご説明させていただきま

す。 

 国際交流協会の補助金として２８０万

円、国際交流協会の非常勤の賃金として１

６３万７，０９９円、バンダバーグ市友好

都市締結２０周年記念式典に伴う記念品

や旅費、保険代等で１９０万２，３８４円、

市内在住の外国人の方を対象にした日本

語教室にかかわる国際交流協会への日本

語委託料として３９万９，２２７円が主な

決算内容となってございます。 

 続きまして、質問番号３番、決算概要５

４ページ、ＬＥＤ防犯灯等防犯推進事業の

修繕料についてお答えいたします。 

 本修繕料につきましても、大阪北部地震
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や台風２１号により防犯灯に被害が生じ、

例年より多い修繕料が必要となりました。

そのため当初予算２３０万円での不足が

生じたため、不足予算分の流用対応を行っ

たため、修繕料の残額がゼロ円となってい

るものでございます。 

 続きまして、質問番号４番、決算概要５

４ページ、防犯カメラ設置事業、保守点検

委託料の内容についてお答えいたします。 

 防犯カメラ設置保守点検委託業務につ

きましては、指名競争入札で業者を選定し、

契約を締結しております。入札の結果、競

争の原理が働き、前年度に比べ約半額の金

額で落札されたため、このような決算額と

なってございます。 

 続きまして、質問番号５番、決算概要５

６ページ、犯罪被害者等支援事業、犯罪被

害者等見舞金の内容についてお答えいた

します。 

 見舞金につきましては、平成２７年度に

は２件、２０万円ございました。平成２８

年度、平成２９年度には発生しておりませ

ん。本見舞金につきましては、犯罪被害者

等が受けた被害による経済的負担の軽減

を図るために、犯罪被害者等に対して支給

を行うものでございます。平成３０年度に

おきましては、障害見舞金１０万円、７件

を支出いたしたものでございます。 

 続きまして、質問番号６番、決算概要５

６ページ、市民ルームフォルテ管理事業の

修繕料の内容についてお答えいたします。 

 フォルテ摂津は平成４年にオープンし、

築２７年が経過し、施設老朽化に伴い各室

内の壁の塗装、カーテンの取りかえ等を今

回行ったものでございます。修繕料の当初

予算１２０万円の内訳につきましては、緊

急修繕として２０万円、各部屋の壁、カー

テン取りかえとして１００万円予算を見

てございました。各部屋の壁等の修繕につ

きましては、修繕内容を精査し、見積もり

合わせを行い実施した結果、決算額が４３

万２，０００円となったものでございます。 

 なお、緊急の修繕はございませんでした。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 千葉課長。 

○千葉市民課長 まず質問番号７番、権限

移譲交付金につきまして、平成２９年度と

比較して平成３０年度の調定額が倍にな

っていることについてのご質問にお答え

いたします。 

 こちらにつきましては旅券、いわゆるパ

スポート発給事務に係る窓口対応業務に

つきまして、大阪府からの権限移譲に対す

る交付金でございます。平成３０年度に権

限移譲交付金の算定の見直しがございま

した。 

 内容につきましては、交付金算定に係る

１件当たりの事務処理時間が平成２９年

度までは１件当たり０．１１６時間、分換

算しますと７分でした。その後、平成３０

年４月から１件当たり０．２０８時間、分

換算いたしますと１２．５分になりました。 

 また、さらに大阪府証紙が平成３０年９

月３０日をもって廃止されたため、同年１

０月１日以降に交付があった旅券につき

まして、１件当たりの事務処理時間及び事

務費単価の両方が変更になったことによ

り、件数につきましては２８４件増だけな

んですけども、大幅に増額となったもので

ございます。 

 続きまして、質問番号８番、決算概要６

６ページ、旅券事務の消耗品費につきまし

て、平成２９年度の決算額より平成３０年

度が大幅に少なくなっていることについ

てのご質問にお答えいたします。 

 旅券事務事業の消耗品費の内訳につき
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ましては、旅券交付時に必要となります収

入印紙と大阪府証紙購入代金及び文具費

などでございます。 

 しかし、平成３０年９月３０日をもちま

して大阪府証紙が廃止されたことに伴い、

収入印紙の販売も取りやめたため、上半期

のみの歳出になったことから決算額が少

なくなったものでございます。 

 続きまして、質問番号９番の個人番号カ

ード普及促進につきまして、どのような取

り組みをしているかのご質問にお答えい

たします。 

 平成３０年度につきましては、市ホーム

ページ、市広報誌への掲載、市役所申請窓

口での写真撮影サービス、また、国からの

チラシ配付などを行い、個人番号カードの

普及促進に努めました。 

 続きまして、質問番号１０番、決算概要

９８ページ、葬儀会館運営事業の修繕料に

ついて執行率が低い理由についてお答え

いたします。 

 葬儀会館の修繕料につきましては、位置

づけとしては、緊急修繕用としての予算で

ございます。平成３０年度は結果的に６月

１８日の大阪北部地震の影響による天井

のドレン排水管からの水漏れの緊急修繕

をしたのみでございました。 

 二つ目のご質問ということで、指定管理

料の精算で９００万円ぐらい余っている

ということなんですけども、こちらにつき

ましては指定管理料のそもそもの設定が

ございまして、設定期間が始まる前に債務

負担により指定期間中の上限金額をまず

設定いたします。その後、使用等の基本協

定を交わし、金額については債務負担行為

の金額を踏まえ、それが指定管理者からの

見積もりが提示され、年度ごとに年度協定

書を交わし、まず金額を設定いたします。 

 指定管理料については、年度終了後、指

定管理者が精算し、市で戻入しますという

ことなんですけども、もともとこの設定な

んですけども、平成３０年度の葬儀会館の

指定管理の決算内訳ということで、当初の

予算額が五つ差異があったものがござい

まして、給料手当支出、法定福利費支出、

住基備品費と光熱費で、あとが租税公課支

出について差異がたくさんございました。 

 詳しくなんですけども、給料手当支出に

ついては差異が５００万円ほど、法定福利

費については１２０万円ほど、住基備品費

は２０万円ほど、光熱費が１５０万円、租

税公課が差異が５０万円ということで、こ

れを全て足しますと８３２万円ほどにな

るので、それでおおよその９００万円の差

異ということになるかと思います。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 松本課長。 

○松本文化スポーツ課長 それでは、文化

スポーツ課に係ります４点のご質問にお

答えいたします。 

 質問番号１１番、スポーツ教室振興事業

についてでございます。 

 そこで昨年度ありました報償費につい

てでございますけれども、これまで報償費

につきましては、味生体育館で年１２回実

施しておりますトレーニング教室開催に

係る講師の謝金といたしまして、学校法人

履正社履正科学体育研究所に支払いをし

ておりました。 

 その報償費の内容といたしましては、ト

レーニング機器を安全に正しく使っても

らうために講習会を開いて講習受講済み

の方に機器の使用許可証を発行して、許可

証の発行を受けた方はトレーナーがいな

くてもマシンを使っていいということと

なっておりました。 



- 37 - 

 

 この報償費につきまして、健康体育教室

指導業務や味生体育館で実施しておりま

すトレーニング指導業務とあわせまして

学校法人履正社履正科学体育研究所に委

託をいたしました。それに伴いまして、報

償費はこの委託料に含まれるということ

で、なくなったということでございます。 

 あと、今年度からありますスポーツ教室

運営負担金についてでございますけれど

も、平成３０年度から各競技連盟で事業を

行うに当たりまして、事務を一元的にＮＰ

Ｏ法人せっつブルーウィングスで行うと

いうことで、より効率的に事業実施できる

ように摂津市スポーツ教室運営委員会を

結成しております。 

 この運営委員会の組織につきましては、

市とＮＰＯ法人せっつブルーウィングス、

各教室を所管する団体で組織をしており

まして、事務局運営経費であったりとか、

教室で使用する消耗品等々を負担金とし

て交付することとしております。このよう

に目的といたしましては、市民の団体の方

が主となって自主的にスポーツの振興を

図ることを目的として実施をいたしてお

ります。 

 続きまして、質問番号１２番、摂津ふれ

あいマラソン大会の事業についてでござ

います。 

 平成３０年度の参加人数につきまして

は、有料ランナーの方が７００人、無料で

ありますけれども親子チャレンジランと

いう親子二人一組で出ていただきます参

加人数が２４０人ということで、合計９４

０人と増加いたしました。 

 この増加の理由といたしましては、工夫

として摂津ふれあいマラソン実行委員会

でも毎年必ず何か新しいことを実施しよ

うという目標のもと進めておりまして、こ

の年につきましては、協賛企業といったと

ころが前年度２社でありましたけれども、

市内企業に声をかけようということで８

社に拡充いたしまして、ドリンクや参加賞

のノートであったりとか、抽せん会の景品

の提供を受けるなどができて、参加者から

もとても喜んでもらえたと考えておりま

す。 

 また、スタート地点を公共交通機関が利

用しやすいような駅に近い場所にスター

ト地点を変更したという好影響が引き続

き続いているということであったり、ある

いは市内、市外問わず見ていただける方が

たくさんおられる、いわゆるポータルサイ

トからの参加者も増員となっております。

こういった取り組みを行っていることで、

参加者の方がふえていると考えておりま

す。 

 質問番号１３番、体育施設維持管理事業

の修繕の件でございます。 

 この修繕料ですけれども、昨年度におき

ましては、大阪北部地震あるいは台風第２

１号の関係で平成３０年、第３回の摂津市

議会定例会におきまして増額の補正予算

を計上させていただいております。 

 修繕の内容といたしましては、いろんな

施設において地震、台風により修繕が必要

な箇所がございまして、青少年運動広場の

ガラスが割れたりとか、鳥飼体育館の天井

付近にクラックが入ったり、あるいは味生

体育館、正雀体育館につきましても天井か

ら何か落ちてくるんじゃないかという形

で点検を行ったりとか、あるいは柳田テニ

スコートにおけるフェンス修理といいま

した緊急修繕を行っております。 

 地震、台風によります一定の修繕が終了

いたしましたので、委員おっしゃいますよ

うに、３月の議会におきまして７７８万９，
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０００円の減額補正を行いました。その際、

予算の執行見込みの額を算出しまして減

額補正金額を決定するんですけれども、地

震、台風による修繕のさらなる可能性とい

ったところを見込んでいたということと、

台風による山田川運動広場の天井ネット

修繕など、想定よりも安価となったことに

よって不要額が発生したということでご

ざいます。 

 質問番号１４番、温水プール管理事業で

ございます。 

 こちらも委員がおっしゃいますように、

地震発生後、８月３０日まで地震による施

設の安全管理上、温水プールの休館の指示

をしております。これに伴いまして、休館

中の指定管理料につきまして、温水プール

の管理運営に係る年度協定書といったも

のを結んでまして、その中で疑義の決定と

いう項目がありまして、これに基づいて指

定管理料の支払いといったものを協議し

ております。 

 当時の指定管理者であります摂津市水

泳連盟からの報告によりますと、歳出に関

しましては専任コーチの人件費の支払い

であったり光熱水費の支払いといったも

のは、施設の休館にかかわらず支払いが発

生しているというところと、利用料金制で

ございますので、利用者がいなくなれば、

その分減収になるということを確認いた

しまして、当初の見込みから大幅な赤字と

なることも確認しております。 

 温水プールの休館につきましては、市か

らの要請で決定をしているということも

ございますので、摂津市水泳連盟からの提

出のありました歳入歳出報告書に基づき

まして協議をして支払うということを決

定いたしております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 辻局長。 

○辻農業委員会事務局長 それでは、私か

ら、質問番号１５番、決算概要１０６ペー

ジの市民農園設置事業に関するご質問に

お答えさせていただきます。 

 農園管理指導委託料が昨年度に比べて

大幅に増加しておるということでござい

ました。平成３０年度につきましては、新

規の農園管理指導を３種類お願いしてお

りまして、まず一つは、水稲の体験農園の

管理指導が増額として３０万円ございま

した。 

 それと二つ目が、低学年児童農業体験学

習ということで、こちらは小学校４校で実

施した結果、９万円となっております。 

 それから三つ目、福祉農園管理指導が１

０万円ということで、合わせて４９万円の

増加ということでございました。 

 面積のお話もございましたので申し上

げておきますと、事務報告書にも記載あり

ますように、平成２９年度までは９，９４

５平方メートルということで、第４次総合

計画の市民農園の目標面積１万３，０００

平方メートルに対しまして７６．５％の達

成率でございましたけれども、平成３０年

度につきましては１万１，７４７平方メー

トルということで、こちらにつきましては

目標に対して９０．３％の達成率となって

おります。 

 以上です。 

○森西正委員長 吉田部参事。 

○吉田市民生活部参事 それでは、産業振

興課に係ります３点のご質問についてお

答えさせていただきます。 

 質問番号１６番、中小企業金融対策事業

の平成３０年度の取り組み状況について

でございますが、融資の申し込みの件数が

４２件、決定件数が３７件ということで、
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委員がご質問のように、差はどういう内容

かとのご質問ですが、５件取り下げの状況

があったので、この決定の差が出ている状

況でございます。 

 また、金額も申し込み金額と決定金額の

差があるということでございますが、この

差に関しましては、取り下げの企業が５件、

金額で言いますと合計３，４５０万円で、

申し込みの決定をさせていただいた中で

減額をさせていただいている事業所もご

ざいまして、その減額の事業所が５件、減

額が１，４００万円、合計４，８５０万円

が申し込み金額と決定額の差という状況

になっております。 

 質問番号１７番、ビジネスマッチングフ

ェアの取り組み状況でございますが、ビジ

ネスマッチングフェアは第１部が基調講

演、第２部が交流会という構成になってお

ります。 

 産業振興の連携協定をもとに、摂津市、

摂津市商工会、市内金融機関、大阪彩都総

合研究所という形でビジネスマッチング

フェアを開催させていただいております。 

 具体的な取り組み内容は、特に第２部の

交流会に重きを置かせていただきまして、

マッチングをどのようにしていくかとい

うことでございますが、まずは工夫といた

しまして、参加企業の名簿一覧を全ての参

加者の方に配付させていただいておりま

す。 

 その参加一覧に関しましては、業種や会

社の一言ＰＲも記載させていただいて、参

加企業が話のきっかけをつかみやすいよ

うな形をとらせていただいております。 

 また、この参加一覧に番号を振らせてい

ただいておりますので、名簿記載のマッチ

ングを希望する企業は、司会者の方に申し

込んでいただいて、その会場で呼びかけさ

せていただくというような取り組みもさ

せていただいておりまして、１時間強の時

間でございますが、１０社余りの希望があ

り、その場でマッチング等をさせていただ

きました。 

 また、金融機関等が各支店から声かけし

ていただいてる状況もございまして、スタ

ッフとして金融機関の方も参加していた

だいておりますので、そのビジネスマッチ

ングの中で、スタッフが各参加企業に声か

けさせていただいて、積極的にマッチング

をするなど、非常に盛況なマッチングにな

ったのではないかと考えている状況でご

ざいます。 

 質問番号１８番、スクラッチカード発行

事業のここ数年の推移と参加店舗はどう

いう形態のところが多いのかとのご質問

に関しましては、スクラッチカード発行事

業に関しましては、平成２８年度からの事

業でございまして、平成２８年度は、参加

店舗は１８７店舗ございました。内訳とい

たしましては、小売業が１００店舗、飲食

業が５０店舗、サービス業が３７店舗とな

っております。平成２９年度は、参加店舗

が２０９店舗と増加しております。内訳は、

小売業が８５店舗、飲食業が７４店舗、サ

ービス業が５０店舗という状況になって

おります。平成３０年度でございますが、

参加店舗は２０８店舗、ほぼ同じ店舗数で

ございますが、内訳は、小売店が８０店舗、

飲食業が７３店舗、サービス業が５５店舗

という推移の経過となっております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 飯野課長。 

○飯野環境政策課長 それでは、環境政策

課に係る４点のご質問にお答えいたしま

す。 

 まず、質問番号１９番、狂犬病予防注射
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の接種率でございます。 

 平成３０年度におきましては、登録頭数

３，３９１頭のうち２，１４５頭に注射を

しており、接種率は６３．３％になります。

平成２９年度と比較し、３．９％向上し、

３年ぶりに６０％を超過いたしました。 

 続きまして、質問番号２０番です。地盤

沈下一級水準測量につきましては、平成３

０年度は新たに鳥飼北小学校に水準点を

設置するとともに、ＪＲ東海の協力により、

新幹線鳥飼基地内にございます水準点を

追加し、市内８地点について、１１月６日

から２１日にかけて実施いたしました。 

 測量の結果、環境省が地盤沈下の注意を

要する地域と判断する基準としている１

年間で２センチを超える地盤の沈降は、い

ずれの地点でも確認、観測されませんでし

た。しかしながら、別府１丁目にございま

す味府神社の水準点では、１．１１センチ

の沈下が確認されました。こちらの水準点

につきましては、地下水のくみ上げの有無

にかかわらず、沈下傾向が見られた地点で

はございますが、今後推移を注視していき

たいと考えております。 

 続きまして、質問番号２１番、環境美化

ボランティアの登録状況でございますが、

平成３０年度は６４８人の方にご登録い

ただきました。平成２９年度にご登録いた

だいた６６１人と合計いたしますと、１，

３０９人になり、非常に多くの方に摂津市

の美化について意識してもらえているの

ではないかと考えております。 

 最後に、質問番号２２番、温暖化対策事

業に関するご質問でございます。 

 平成３０年度に開催した地球温暖化対

策講座につきましては、アイスクリームを

つくって食し、暑い夏に内側から体を冷や

して、温暖化に適応しようというもので、

受講者に地球温暖化への適応について考

えるきっかけにしてもらうことを狙いと

して開催いたしました。 

 アイスクリームづくりという切り口に

したことで、子育て世帯を中心に、多くの

親子に申し込みをいただきまして、当初１

回の予定を２回にふやして開催しており

ます。それまで、温暖化対策について、余

り訴求することができなかった子育て世

帯に対し、地球温暖化への適応についてア

ピールすることができたものと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 安田次長。 

○安田環境部次長 それでは、環境業務課

に係ります２点のご質問にお答えさせて

いただきます。 

 まず、質問番号２３番、リサイクルプラ

ザ整備費用の修繕費についてのご質問に

お答えさせていただきます。 

 リサイクルプラザの修繕料につきまし

ては、平成３０年度は前年度と比べ大幅な

増加となっておりますが、これは主に昨年

９月に発生いたしました台風２１号によ

り、ストックヤードの南面シャッターが損

壊し、７２０万円の改修を行ったことによ

るものでございます。改修にかかりました

費用につきましては、歳入４０ページの衛

生費、国庫補助金にございます廃棄物処理

施設災害復旧事業費補助金として、補助対

象範囲の２分の１の額を交付いただいて

おります。 

 その他といたしまして、老朽化に伴う設

備機器の改修を２件執行いたしておりま

す。 

 続きまして、質問番号２４番、ごみ収集

処理事業、水銀使用製品廃棄物処理委託の

執行率と分別開始の状況についてのご質
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問にお答えさせていただきます。 

 処理委託につきましては、全国都市清掃

会議で指定されました北海道にございま

す処理業者に委託し、処理をしております。

執行につきましては、分別開始初年度で処

理量がなかなか見込みづらいこともござ

いましたが、業者への引き渡しについても、

一定量たまるまでは環境センター内で保

管しておりますので、保管している分もご

ざいますことから、未執行の要因となって

いるのではないかと考えております。 

 また、収集開始の状況でございますが、

収集開始に向けましては、自治会や減量推

進員への事前説明。また、地域での説明会、

広報・ホームページの掲載のほか、新たに

作成いたしましたごみの出し方・分け方チ

ラシの全戸配布をさせていただいており

ます。分別の排出状況では、燃やせないご

みとして排出されるケースも見られます

が、収集時において適正排出に向けた啓発

等を実施いたしております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 有場課長。 

○有場保健福祉課長 それでは、保健福祉

課に係りますご質問にお答えいたします。 

 質問番号２６番、決算概要７４ページの

社会福祉協議会補助事業についてでござ

います。 

 こちらの中のＣＳＷの件でございます

が、平成３０年度は従前の非常勤職員２名

体制から、正規職員１名を加えまして３名

体制に増強した上、社会福祉協議会に業務

移管したところでございます。ＣＳＷの業

務につきましては、制度の間で問題を抱え

る方に対する個別支援や、地域住民の活動

をコーディネートし、地域で発生するさま

ざまな課題に対処していくことなどがご

ざいます。 

 平成３０年度は社会福祉協議会に移管

したことで、同じく社会福祉協議会に業務

委託しております地域包括支援センター

との連携強化が図られ、高齢者にかかわる

課題の早期解決につながったものと考え

ております。今年度につきましては、社会

福祉協議会内部で機構改革が実施されま

して、ＣＳＷを地域福祉課の地域福祉係に

編入しまして、地域住民とさらに交流・連

携を深めていくよう取り組んでいるとこ

ろでございます。 

 続きまして、質問番号２７番、決算概要

９２ページ、保健センター運営事業につい

てでございます。 

 本事業の決算額でございますが、平成２

９年度と比べて多くなってるということ

でございますが、この点につきましては、

保健センターの職員の人件費の増と、これ

は年々増加しておりますが、保健センター

で行っております介護事業の収支が悪化

してきてるというような状況が続いてお

ります。 

 保健センターにつきましては、介護報酬

が比較的少ない要支援者に対する介護予

防であったりとか、その辺を非常に重視し

ておりまして、なかなか収支が取りづらい

ような状況にございます。 

 そのほか変更点というところでは特に

ございませんが、事務報告書におきまして

は、今回保健センターで実施しています集

団健診のうち、国保年金課が所管する特定

健診の実績を除いた項目につきまして記

載するように変更いたしております。国保

の特定健診受診者の実績につきましては、

従来どおり国保年金課の事務報告に記載

しているところでございます。また、その

他機能訓練につきましては、高齢介護課か

ら予算執行しておりまして、実績値につい
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ては、事務報告書１９０ページの地域リハ

ビリテーション活動支援事業に記載して

いるところでございます。 

 続きまして、質問番号２８番、決算概要

９４ページの休日小児急病診療所運営事

業につきまして、市外者の利用者数を記載

いたしております。平成２９年度までは事

務報告書におきまして、市民の受診者数の

みを記載しておりましたが、市外からの受

診者も一定数おられることから、今回から

記載することといたしております。 

 平成３０年度の市外からの利用者数は、

急診全体の約２７％となっておりまして、

そのうち約６割の方が茨木市から、次いで

吹田市が３割程度ということになってお

ります。 

 続きまして、質問番号２９番、決算概要

９４ページの健康せっつ２１推進事業に

ついてでございます。 

 健康せっつ２１推進事業につきまして

は、本市の健康増進計画であります健康せ

っつ２１の進捗管理を行うなど、本市の健

康増進施策等の中心的な役割を果たす事

業であると考えております。平成３０年度

の予算編成におきましては、健都での取り

組みを全市的に推進していくために、各種

健康講座を開催しておりました健康教育

事業や、健都での施策を進めるために設け

ました健康・医療のまちづくり事業等を統

合させまして、統一的に管理していくこと

としておりまして、事務報告書におきまし

ても、統合前の事業実績を掲載させていた

だいてるところでございます。 

 続きまして、質問番号３０番、決算概要

９６ページ、まちごと元気！ヘルシーポイ

ント事業についてでございます。本事業の

見えてきた課題と、スマホと活動量計の参

加者の割合についてでございます。 

 本事業の事業計画当初は、申請手続に来

てもらう必要がないということで、スマホ

での参加者を多く獲得できるものと見込

んでおりましたが、実際にはスマホの操作

性などの問題から、よりシンプルに管理で

きる活動量計を希望される方が多くなっ

ており、スマホ参加者の獲得という点では

課題を感じているところでございます。ま

た、ポイントで交換できる景品についても

インパクトが薄かったのかなと感じてお

るところでございます。 

 現在は、スマホ参加者の獲得がなかなか

難しいことから、活動量計での参加者獲得

に主眼を置きまして、各種イベントでのＰ

Ｒに努めているところでございますが、活

動量計を選択する方は、年代が高めの傾向

にあることから、いかに若い世代に働きか

けていくかということも課題として感じ

ているところでございます。 

 なお、スマホと活動量計の参加者の比率

についてですが、大体１対２程度でござい

まして、活動量計の参加者がスマホの参加

者の倍程度おられる状況でございます。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 山下課長。 

○山下生活支援課長 それでは、質問番号

３１番、決算概要７６ページ、生活困窮者

自立支援事業に係りますご質問、自立相談

支援事業の相談件数と相談内容の傾向に

つきましてご答弁申し上げます。 

 まず、平成３０年度の自立相談支援事業

の実績についてでございますが、新規相談

件数が年間１６４件で、月平均でいいます

と１３．７件。そのうち、相談者の方一人

一人の状況に応じ、自立に向けた支援計画

を作成した件数が４１件でありまして、月

平均３．４件のプラン作成となっておりま

す。なお、平成３１年４月から６月までの
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新規相談件数が５３件で、月平均で１７．

７件。うちプラン作成件数が１８件で、月

平均６件となっております。 

 次に、相談傾向についてでございますが、

特に昨年度より関係機関につなぐだけの

単純な相談支援だけではなくて、社会福祉

法人によります社会貢献事業ですとか、フ

ードバンクを活用した緊急支援を必要と

するケース、また最近社会問題化しており

ます大人のひきこもりに対応するため、よ

り緊密な多機関連携を必要とするケース

など、短期間では解決できない段階的かつ

長期的な支援を要するケースが増加して

るところでございます。 

 以上です。 

○森西正委員長 荒井課長。 

○荒井高齢介護課長 高齢介護課にかか

わります２点のご質問に答弁いたします。 

 質問番号３２番、高齢者日常生活支援事

業、高齢者移送サービスについての近年の

実績の推移と平成３０年度の状況につい

てでございます。 

 高齢者移送サービスの実績の推移は、平

成２８年度の登録者数が５８６人、平成２

９年度が４８９人、平成３０年度が４９８

人となっております。延べ利用回数は、平

成２８年度が１，３５０回、平成２９年度

は１，２７７回、平成３０年度は１，３６

４回でございました。 

 平成３０年度は平成２８年度より、登録

者数は少ないものの、延べ利用回数は多く

なっており、平成２９年度に比べますと、

登録者数は７人、延べ利用回数は８７回の

増加となっております。稼働率は、各年度

９２％から９３％とほぼ同じでございま

した。利用目的は、主として市内及び近隣

市への通院で、わずかではありますが、市

役所や保健所、警察署などの公的機関もご

ざいました。 

 続きまして、質問番号３３番、ひとり暮

らし高齢者等安全対策事業について、緊急

通報装置の利用者数の推移と対応の傾向

についてでございます。 

 年度当初の利用者数は、平成２８年度が

１６９人、平成２９年度が１４５人でござ

いました。平成３０年度は年度当初１２２

人で、年度内に開始した人が２１人、施設

入所や死亡等で廃止した人が３０人とな

っており、平成３０年度末現在では、１１

３人と減少傾向にございます。 

 また、緊急対応につきましては、平成２

９年度と比較しますと、平成２９年度の通

報が２３６件、うちパトロール員対応は８

８件、救急搬送は４２件でございました。

平成３０年度は、通報が３３３件、うちパ

トロール員対応は９０人、救急搬送は２６

人で、通報は増加、パトロール員対応は横

ばい、救急搬送は減少となっております。 

○森西正委員長 森川課長。 

○森川障害福祉課長 質問番号３４番、決

算概要の８０ページ、福祉タクシー事業に

関しての発行部数のここ数年の推移と、そ

の要因についてでありますけれども、ここ

数年の発行部数につきましては、毎年２０

から３０部ずつふえている状況となって

おります。発行部数がふえている要因とい

たしましては、高齢化に伴いまして、身体

障害者手帳１級、２級の取得の割合が多く

なっていることが一つの要因であると考

えております。 

○森西正委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 ありがとうございます。 

 それでは、２回目の質問をさせていただ

きます。 

 まず、質問１の決算書３０ページ、コミ

ュニティプラザについて、平成３０年度の
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状況と収入が減っている理由についてお

聞かせいただきました。地震の影響で休館

したというところの理解をいたしました。 

 これ毎回触れさせてもらってますけど、

特にコンベンションホールの土日祝の稼

働率が高いと、私認識してるんですけども、

これ昨年聞きましたところ、コミュニティ

プラザ全体の土日祝の稼働率が４９．６％、

そのうちコンベンションホールは６７．

７％というところで、確認の意味で、平成

３０年度どんな状況やったかということ

をお聞かせください。質問した内容につい

ては理解しております。 

 続きまして、質問２番目、決算概要５２

ページ、国際交流事業というところで、こ

れも平成３０年度の決算内容についてお

聞かせいただきました。 

 平成３０年度は皆さんご存じのように、

友好都市締結２０周年記念ということで、

バンダバーグ市へ訪問されましたよね。そ

んなところで、どんな成果があったのか。

所管としての振り返りといいますか、お聞

かせください。 

 質問３個目、５４ページ、ＬＥＤ防犯灯

等防犯推進事業というところで、修繕内容

の残額がゼロ円の理由と予算の差異が生

じた理由というところでお聞かせいただ

きました。 

 まず、残額がゼロ円になってる理由とい

うところでいくと、必要分の流用というと

ころで、これはどこから流用したのか。防

犯カメラの修繕料ですかね。ゼロ円やった

ですね。そこから流用したんだと思うんで

すけども、自然災害のためということであ

れば仕方ないと思うんですが、私は設備管

理とかエンジニアもしておりまして、予算

関係も非常にシビアに管理しておりまし

たもので、ちょっと違和感を感じておるん

です。 

 こういった流用というのはできるのか、

流用というか調べてみたんですけど、平時

でも行われているのか、本市でね。平成３

０年度自然災害があったから特別に行わ

れてるのか。そういった観点についてお聞

かせいただきたいのと、あと流用して、２

８４万３，０００円ぐらい使ってるという

ことでいきますと、台風の影響もあるとい

うことで、計画した修繕がどうやったかと

いうのが気になるところで、もともとの計

画に対してどうやったんかということも

２回目お聞かせください。 

 質問４番目、決算概要５４ページの防犯

カメラ設置事業というところで、防犯カメ

ラの保守点検委託料について、半額になっ

ている理由お聞かせいただきました。 

 委託料については、競争の原理が働いた

ということで半額になっておりますけれ

ども、これも半額というのが私にとっては

ちょっと違和感がありまして、安かろう悪

かろうでは困るなと、思ってるんです。そ

ういったことからいくと、半額になった業

者が、作業の質とか、あるいは工事品質で

すね。どうやって担保してるのかというこ

とをお聞かせください。 

 質問ナンバー５番目、決算概要５６ペー

ジ、犯罪被害者支援事業について、見舞金

の内容についてお聞かせいただきました。 

 平成２８年度、平成２９年度はなくて、

今回７件支出してるということで、ここ数

年ちょっと犯罪がふえてんじゃないかと

いうことで、ちょっと危惧するところでは

ございますけれども、これがどのような基

準で執行されてるのか。また、この申請が

あっても通らない場合といいますか、そん

なんがあるのかないのかというところを

ちょっとお聞かせください。 
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 質問ナンバー６番目、決算概要５６ペー

ジの市民ルームフォルテ管理事業という

ところで、実施内容の執行率低い内容につ

いてお聞かせいただきまして、老朽化対策

というところで、ちょっと私聞きもらした

かもしれませんけど、１２０万円が緊急が

２０万円で、１００万円がもともと計画し

てたってことなんですかね。それに対して

４３万円なので、済みません、ちょっと聞

きもらしたかもしれません。当初に計画に

対してどうやったんかということを、もう

一回ちょっと聞かせてもらえますかね。よ

ろしくお願いします。 

 それと質問７番目、決算書４５ページ、

これ市民課に移りますね。権限移譲交付金

についてということで、その内容が倍近く

になっている理由ということで、パスポー

ト発給事務というところで、２回にわたっ

て見直しがあったということですね。私も

見てて、計算式が複雑になってるなという

ところで、おおむね理解しました。 

 ということで、パスポートの申請手続が

市町村に移譲されたというところで、市民

にとっては非常に便利になったかなとい

うふうに思います。そういったところでい

きますと、年間どれぐらい手続されてるの

かということと、せっかく近くになりまし

たので、市民への周知方法について、ちょ

っとお聞かせください。 

 質問ナンバー８番目、決算概要６６ペー

ジ、旅券事務事業というところで、これも

パスポートですけど、前年度に比べ大幅に

減ってる理由ということでお聞かせいた

だきまして、収入印紙の話と、あるいは大

阪府の証紙が廃止になったというところ

だと思います。 

 この証紙廃止っていうところの狙いに

ついては、やっぱり事務の効率化とか、あ

るいは市民の利便性向上というのもちょ

っとあると思うんです。本市としては、証

紙が廃止したことによってどう変わった

のかというところをちょっとお聞かせい

ただけますでしょうか。お願いします。 

 質問９つ目、決算概要６６ページ、個人

番号カード交付事業というところで、平成

３０年度の普及促進に向けた取り組み、お

聞かせいただきました。 

 これも毎回言ってますけど、普及を促進

させるポイントというところでいくと、市

民にとってどんなメリットがあるかとい

うことが、重要やと思います。前にも触れ

させてもらいましたけど、近隣他市では、

市役所で受付をするよりも、マイナンバー

カードを活用してコンビニ交付するほう

が安いとかね。やっぱり市民にとって利便

性が高いとこもあると思います。 

 そういったことも含めて、引き続き普及

促進に向けた取り組みと、市民に喜ばれる

市民サービスというところに取り組んで

いただきますように、要望としておきます。

この質問はこれで終わります。 

 質問ナンバー１０です。決算概要９８ペ

ージ、葬儀会館管理運営事業についてです。

修繕料と指定管理料についてお聞かせい

ただきました。指定管理料につきましては、

非常にご丁寧に答弁いただきまして、理解

しました。ありがとうございます。 

 一方、修繕料についてですが、これも緊

急用というご答弁でしたね。私、思うに、

その葬儀会館の老朽化が進んでおります

よね。そんな中、予算を余らせるんじゃな

くて、その中でも計画性を持って有効に活

用すべきちゃうんかなと、思ってるんです。

例えば、修繕費の中で、もう葬儀会館いう

たら、ちょっと言い方悪いですけど高齢者

の方の利用率も多いと思うので、例えば段
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差解消、バリアフリー化とかね。あるいは

トイレ見てたら、あそこ洋式じゃなくて和

式ですよね。そういった老朽化という観点

で、例えば洋式化してしまうとかね。そう

いった考えというか、有効な使い道はなか

ったんかなと。１００万円もあれば、９５

万円ぐらい余ってるんかな。できたんちゃ

うんかなと、思いまして、そのあたりのお

考えについてお聞かせください。 

 質問１１番目、決算概要７２ページのス

ポーツ教室振興事業についてというとこ

ろで、スポーツ教室運営負担金を中心にお

聞かせいただきました。理解いたしました。

ありがとうございます。 

 ちょっと視点変えますけど、事務報告書

によると、参加の延べ人数は６，７４１人

ということで、これも前年に比べて大幅に

１，７００人ぐらいふえてるんですね。項

目見ると、サッカーも始まってるというこ

とで、年々ちょっと増加されてるというこ

ともありますので、そういった増加されて

る理由とか、あるいは工夫されてる点につ

いて、ちょっとお聞かせください。 

 質問番号１２、決算概要７２ページ、摂

津ふれあいマラソン事業というところで、

参加者増加に向けた工夫した点等々お聞

かせいただきました。理解いたしました。 

 昨年度の予算審査に係る委員会でも触

れさせてもらいましたけども、ちょっと余

り言いにくいことなんですが、平成３０年

度小学校２年生、小学生の２キロの部で誘

導ミスがありましたよね。現時点でいろい

ろやっぱり振り返られてると思うんです。

その中で、反省点として見つかった課題も

あろうかと思いますので、同じようなミス

は絶対起こしてはならないと思ってるん

です。 

 そのボランティアがちょっとミスられ

たということもあったんですけども、それ

に対してどういう体制とられてるのかと

かいう点について、今年度反映させるポイ

ント。反省から生かされる反映させるポイ

ントについて、ちょっとお聞かせいただき

たいなと思います。 

 質問１３番目、７２ページの体育施設維

持管理事業について、修繕内容と残額発生

の理由についてお聞かせいただきまして、

ほぼほぼ自然災害による備えということ

だったんですかね。１，０００万円という

ことで理解いたしました。 

 これも体育施設っていろいろあると思

うんですけども、これ見てても、いろいろ

手を加えなければならない点っていっぱ

いあるんだと理解してるんです。そんな中

でも１，０００万円、せっかくありますん

で、そのままちょっと残すというか、減額

補正して、まだ１，０００万円あるという

ところで、このまま残すっていうのはちょ

っと違うんかなと、私の感覚では思ってま

す。 

 そういったところはちょっと申し入れ

ときまして、一方で、その当初予算８３５

万円でしたかね、計上されてたと思います

けども、その自然災害でとられた分と、こ

っちのそのもともと当初計画されてたや

つっていうのがどうなったかって気にな

りますんで、その計画に対しての実施状況

について、お聞かせください。 

 続きまして、質問１４番目、決算概要７

２ページ、温水プール管理事業というとこ

ろで、温水プール休館にある、予算執行状

況ですが聞かせていただきました。 

 ご答弁にもありましたように、これは市

からの要請で休館にしたというところで、

いろいろ協議の末、指定管理料を払ったと

いうことで理解いたしました。 
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 休館中でも、人件費等の維持費って発生

しますので、いたし方ないかなと理解いた

しましたので、この質問はもうこれで終わ

っておきます。ありがとうございます。 

 質問１５番目、産業振興課に移ります。

決算概要１０６ページ、市民農園設置事業

について平成３０年度の取り組みについ

てお聞かせいただきました。 

 これも先ほど答弁で触れてましたけど、

第４次総合計画を見てますと、平成３２年、

だから令和２年ですね。１万３，０００平

米っていうのが目標になっております。先

ほど９０．３％ぐらいもういっとるという

ところでご答弁いただきましたけども、こ

れがより多くの市民の方々が自然と触れ

合って、また土と親しんでもらうというと

ころが狙いになっておると思いますし、そ

ういったところは、市が借り上げて、団体

等々に貸してると理解してます。 

 そういった観点でいきますと、ほぼ９

０％ぐらい目標達成しておりますけど、現

時点で市民農園が需要と供給じゃないで

すけど、足りてるのか足りてないのか。そ

ういった状況について把握をしておりま

したら、お聞かせください。 

 続きまして、質問１６番目、決算概要１

０８ページ、中小企業金融対策事業という

ところで、平成３０年度の融資取扱状況に

ついてお聞かせいただきました。 

 ご答弁に５件取り下げがあって、減額も

あったというところです。これもちょっと

年度のまたぎで５件やから、全部通ってる

ことになるんだと思うんですけども、確認

の意味で、この融資を申し込んでも審査が

通らないということがあるのかないのか、

お聞かせください。 

 質問１７番目、決算概要１０８ページ、

中小企業育成事業について、ビジネスマッ

チングフェアを中心に、平成３０年度の取

り組みお聞かせいただきました。 

 ちょっとビジネスマッチングのところ

の詳細を聞こうと思ってたんですけども、

ご答弁の中でいろいろ出てきましたんで、

理解いたしました。やっぱり名刺交換はす

ごく積極的な方と消極的な方もおられて、

やってください言うてもなかなかできな

いんで、そういった意味では、そのリスト

を配布してやったということで、いい結果

づくりになったんじゃないかと思いまし

た。 

 ビジネスマッチングって、いわゆる企業

同士のお見合いの場やと思いますし、有効

な場だと思いますので、ぜひ精力的にこれ

からもやっていただきたいですし、また一

般質問等々でも言ってますけども、摂津優

品（せっつすぐれもん）というところでい

くと、巧という視点を認定することによっ

て、いろんなところでビジネスマッチング

というのが広まっていくと思いますので、

フェアを仕掛けるということもそうです

し、市全域を見たときに、ビジネスマッチ

ングが至るところでできるというような、

そういった仕掛けもやってほしいなと思

います。これも、要望としておきます。 

 質問ナンバー１８番目、決算概要１１０

ページ、スクラッチカードの発行事業とい

うところで、平成３０年度の推移。いわゆ

るカテゴリー別にお聞きしました。 

 年度ごとにばらつきはありますけれど

も、ちょっとずつふえていってるのかなと

理解してます。その参加店舗というと、気

になるのが、同じ店舗が繰り返し参加され

てるのか。それとも入れかわりが激しいの

かというところで、どういった状況にある

のかなというの、気になりますんで、状況

をお聞かせください。 
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 質問１９番目、環境政策課に移りますけ

ども、決算概要９６ページ、飼犬等保護管

理事業ということで、平成３０年度の取り

組み状況、狂犬病の接種率についてお聞か

せいただきました。接種率６３．３％とい

うことで、３．９％ですか、上昇傾向に転

じてるというふうに理解しました。 

 これも何回も言ってますけど、以前より

接種率そのものを上げる取り組みを、聞か

せてもらってたかと思いますけども、今回

上がってるということで、改めて平成３０

年度どんな工夫したのか、お聞かせくださ

い。 

 質問２０番目、決算概要９８ページ、環

境測定・調査等事業についてですけれども、

平成３０年度の地盤沈下、一級水準測量

等々について、またその考察についてお聞

かせいただきました。 

 ２センチ超えてないから問題ないとい

う見解ですよね。これも前回の予算審査に

係る委員会でも言いましたように、その年

に１回の測量と、連続監視っていうのが必

要やというところを申し上げてたと思い

ますけども、その干渉ＳＡＲによる人工衛

星を使った活用というところで努めてる

というご答弁があったと思います。 

 そういった観点からいくと、２センチ以

下やから大丈夫やってこともありますけ

ども、別府１丁目において１．１１センチ

の変動があったというところは、干渉ＳＡ

Ｒから見たときにどうなってたのかって

いうところを確認の意味でっていうこと

と、平成３０年度、その干渉ＳＡＲを具体

的に使って、一方でその水準測量と両方並

行してどうやってやってたのかというと

ころを、伺います。 

 質問２１番目、決算概要９８ページ、環

境美化事業についてということで、環境美

化ボランティアの登録状況をお聞かせい

ただきました。着実にふえてる。１，３０

９名ですか。着実に登録者数はふえてると

いうふうに理解しました。実は、私の会社

でも３０名ぐらい登録させていただいて、

ちょっとは貢献してるのかなと思います

けれども、この環境美化活動は、やっぱり

市民主導というところで、いかに市民の

方々に協力してもらうかということが重

要やと、思います。 

 私もいろんなイベント出させてもらっ

てますけど、いろんなとこで啓発活動され

てるので、非常に感心はしておるんですけ

ど、引き続き幅広く進めていただきますよ

うに、要望としておきます。 

 質問番号２２番、地球温暖化対策という

ところで、地球温暖化対策講座の内容につ

いてお聞かせいただきました。 

 アイスクリームって書いてあったから、

見ててちょっと感心しておったんですけ

ど、子育て世代にアプローチされてて、そ

ういうなかなか地球温暖化に考える世代

ではない方に、考えるきっかけになったん

ちゃうかなって改めて思っております。 

 ご答弁の中で適用という言葉がありま

した。適用というのは、私も地球温暖化対

策いうところを考えるのに、その地球温暖

化の悪化を軽減することやと認識してま

して、クールビズ等々対症療法的な対策が

それに当たるのかなというふうに認識し

てます。 

 そういったことからすると、平成３０年

度、全体の地球温暖化対策事業の中で、適

用というところのキーワードで何か変化

点というか、取り組まれたケースがあれば

お聞かせください。 

 それと、環境業務課に移りますけども、

決算概要１００ページ、質問２３番目です。
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リサイクルプラザ事業というところで、修

繕業務内容についてお聞かせいただきま

して、主に台風というところでしたよね。 

 これもまたひっかかるというか、気にな

るのが、計画した修繕って、台風で使った

らそれどうなってんのっていうのが気に

なってるので、その辺の話と、前回の予算

のときに、その機械の修繕、トラブルって

言ったか、ちょっと忘れましたけど、２件

あったということで、最近空き缶プレス機

の老朽化が進んでると、認識してるんです。

そういったことからいくと、平成３０年度

その設備トラブル、どの程度あって、どれ

ぐらい使ったのかというか。費用はいいで

すけれども、あったのかなかったのかいう

ところを、お聞かせください。 

 質問２４番目、決算概要１０２ページで

ごみ収集処理事業というところです。水銀

の使用廃棄物の処理状況ということでお

聞かせいただきまして、理解いたしました。

初年度ということで、見込みと違ったとい

うことのご答弁もあったかと思いますけ

れども、理解いたしました。 

 少し、ちょっと視点を変えます。この事

業には、可燃ごみ不燃ごみの運搬収集が含

まれていますよね。たびたびごみの収集運

搬に事故が発生してるというのは、非常に

気になるところでございまして、事故防止

策とかの見解については、先ほど副市長か

らご答弁がありまして、これから気をつけ

てほしいというふうに思ってるんですけ

ども、改めて所管として、どのように今ま

で教育してたのか。特に今回決算なんで、

平成３０年度でいいです。やっぱり起こっ

たことは仕方がないんですけども、どんな

教育とか、あるいは注意喚起、具体的にど

んなことをやってたのかっていうのは、聞

いておきたいと思いますんで、お聞かせく

ださい。 

 保健福祉課に行きます。 

 決算概要７４ページ、社会福祉協議会補

助事業ということで、ＣＳＷの状況を中心

にお聞かせいただきました。 

 ご答弁にあったかもしれませんけど、地

域のまちづくりということでいくと、社会

福祉協議会との連携が非常に重要やと、私

も認識しております。そこで、ＣＳＷを軸

としたつなぎというキーワードがよく出

てると思いますけども、つなぎ強化という

観点でいくと、どんなことが進められてき

たか。平成３０年度で構いませんので、よ

ろしくお聞かせください。 

 質問２７番目、決算概要９２ページです。

保健センター運営事業というところで、こ

れは内容とか様式が変わってたというこ

と、そういった変更点を中心にお聞かせい

ただきましたけれども、枠組みを広くとっ

てみると、所管課の中で全体として見やす

く整理されてたと思います。そういった目

で見ると、今回その事務報告書を大幅に変

更してましたよね。そういったとこでいく

と、そういった理由とか、そういったこと

について、ちょっとお聞かせいただけます

でしょうか。よろしくお願いします。 

 質問２８番目、決算概要９４ページ、休

日小児救急診療所運営事業というところ

で、市外者の利用状況をお聞かせいただき

ました。 

 市外者の利用者は２７％と、もう３割と

いうとこで、ちょっと多いなというふうに

思ってますけれども、そういった観点から

すると、ここ数年どういった傾向、状況に

なってるのかということと、３割も市外者

が使ってるというとこで、市内の利用者に

対しての影響というところをどう見られ

てるのか。あるのかないのか、ないんだっ
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たらそれでいいんですけども、そういった

ことをお聞かせください。 

 質問２９番目、決算概要９４ページ、健

康せっつ２１推進事業というところで、新

たに記載してる内容等々を、中心的な役割

担うとご説明あったかと思いますけども、

理解しました。 

 これは、冊子にもあります、まちごと元

気！健康せっつ２１では平成２５年度か

ら１０年間で計画されてて、平成３０年度

が中間見直しになってたかと思います。冊

子もありましたけども、その中間見直しの

ポイントについて、概要でも構いませんの

でお聞かせください。 

 続きまして、質問３０番目、決算概要９

６ページのまちごと元気！ヘルシーポイ

ント事業というところで、見えてきた課題

と、スマホ・活動量計の割合についてお聞

かせいただきました。 

 課題につきましては、ポイントで交換で

きる景品のインパクトが薄いと今おっし

ゃってまして、私もそう思ってるんです。

あと若い世代ですね、獲得が課題であると

理解いたしました。 

 割合につきましては、活動量計が推測と

は逆に２倍ぐらい多いというところで、さ

らに活動量計の参加者がふえると、データ

送信できる場といった、わざわざ行かなあ

かんので、そういったニーズもふえてくる

かと思います。 

 そういった観点でいくと、そのデータ送

信に対するニーズに対しての取り組み。出

張しているとこも、ちょこちょこお見受け

してますけども、これまでどのような取り

組みしてきたのか、改めてお聞かせくださ

い。 

 生活支援課に行きます。 

 決算概要７６ページ、生活困窮者自立支

援事業で、平成３０年度の相談内容と傾向

等々についてお聞かせいただきました。 

 相談件数もふえて、内容も複雑化、長期

化してる。あと大人のひきこもりの対応を

されてるんですよね。そう理解しました。 

 現在の運営体制は、職員１名、非常勤職

員２名ということで、３名体制で聞いてお

ります。一般質問でも出てましたけれども、

ほんとにうまく回せてるのか危惧してる

ところでございます。第二のセーフティー

ネットとして、きめ細かい支援が必要にな

ると思うんですけれども、本当に現行の体

制に問題がないのか。所管としての見解を

お聞かせください。 

 質問３２番目、高齢介護課に移ります。

決算概要７８ページ、高齢者日常生活支援

事業というところで、高齢者移送サービス

のここ数年の推移と平成３０年度の取り

組みについてお聞かせいただきました。 

 年々ばらつきがありますね。稼働率は非

常に高いというふうに認識しております。

この当該サービスは、高齢者の外出手段と

して重要なものやと、重要な位置づけやと、

思ってます。高齢化が進む中、これから利

用者がどんどんふえてくることは予想さ

れると思いますけれども、稼働率が非常に

高いということも含めて、現状の課題につ

いて、どう把握されてるのかお聞かせくだ

さい。 

 質問ナンバー３３番、決算概要７８ペー

ジ、ひとり暮らし高齢者安全対策事業で、

緊急救急装置の設置利用等々についてお

聞かせいただきました。 

 利用者が減少してきてるというお答え

でしたけども、利用者の要件が、重篤な疾

病、疾患を持つ方に限ってるということが、

大きな要因じゃないんかなと感じてます。 

 救急対応につきましては、昨年の通報件
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数でいくと２６３件。ことしは３３３件と

１００件近くふえてますし、ひとり暮らし

の高齢者にとったら非常に安心といいま

すか、緊急時に対応してくれるので、心の

安心にもつながってるんじゃないかなと

思います。一方で利用者が減ってるという

のが非常に残念です。 

 改めて、この緊急救急装置における具体

的にどれぐらい効果を得られてるのかと

いうところを、２回目お聞かせください。 

 最後になります３４番目、障害福祉課で

す。決算概要８０ページ、福祉タクシー事

業で、ここ数年の発行部数の推移、ふえて

るというところで、理由についてお聞かせ

いただきました。高齢化に伴って、身体障

害者手帳の１級、２級の取得がふえてるっ

ていうことだったと思います。 

 事務報告書によりますと、発行部数はふ

えてる一方で、利用件数は減ってるんです

よね。この件数、状況をどのように振り返

ってるのか、分析してるのか。市としての

見解がございましたらお聞かせください。 

 ２回目、以上です。 

○森西正委員長 暫時休憩します。 

（午後２時４７分 休憩） 

（午後３時１５分 再開） 

○森西正委員長 再開します。 

 それでは答弁からお願いしたいと思い

ます。 

 丹羽課長。 

○丹羽自治振興課長 自治振興課にかか

わりますご質問にお答えさせていただき

ます。 

 質問番号１番、コミュニティセンターの

稼働率についてお答えさせていただきま

す。特に土日の稼働率ということでござい

ました。コミュニティプラザ全体の土日祝

の稼働率は平成２９年度は４９．６％、平

成３０年度５０．７％となってございます。

これをコンベンションホールに限った稼

働率で見ますと、平成２９年度６７．７％、

平成３０年度６９．３％とそれぞれ微増と

なってございます。 

 続きまして質問番号２番、バンダバーグ

市友好都市の式典に出席してどうだった

かということでございます。今回は市長以

下行政訪問団５名、民間の訪問団１５名、

合計２０名の皆様でご訪問していただき

ました。バンダーバーグ市の訪問により友

好都市締結２０周年の節目を祝う貴重な

機会となり、互いの交流、友好関係が一層

深まったものと考えております。 

 具体的には摂津高校の姉妹校締結先か

つ短期留学提携先であります、セントルク

ス校を訪問させていただき、これからの交

流の継続を確認させていただいたところ

でございます。 

さらに、文化交流の充実を目指しまして、

本市で開催されておりますせっつしこど

も展覧会の最優秀作品の一部をバンダバ

ーグ市で展示のご依頼をさせていただい

たところ、現在もバンダバーグ市で展示を

していただいているということで、なお一

層の文化の交流が進んだと考えておりま

す。 

 続きまして質問番号３番、ＬＥＤ防犯灯

等推進事業の理由に関してでございます。 

 通常は修繕計画に基づいた予算執行を

行っておりますが、今回のような災害時や、

例えば経年劣化によって防犯灯が急に倒

れたというような場合に限られまして、流

用等を行い緊急に対応している状況でご

ざいます。通常は予算執行どおり行ってお

ります。 

 今回の防犯灯の修繕料の流用をしたの

は防犯カメラの設置事業の修繕料から流
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用させていただいております。 

 続きまして、質問番号４番、防犯カメラ

設置事業についてでございます。委託が安

価な契約になり、委託の内容の質の担保は

ということでございますが、本防犯カメラ

保守点検業務委託契約については、指名競

争入札によって業者を選定しております。

一定の要件、過去の実績等を考慮した、市

の登録業者の中から選定させていただい

ておりまして、委託契約の実行には問題は

ないと考えておるところでございます。 

 続きまして質問番号５番、犯罪見舞金の

支給の基準についてでございます。見舞金

の支給につきましては、摂津市犯罪被害者

等見舞金の支給に関する条例を基準に支

給しております。条例では、見舞金支給の

要件や種類、金額等が明記されておりまし

て、要件では犯罪被害を受けたもので市内

に住所を有しているものに限る等の定め

がございます。 

 申請についてでございますが、申請に当

たりましては、事前に本課に所属しており

ます犯罪被害者等支援者と十分に協議を

行った上でご申請をいただいております

ので、今まで申請が通らないとかいうよう

な状況になったことはございません。 

 質問番号６番、市民ルームフォルテの修

繕料に関してでございます。もう一度説明

させていただきます。修繕料の当初予算は

１２０万となってございます。このうち緊

急修繕として２０万円、各部屋の壁、カー

テンの取りかえとして１００万円の予算

ということで１２０万円の予算を当初い

ただいておりました。各部屋の壁等の修繕

につきましては、修繕をするときに内容を

精査し、見積もり合わせをした結果、決算

額が４３万２，０００円となったものでご

ざいます。なお、緊急修繕の支出はござい

ませんでした。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 千葉課長。 

○千葉市民課長 そうしましたら、市民課

にかかわります２回目のご質問にお答え

いたします。 

 まず質問番号７番、パスポートの年間件

数と周知方法についてお答えいたします。

年間件数につきましては、平成２８年度１，

８９１件、平成２９年度２，１８５件、平

成３０年度２，４６９件と順調に増加して

おります。 

 周知に関しましては、ホームページ、ポ

スター等で行っておりますが、毎年３００

件弱、件数が増加していることからも市民

へ浸透しているものと考えております。 

 続きまして質問番号８番、旅券事務の大

阪府証紙廃止後の本市はどう変わったか

のご質問にお答えいたします。 

 大阪府証紙は昨年９月３０日で廃止さ

れましたが、旅券発給手数料の証紙分１，

０００円につきましては、旅券交付時に現

金での収納となりまして、市民課窓口で支

払うようになっております。 

 続きまして質問番号１０番、葬儀会館修

繕料につきまして、段差解消やトイレ等の

改修をこの修繕料で改修できないかとい

うご質問についてお答えいたします。 

 先ほども申し上げましたように、地震な

どによる緊急被害等を修繕するための予

算でございまして、和式トイレを洋式トイ

レに改修するなど、計画可能な事業には適

用できないことになっております。委員が

ご指摘の段差解消や和式トイレの洋式化

などの改修につきましては、順次計画的に

予算要求してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 松本課長。 
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○松本文化スポーツ課長 それでは文化

スポーツ課に係ります２回目のご質問に

つきましてお答えいたします。 

 まず質問番号１１番、スポーツ教室に関

することですけれども、スポーツ教室にお

きまして、増員できた要因でございますが、

例えば、委員からもお話しいただきました

サッカー教室に関しましては、新たにサッ

カー教室の立ち上げに際しまして、各学校

に協力を依頼して本教室の案内を送付す

るなど周知を行ったほか、各教室の利用会

場を優先的に確保することで安定的な教

室運営を支援ができたのではないかと考

えております。 

 さらにバスケットボールとかチアダン

スに関しましては、はやりの影響もあると

は思いますけれども、バスケットボールに

関しては、共同事業者のエヴェッサ大阪に

対して本教室の宣伝をしてもらうなど周

知を行ったことも増員できた要因、工夫で

きた内容ということではないかと考えて

おります。 

 今後につきましては、新たにスポーツ教

室として実施する教室を増加させたり、指

定管理者の実施事業と連携を図ることで、

スポーツ人口の裾野の拡大を図ってまい

りたいと考えております。 

 続きまして質問番号１２番、摂津ふれあ

いマラソンですけれども、昨年度残念なが

ら誘導ミスが発生いたしました。熱心にご

協力いただいておりますボランティアの

方と我々の連携不足が招いたことである

と認識しております。今年度に関しまして

は、ミスが起こった箇所にボランティアの

方を配置するのではなくて、市が管轄する

といいますか、市の職員をその箇所に配置

することで、より責任を持って対応してま

いりたいと考えております。 

 質問番号１３番、体育施設維持管理の部

分の修繕で計画的に執行できたかという

お問いであったと思います。当初計画して

おりました修繕につきましては、予定どお

り実施しております。 

 主な内容といたしましては、鳥飼体育館

の第２体育室における空調機取りかえの

修繕であったり、正雀体育館の排煙窓、装

置の修理工事などでございます。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 辻局長。 

○辻農業委員会事務局長 それでは質問

番号１５番、市民農園に関します２回目の

ご質問にお答えいたします。 

 市民農園の過不足に対する市の認識と

いうことでございましたけれども、市民農

園は現在、団体を対象としてお貸ししてお

ります。団体内で高齢化等々の理由などに

よりまして、耕作を行う方が年々少なくな

って、借りておられる農地を持て余すよう

な状況も時折見受けられるようになって

きていると感じております。 

 仮に市民農園に空きが生じましたら、そ

の都度募集をいたしますけども、応募が殺

到するというような状況には現在ござい

ません。 

 先ほど申し上げました新たな形態の市

民農園の設置もさせていただき、市民農園

の面積も順調に増加させてまいりました

結果、現在はおおむねニーズを満たせてい

るのではないかと考えているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○森西正委員長 吉田部参事。 

○吉田市民生活部参事 それでは質問番

号１６番、融資の審査の状況で決定してい

ないケースがあるのかというご質問につ

いてお答えさせていただきます。 
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 融資の審査に当たりましては、申し込み

の後、保証協会の方と一緒に調査にお伺い

させていただいております。その中で、申

し込みに至る経路といたしましては、金融

機関等を通じてご相談の中で申し込んで

いただいているケースもございますが、直

接市に申し込まれるケースもございます。

その中でこの小規模資金の要件、例えば従

業員数が５名以下とか、そういう要件に該

当していなかった場合は取り下げという

形になる場合はございます。ただし、実際

に申し込みから決定のときに、場合によっ

ては減額等もさせていただいたりもして

おりますので、そういう調査の結果、取り

下げ以外の方に関しましては、融資の決定

をしている状況でございます。 

 質問番号１８番、参加店舗で同じ店舗が

申し込んでいるのかどうかという状況で

ございますが、例年、前年度に申し込んで

いただいた参加店舗の方に関しましては、

参加のご案内を送っております。また広報

等で参加店舗の募集等もしております。多

くの店舗は申し込みをいただいておるん

ですけども、お店を廃業されたりいうこと

で、店舗が減少するというような状況はご

ざいます。そういう状況もございますが、

新たな店舗に職員等がお伺いさせていた

だいて、紹介等をさせていただいたりとい

うことで、店舗の申し込みの獲得をさせて

いただいている状況でございます。ただ非

常に小さな店舗の場合、スクラッチに初め

て参加したんだけども、手間暇がかかって、

非常に高齢の方が店舗でやっておられた

場合は、もう今年は許してねみたいな感じ

で、また機会を見るわと言っていただいた

場合もございますけども、多くの店舗の方

は参加していただいている状況でござい

ます。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 飯野課長。 

○飯野環境政策課長 それでは環境政策

課に係る３点のご質問にお答えいたしま

す。 

 まず質問番号１９番、狂犬病予防注射の

接種率の向上に向けた平成３０年度の取

り組みでございます。まず４月上旬に市内

２１か所で集合注射を実施し、その後８月

に、７月末時点で注射済票の交付を受けて

いない犬１，４０２頭の飼い主へ接種勧奨

の通知文書を送付いたしました。この通知

文書でございますが、犬の年齢などの状況

に応じて文書の記載内容を使い分けるな

ど工夫しながら接種頭数の増加に努めま

した。 

 一方で、接種率を算出する上で分母とな

ります飼い犬登録頭数を精査するため、１

１月から１２月にかけて注射済票の交付

を受けていない犬のうち、２０歳以上の高

齢犬７２頭と、予防接種の案内通知が返送

された２５頭につきまして、全件訪問を行

いまして、飼い犬の状況の確認を進めまし

た。 

 これらの取り組みの結果、接種頭数が３

６頭増加するとともに、登録頭数が１６２

頭減少し、結果として接種率の上昇につな

がったものと考えております。 

 続きまして質問番号２０番、地番沈下の

監視に関するご質問でございます。国土交

通省の人工衛星を利用した干渉ＳＡＲに

よる地盤変動の観測につきましては、随時

インターネット上で画像を確認しており

ますが、摂津市内におきましては顕著な変

動は見られず、味府神社周辺についても同

様でございます。 

 人工衛星を利用した観測は、地図上に地

盤の変動を色の変化により表示するため、
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おおむね１００メートル四方以上の広い

範囲の傾向をつかむのにすぐれておりま

すが、狭い範囲での変動はわかりにくくな

っております。そのため、今後も人工衛星

による画像を確認し、地盤変動の傾向をつ

かみながら、並行して年１回の水準測量を

実施することで、地盤沈下を監視してまい

ります。 

 最後に質問番号２２番、地球温暖化への

適応に関する平成３０年度の取り組みで

ございます。 

 平成３０年６月に気候変動適応法が公

布、１２月に施行されました。その第４条

で、地方自治体は気候変動適応に関する施

策を推進するよう努めることとされてお

りますが、本市におきましては、まずは地

球温暖化や気候変動への適応という考え

方を市民に周知することが必要であると

考えております。そのため広報せっつ６月

号で環境特集を掲載し、温暖化対策につい

て緩和と適応の考え方を紹介いたしまし

た。７月と８月には先ほどの地球温暖化講

座を開催、また１１月の環境フェスティバ

ルは「地球温暖化対策緩和と適応二刀流」

と題して開催し、気象予報士の蓬莱大介氏

を招き、地球温暖化対策について講演をし

ていただきました。 

 また７月から９月にかけてはドライ型

ミスト発生機をコミュニティプラザに設

置し、せせらぎ緑道にクールスポットを創

出したほか、摂津まつりや公民館まつり、

南千里丘夕涼み会などのイベントにも出

向き、可動式のドライ型ミスト発生機によ

り、地球温暖化への適応をＰＲしてまいり

ました。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 安田次長。 

○安田環境部次長 それでは環境業務課

に係ります２点のご質問にお答えさせて

いただきます。 

 まず質問番号２３番、リサイクルプラザ

整備事業に係る修繕に関してのお問いで

ございます。台風被害で執行いたしまして、

他の修繕料への影響ということでござい

ますが、台風に係りましたシャッターの修

繕につきましては、補正のほうで、増額補

正で対応させていただいております。 

 他の設備機器の修繕内容でございます

が、資源ごみとして回収しましたペットボ

トルの減容梱包機の修繕、これとリサイク

ルプラザ敷地に設置しております太陽光

発電のパワーコンディショナーの修繕、こ

の２点を別途修繕いたしております。 

 機器のトラブルについては、ペットボト

ル減容梱包器の故障、トラブルがこれまで

多く発生いたしておりましたことから、今

年度、新規更新予算を確保し、現在設置を

進めているところでございます。 

 また空き缶プレス機につきましても、今

年度、トラブルはございませんが、設置か

ら２０年経過しておりますことから、老朽

化した部品の交換について実施いたして

いるところでございます。 

 続きまして質問番号２４番、ごみ収集処

理事業において、交通事故のこれまでの取

り組みのお問いでございます。 

 交通事故の防止に向けましては、朝礼等

日々の注意喚起はもちろんのこと、平成３

０年度は交通安全推進員による交通運転

講習会、サンドライビングスクールでの自

動車安全運転訓練、ドライブシミュレータ

を利用した危険予測体験を実施したとこ

ろでございます。 

 しかしながら、今年度におきましても、

事故が発生し、これまでの取り組みだけで

は足りない部分があったと反省いたして
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おります。 

 また現在、交通事故防止に向けました取

り組みの強化を進めているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 有場課長。 

○有場保健福祉課長 それでは保健福祉

課に係りますご質問にお答えいたします。 

 質問番号２６番、社会福祉協議会補助事

業に関して、地域住民同士をつなぐ役割と

いうことでございますが、地域で活動する

団体につきましては、さまざまあるかとは

思いますが、一般的に名の知れた大きな団

体以外にも、地域にはまだ知られていない

団体や、組織化までに至っていない地域住

民相互のつながりなどもたくさん埋もれ

ているものと考えております。こうした団

体やつながりを発掘し、活動の発展を促し、

ときには団体間のコーディネートをしな

がら、地域福祉活動を活性化させるという

取り組み、これはつながりの取り組みだと

思いますが、こういった取り組みは非常に

重要であると考えております。平成３０年

度ではＣＳＷのほかに社会福祉協議会に、

これは高齢介護課の所管となりますが、生

活支援コーディネーターの業務を委託し

ておりまして、２名の生活支援コーディネ

ーターを配置しております。生活支援コー

ディネーターの業務につきましては、地域

に埋もれている住民相互のつながりの資

源を発掘し、発展させ、地域福祉活動を活

性化させることが主な任務となっており

ます。社会福祉協議会では現在、この生活

支援コーディネーターとＣＳＷを同じ係

に配属しまして、地域づくりの取り組みに

努めているところでございます。 

 続きまして質問番号２７番、保健センタ

ー運営事業につきましてですが、そもそも

事務報告書の中身について全体的に変更

していることの理由でございます。保健福

祉課では平成３０年度の予算編成におき

まして、効率的な事業運営を図るために予

算事業科目の再編を実施しておりまして、

これを機に事務報告書の記載方法も大幅

に変更させていただいているところでご

ざいます。 

 変更内容につきましては、事業再編等に

伴い変更したもののほか、全体的にも縦、

横と不規則な様式を全て縦型に統一しま

して、分野ごとに表を集約するなど見やす

く、わかりやすくなるような形に変更させ

ていただいております。 

 続きまして質問番号２８番、休日小児急

病診療所運営事業の市外者の利用状況と

市民の受診に対する影響についてでござ

います。 

 市外からの受診者数につきましては、平

成２８年度に２９５名、このときが全体の

２４％となっておりまして、以降、年々増

加傾向にあるといえますが、現体制におい

て市民の利用に影響が出るほどには至っ

ていないと考えております。 

 増加の原因としましては、主に千里丘駅

周辺のマンション開発が影響しているも

のと考えております。 

 なお、診療所の運営におきましては、収

入増につながっているものと考えており

ます。 

 今後につきましては、近隣市のマンショ

ン開発動向や、吹田市民病院の健都移転な

どもありますので、引き続き利用状況等に

ついて注視していきたいと考えておりま

す。 

 続きまして質問番号２９番、健康せっつ

２１の見直しのポイントというご質問か

と思います。平成３０年度の健康せっつ２
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１の見直しにつきましては、これはあくま

で中間見直しでございまして、基本的には

前回の計画の目標値の修正を行ったもの

でございますが、同計画を補完するために

策定されました保健福祉総合ビジョンの

中の、まちごと元気！推進プランを統合し

まして、全体として目標値の整理を行った

ものでございます。 

 計画の見直しに当たりましては、本来目

指すべき目標値をはっきりと目立たせる

ため、全体をシンプルにわかりやすくつく

りかえることを意識し、作成した次第でご

ざいます。 

 今後計画を進める上で、目標の達成手段

そのものが目標になることがないように

意識しつつ、掲げられた目標達成のため、

さまざまなアイデアや手段を講じていき

たいと考えております。 

 続きまして質問番号３０番、まちごと元

気！ヘルシーポイント事業におきまして、

活動量計のデータ送信に関する課題でご

ざいます。 

 活動量計に蓄積される歩数データにつ

きましては、３０日間記録できますが、そ

れを過ぎると順に削除される仕様のため、

小まめなデータ送信が必要になってきま

す。現在、活動量計のデータ送信につきま

しては、本庁や保健センターのほか、市内

一部の薬局やスーパー、全国のローソンな

どで送信が可能でございます。 

 送信場所の増設につきましては、これは

技術的な課題や管理コストなどもありま

してなかなか難しい状況にはございます。

したがいまして、ポイントを付与するイベ

ントをふやしていくなどの取り組みを実

施しまして、データ送信の機会をふやして

いく取り組みに努めているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 山下課長。 

○山下生活支援課長 それでは光好委員

の２回目のご質問にご答弁させていただ

きます。 

 現在、自立相談支援事業の運営に当たり

ましては、副主査級の主任相談支援員１名、

非常勤の相談支援員２名の３名体制で実

施しております。確かに業務量、質ともに

負担が増大していることは事実ではござ

いますが、我々には平成２７年度から事業

を直営で実施してまいりました経験と積

み重ねてきたノウハウがございます。それ

らをもとに相談者の方を広く受けとめて、

断らない支援を実践しております。ですか

ら、庁内連携や地域資源へのつなぎもスム

ーズに行われているものと考えておりま

す。 

 また、自立相談支援の窓口で相談者の方

の訴えを真摯に耳を傾けることによりま

して、相談者の方から思い切って相談して

よかったとの声もいただいております。 

 以上です。 

○森西正委員長 荒井課長。 

○荒井高齢介護課長 高齢介護課にかか

わります２回目のご質問に答弁いたしま

す。 

 質問番号３２番、高齢者移送サービスの

課題についてでございます。高齢者移送サ

ービスはシルバー人材センターに委託し、

福祉車両４台で行っております。利用料は

無料で、対象者は外出時常に車いすを利用

する人であり、一人で外出することが困難

な高齢者の移動手段として有効なサービ

スであると考えております。ただ、市外へ

の病院への送迎が多くなっていることか

ら、１台の車両の回転率が低下していると

いった課題がございます。予約不可となっ



- 58 - 

 

た件数は、平成３０年度、年間１５５件と

平成２９年度に比べ２９件増加しており

ます。 

 続きまして質問番号３３番、緊急通報装

置設置の効果についてでございます。緊急

通報装置は、脳梗塞や心疾患などのあるひ

とり暮らしの高齢者が安心して在宅生活

を送ることができるようにするサービス

として機能しております。家庭での事故や

突然の病気のときに利用者が貸与された

ペンダント等のボタンを押すと、委託して

いる事業者の受診センター係員が依頼を

する仕組み、２４時間対応することが利点

でございます。熱があって動けない、胸が

苦しいといった連絡を受けると、パトロー

ル員がご自宅に向かい、状況を確認し必要

に応じて緊急搬送するとともに、緊急連絡

先へ連絡するなどの対応を行っておりま

す。またおおむね月１回、電話により利用

者の生活状況の聞き取りや、安否確認等を

行っており、利用者からは気兼ねなく相談

でき、安心できるとの声を聞いております。 

○森西正委員長 森川課長。 

○森川障害福祉課長 質問番号３４番、福

祉タクシー事業の利用件数の状況分析に

ついてでありますが、福祉タクシーの利用

件数につきましては、年度によってばらつ

きがございます。ここ数年の利用件数とい

たしましては７，０００件から７，４００

件となっております。 

 利用状況の分析でありますが、平成３０

年度においての詳細な分析は行っており

ませんが、平成２９年度の利用件数に関し

ての分析を行った経緯がございます。その

分析では、年間２４枚のタクシー券の利用

状況といたしまして、全く利用されていな

い方が２７％、１から６枚の利用が２８％、

１９から２４枚の利用が２５％となって

おります。２４枚全て利用された方は８９

名で約１割となっております。 

 このことから福祉タクシー利用券の利

用状況といたしましては、ほとんど利用さ

れていない方と頻繁に利用されている方

の両極端であると分析しているところで

あります。 

○森西正委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 ありがとうございまし

た。それでは３回目の質問をさせていただ

きます。これはおおむね要望とさせていた

だきますので、よろしくお願いします。 

 まず質問番号１、決算書の３０ページ、

コミュニティプラザのところの土日祝の

利用状況というところをお聞かせいただ

きました。依然としてやっぱり利用状況、

微増ということで土日の予約が取りづら

い状況になっているかと認識いたしまし

た。現在、予約はインターネットでできま

す、コンベンションホールは窓口のみの受

付になっているかと思います。調べますと

他市は全てにおいて予約システムを導入

して、パソコンとかスマートフォンで公共

施設の空き状況、あるいは予約申し込みが

できるサービスがふえてきていますので、

ぜひ利用者のさらなる利便性向上という

観点についても検討をいただきますよう

に要望させていただきます。 

 質問２番目、決算概要５２ページ、先ほ

どのバンダバーグ市のことについて、訪問

された成果についてお聞かせいただきま

した。結局２０名ということですね。いろ

いろとお聞かせいただきまして一定の成

果が得られたようで安心しております。先

月末、３名の方が本市へ表敬訪問されたか

と思います。さらにきずなが深まったので

はないかなというふうに思いますし、これ

からも親善を深めながら、ぜひ友好関係の
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発展に努めていただきますように、これも

要望とします。 

 質問３番目、決算概要５４ページ、ＬＥ

Ｄ防犯灯等防犯推進事業で、執行状況をお

聞かせいただきました。流用ということは

緊急対応ということで通常は手続をとら

ないというご答弁だったと認識しました。

例外的な手段であったと思いますけれど

も、やはりそういうときは必要最小限にと

どめる必要があると思いますし、無制限に

認められることではないと私は考えます。

これからも予算の適正な執行に努めてい

ただきたいと思います。 

 また修繕項目ということでいくと、想定

どおり執行されたんですよね。ということ

で、やはり私は計画にもこだわってやって

ほしいと思いますので、これからも耐用年

数、あるいはコンディションをにらみなが

ら、抜けなく漏れなく計画的にしっかりお

願いします。 

 質問４、決算概要５４ページ、防犯カメ

ラ設置事業で、品質の担保等々についてお

聞かせいただきました。これはいろいろご

説明いただきましたけど、公共工事ですの

で、絶対に品質確保をしなければならない

と、思っています。これは一定の条件を満

たした登録者の中から選んでいるという

ことですが、例えば、最低制限価格を初め

から設定しておいて品質担保するである

とか、あるいは登録業者というところでい

くと、一定の要件というご答弁ありました

けども、実績以外のところも評価されてい

ると思いますけど、例えば施工体制とか、

施工状況、あるいはできばえとか品質とか、

第三者による工事成績の評定みたいなの

も取り入れながら、有効にそういうふうに

やっていきつつ、品質担保に努めていただ

ければなと思いますので、これからもよろ

しくお願いいたします。 

 質問５番目、決算概要５６ページ、犯罪

被害者等支援事業というところで、見舞金

の支給基準についてお聞かせいただきま

した。ここ数年執行されていなかったので、

改めて確認させてもらいました。市民の犯

罪被害者に対する精神的被害というとこ

ろも含めて軽減に努めていただきますよ

うに、要望といたします。 

 質問６です。決算概要５６ページ、市民

ルームフォルテ管理事業で、２回聞かせて

いただきまして済みませんでした。理解い

たしました。いわゆる計画どおりで安くな

ったという理解ですね。わかりました。予

算計上のときにも８０万増額されている

ので、やっぱり見積もりのときの制度とい

うところもやっぱり吟味する必要がある

んじゃないかなと改めて思いました。また、

市民ルームフォルテは、稼働率も低いとい

うところもあると思うので、引き続き稼働

率アップにも努めてください。。要望とし

ます。 

 質問７です。決算概要４５ページ。権限

移譲交付金についてですけども、パスポー

トの年間手続の状況、周知方法等々につい

てお聞かせいただきました。平成２８年度

からより身近な場所でパスポートの申請

発給が可能になっていますので、市民にと

っては交通費、移動時間の負担軽減になっ

ていると思うので、これからもさらにふえ

ることも考えられますので、引き続き丁寧

な対応をよろしくお願いします。 

 質問８にいきます。決算概要６６ページ、

これも要件事務事業というところで、証紙

廃止によって変わった点というところで

お聞かせいただきました。現金のやりとり

がふえたということなんですかね。けども

証紙廃止によって、証紙を貼りつける手間、
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これは市民がやっていたのか、こっちがや

っていたのかちょっとわからないですけ

ど、そういったこととか、あるいはそれを

紛失するリスク等々も抑えられているよ

うに私は思いますので、また会計事務の簡

素化とか効率化も見込まれるんと違うか

なと、私は勝手に想像していたわけですけ

ども、これも引き続き市民に対する丁寧な

対応をよろしくお願いいたします。 

 質問１０番目、決算概要９８ページ、葬

儀会館運営事業というところで、修繕料の

有効な使い道についてというところで、今

回は緊急ということで使えなかったとい

うところだと思います。逆にいうと、老朽

化が進んでいるので計画的に、先ほどもあ

りましたけど、予算をとって進めるべきと

私は考えます。ちょうど今、空調設備の更

新工事ですかね。もう１８日から使えるよ

うになるかとは思うんですけども、この工

事期間をうまく活用して、市民の方々に影

響が出ないようにしっかり修繕を進めて

いただきたいなと思います。改めてバリア

フリー化、トイレの洋式化は必要だと思い

ますので、精力的に進めていただきますよ

うに、これも要望としておきます。 

 質問１１番目、決算概要７２ページ、ス

ポーツ教室振興事業というところで、参加

人数が大幅にふえてきている理由、工夫さ

れている点等々についてお聞かせいただ

きました。私はスポーツをよくやっていた

んですけど、やっぱりスポーツっていろん

な可能性を秘めていると思います。子ども

たちの育成という観点でいくと、相手への

敬意とか思いやりを持つということもそ

うですし、チームプレイを通じて仲間と協

力する、動くことの楽しさとかを感じたり

とか、心の成長にもつながると私は思いま

す。また一つの目標に向かって、大人でも

そうですけど、取り組むことで団結力とか

きずなとか、つながりということにもつな

がると思いますので、ぜひこれからも頑張

ってください。 

 ということで、スポーツの人口の拡大に

向けて精力的に取り組んでください。これ

もこの質問を終わります。要望とします。 

 質問番号１２番目、決算概要７２ページ、

摂津ふれあいマラソン大会の事業の振り

返りと今年度に反映するポイントという

ことでお聞かせいただきました。別にミス

を責めているわけではなくて、二度と起こ

さないように、再発防止が重要と私は考え

ております。ご答弁であったのが、ミスを

起こしたところに市の職員を配置すると

おっしゃっていましたよね。それはそれで

いいと思うんですけど、ミスってどこで起

こるかわかりませんし、ボランティアの方

の協力って非常に大事だと思うので、ボラ

ンティアの方に任せるところは任せて、そ

れでいかにどうチェックをするかという

ことの観点でもぜひ考えていただければ

というように思います。これも応援してい

る事業ですので、しっかりと運営してくだ

さい。よろしくお願いします。要望として

おきます。 

 質問１３、決算概要７２ページ、体育施

設維持管理事業で、もともとの修繕計画に

対しての状況というところで、計画どおり

にやったというご答弁だったと思います。

いろんな体育施設って不具合とか老朽化

等があると思うので、手を加えなければな

らないところはしっかりと見据えて、予算

の計上をしてほしいと思います。青少年運

動広場の改修工事って始まっていますし、

ネットが破れているとか、グラウンドの水

はけが悪いとか、いろいろ聞いております

ので、そういったこともしっかりと評価し
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てもらって、しっかり予算化して進めてい

ただきますように、これも要望としておき

ます。 

 質問１５番、決算概要１０６ページ、市

民農園設置事業ということで、市民農園が

足りているかどうかということで、聞いて

いると若干供給過多ということなんです

かね、バランスが取れていると認識したら

いいんですかね。狙いとしてはやっぱり子

どもから高齢者まで幅広い層に土や農業

に親しんでもらう、楽しんでもらうという

ことが重要かなと思います。ご答弁にもあ

りましたけども、その農業従事者の高齢化

とか、経験者不足の課題等とあろうかと思

いますけど、需要と供給じゃないですけど、

しっかりとバランスをとりながら、うまく

運営していただければなというふうに考

えております。これも要望としておきます。 

 質問１６番、決算概要１０８ページ、中

小企業育成事業というところでいくと、融

資審査状況についてお聞かせいただきま

した。減額はあるけど通らないということ

はないということですかね。申し込みを行

う際にしっかりとチェックされているか

らじゃないのかなと改めて思いました。先

ほどの質問でもありましたけど、本市は４，

０００を超す事業所が存在しますので、い

ろんな角度から中小企業を支援していた

だきたいと思いますので、引き続き丁寧な

ご対応をよろしくお願いいたします。 

 質問１８番目、決算概要１１０ページ、

スクラッチカード発行事業についてです。

店舗の傾向等々についてお聞かせいただ

きました。やめているところとか継続して

いるところですね。傾向としてはやっぱり

年度でばらつきがあるというところです

ね。また先ほどのご答弁にもありましたけ

ど、店舗の中には外れ券をうまく活用して

独自サービスをやっているというところ

で非常に感心させられますし、一定の効果

が得られているというふうに私は受けと

めております。これからも飲食店や小売店

等々、活性化につなげていくとともに、市

民の方が楽しく参加できる、あるいは還元

してもらえるといった工夫をして、盛り上

げてください。ということで要望としてお

きます。 

 次に質問１９番、決算概要９６ページ、

飼犬等保護管理事業というところでいき

ますと、予防注射の摂取量の向上について

の取り組みというところで、飼い主への確

認とか、あるいはいろんな工夫、アプロー

チをして、非常に頑張っておられるんだな

というふうに改めて思いました。数値とし

ても効果が出ているようですし、これから

もいろんな角度から地道に取り組んでい

ただければと思います。動物病院の医師と

か、病院とも連携をしながら、ぜひいろん

な角度から工夫しながら、さらなる接種率

向上というところでお願いしたいと思い

ます。これも要望とします。 

 質問２０番目、決算概要９８ページ、環

境測定・調査等事業についてというところ

で、干渉ＳＡＲによる具体的な連続観照方

法等々につきましてお聞かせいただきま

した。干渉ＳＡＲは冊子によると精度が３

０ミリ以内なんですね、ですから考えたら

１.１１センチってやっぱり色は出ないの

かなと思いますけども、大きな変動には有

効な手段だと思いますので、一次スクリー

ニングで干渉差を使って年に１回の測量

と、場合によっては逐次見ていきながら傾

向管理をするといった、うまく連携をしな

がらタイムリーな対応に努めていただけ

ればと思いますので、これも要望としてお

きます。 
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 質問２２番、決算概要９８ページ、温暖

化対策事業というところで、適応というと

ころについての取り組まれた事業という

ことで内容をお聞かせいただきました。い

ろんなケースを、いわゆる緩和から適応に

変えていったんですかね。ということで把

握いたしました。今、地球温暖化というと

非常に大きな枠組みの話なので難しい面

もあると思いますけれども、幅広い世代に

考えていただくきっかけということもで

きていると思いますので、いろいろと工夫

しながら進めていただければと思います。

これも要望とします。 

 質問２３番、決算概要１００ページ、リ

サイクルプラザ整備事業についてという

ところで、計画に対する修繕状況というと

ころで、設備トラブルについてお聞かせい

ただきました。設備トラブルが発生したペ

ットボトル減容機、今年度は計画を立てら

れているということと、空き缶プレス機は

老朽化が進んでいるけどトラブルは余り

なかったということですね。理解しました

けども、やはりこれからトラブルが多発し

てくると思うので、そういったトラブルの

状況をしっかりと見きわめながら最良の

選択をしていただきたいと思います。これ

も要望とします。 

 続きまして２４番目、予算概要１０２ペ

ージ、ごみ収集処理事業についてですけど

も、ごみ収集運搬時の事故防止策について

お聞かせいただきました。いろいろと本当

に毎日の朝礼等々でも周囲喚起をやられ

ていると思います。しかしながら事故は安

全と同様に絶対ということはないと思う

んですね。しかしながら事故のリスクを想

定して、そのリスクを最大限ゼロにすると

いうことは私はできると思います。それに

は安全確認など当たり前のことを当たり

前にやるということの意識づけの繰り返

しとか、先ほど教育の話がありましたけど、

そういったことの教育とかを実践するこ

と、あるいは毎日の注意喚起、もう一つ言

うと、実際に起こったケースを見て、ケー

ススタディして、こういうときはどうする

ねんというような技術的なというか、感覚

を養うといいますか、そういったこともい

わゆる危険予知訓練といいますか、有効だ

と思いますので、ぜひやっていただきたい

ですし、朝の朝礼等々で体調管理も大事だ

と思います。いろんな角度から、やっぱり

もう二度と起こしてほしくないので、ケア

していただきたいなと思いますので、ぜひ

よろしくお願いいたします。 

 質問２６番目、決算概要７４ページ、社

会福祉協議会補助事業ということで、ＣＳ

Ｗのつなぎというところでの取り組みに

ついてご紹介をいただきました。ＣＳＷ、

生活支援コーディネーターもそうかもし

れませんけど、やはり地域の福祉力を高め

たり、あるいはセーフティーネット体制づ

くりというところで、地域福祉計画を推進

するに当たっては重要な位置づけだと私

も認識しております。今後とも社会福祉協

議会と協力、連携しながら、ぜひ福祉のま

ちづくりに取り組んでいただきますよう

に、これも要望としておきます。 

 質問２７番目、決算概要９２ページ、保

健センター運営事業というところで、事務

報告書の大幅変更している点等について

中心にお伺いしました。ご答弁にありまし

たように、縦、横不規則な様式が統一され

たということで本当に見やすくなったと

私も思います。私は今回、事務報告書をよ

く見るようにしていたんですけど、やっぱ

り事務報告書って単に執行状況を記載す

るんじゃなくて、やっぱり目的を持って整
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理する、あるいは今の目的をよしとするの

はいいですけども、ちょっと変えることに

よって見えてくるものってあると思いま

す。、必要に応じて改正していくべきだと

私は考えていますので、ぜひ今後もそうい

った視点で取り組んでいただきますよう

によろしくお願いいたします。 

 質問番号２８、決算概要９４ページです。

休日小児急病診療運営事業というところ

で、市外利用者の傾向というところと、本

市への影響とお聞きしました。増加傾向に

あるものの影響は出ていないということ

で安心いたしました。休日診療ですから、

冷静に考えたら利用者にとっては市内外

関係なく、近いところにいくんだろうなと

思いますので、今後とも利用状況について

ウォッチいただきまして、何か問題が起こ

る前に、未然に対策を講じていただければ

というように思います。引き続きよろしく

お願いします。これも要望とします。 

 質問２９番目、決算概要９４、健康せっ

つ２１推進事業ということで、まちごと元

気！健康せっつ２１の中間ポイントの見

直しということでお聞かせいただきまし

た。主に目標の整理を行ったと理解しまし

た。大事なことだと思います。ご答弁にも

ありましたけども、手段が目的になってし

まうということは往々にあるんですね。本

来はその先にある目的があるはずなのに、

それ自体が目的化してしまうというのは

よくあると思います。どうやるかというよ

りも、なぜやるのかというポイントを置く

べきなのかなと、日ごろから意識している

ところでございますので、全てにおいて定

量化する目標というのは難しいかと思い

ますけども、そういった目標、あるべき姿

ということを置くことによって明確化で

きますし、現状とその目標、あるべき姿の

ギャップで課題が見えてきますので、ぜひ

そういった思考でこだわって取り組んで

いただきたいなと思います。これも要望と

します。 

 質問３０番、決算概要９６ページ、まち

ごと元気！ヘルシーポイント事業につい

てというところで、データ送信に対する取

り組み状況等々についてお聞かせいただ

きました。活動量計を携帯されている方、

私もそうですけど、データ送信ってなかな

かちょっとおっくうで行かなくて、僕も失

効しているときがあるんですけども、ぜひ

引き続き、苦労されている方もおられるの

で、イベント等々でやられるということで、

引き続きよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 実は、もう１点ちょっと聞かせてほしい

んですけど、私の周りに活動量計を紛失し

たり壊れたりされている方がおられるん

ですが、そういう方の状況と、どういう対

応をされているのかだけ確認させてくだ

さい。 

 それと質問３１です。決算概要７６ペー

ジ、生活困窮者自立支援事業というところ

で、３名体制で問題はないのかということ

でお聞かせいただきました。ご答弁では、

これまでの経験と積み重ねてきたノウハ

ウがあるというところでしたけど、一方で

業務量は増大しつつあると思っていまし

て、客観的に見ても、体制的に限界に来て

いるんじゃないのかなと捉えておるんで

す。最後のセイフティーネットである生活

保護は、平成３０年度に７億円以上支出し

ています。これ以上ふやさないためにも、

やっぱり未然防止である生活困窮者自立

支援事業というのは私は重要な位置づけ

にあると思います。先ほど申し上げました

ように、きめ細かい対応ということをぜひ
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お願いしたい。現状の課題をいま一度整理

した上で、本当に体制の見直しも含めて、

第２のセーフティーネットですから、充実

強化を図ってもらうべく、今後どうあるべ

きかというのを考えてください。要望とし

ておきます。 

 質問３２番、決算概要７８ページ、高齢

者日常生活支援事業の高齢者移送サービ

スということで、課題についてお聞かせい

ただきました。予約不可になった件数が１

５５件とおっしゃっていたと思います。平

成２９年度より増加しているということ

で、単純計算ですけど月に１０件以上、電

話してもとれないということがあるとい

うことですよね。先ほど申し上げましたけ

ども、これから高齢化が進むということで、

高齢者の移動手段というのは、確保するこ

とが重要と思います。この移送サービスの

利用要件は、６５歳以上、要支援１以上、

外出時に移動が車椅子、これが全てに該当

する人なんですよね。だから限られた枠組

みでしかできないというところがありま

すので、これらに該当しない高齢者の方が

困っていると思います。一般質問でも言い

ましたけど、バス停にすら行くのがしんど

いとか、要介護認定に至らない、車椅子ま

ではいかへんけどちょっと弱っている方

というか、そういったすき間の方がこれか

らふえてくると私は思うので、やっぱりそ

ういった方々を救うといいますか、対応す

るべきだと思います。ぜひ利用要件の緩和、

サービス拡充に向けて、高齢者の移動手段

ですから、詰めていただきますように、外

出手段確保に努めていただきますように、

強く要望しておきます。 

 質問３３番目、決算概要７８ページ、ひ

とり暮らし高齢者等安全対策事業という

ことで、緊急通報装置設置の具体的な効果

を聞かせていただきました。これは２４時

間対応しているということと、月１回程度

の安否確認ということで、本当に不安を抱

えておられる高齢者にとっては非常に心

強いですし、効果が出ていると考えます。

しかしながら現在の利用要件ですけど、重

篤な疾患を持つ方ということに限定され

ています。これからますます高齢化が進み

ます。ひとり暮らしの高齢者もふえてきま

す。だからより不安を抱えている方がふえ

るということなので、もうそういった方々

に幅広く利用していただくべきだと私は

考えております。考えますれば、重篤な疾

患を持っている方って自覚があるので、ふ

だんから自身をケアされていると思いま

すが、一方で健康な方って急に倒れられた

り、しんどくなられたりする方って絶対に

おられるし、ひとり暮らしされている方の

ご家族ですよね、絶対に心配されていると

思うので、ぜひ枠組みを広げてほしいなと

思います。例えば、大阪市ですね、調べる

と、救急などの緊急時に迅速に対応すべく

ということで、６５歳以上のひとり暮らし

の方、高齢者のみの世帯で一日のうち８時

間以上一人になるといういずれかの要件

に該当する人、これ全ての人に本市の緊急

通報システムを展開しているわけです。だ

からすごく要件が広いというか、一日８時

間一人になるぐらいでも供給しているの

で、摂津市とすごく差があるなと思いまし

た。ここまでとは言いませんけども、他市

に劣らぬように利用緩和ということを強

く要望しておきたいと思います。よろしく

お願いします。 

 最後の質問３４番、決算概要８０ページ、

福祉タクシー事業というところで事業状

況についてどのような分析をしているの

かというところでお聞かせいただきまし
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た。ほとんど使われていない方とか、使っ

ている方と両極端だということですね。私

はやっぱりより多くの方の移動手段とし

て、福祉タクシーを有効に活用していただ

きたいと思いますし、昨年度の予算審査に

係る委員会でも申し上げましたけど、他市

では精神的な、精神障害の方にも対応して

いるというところがございますので、これ

も要件を見直すべきだと、単独事業ですの

でなかなか難しいかもしれませんけど、移

動手段は大事なので、そういう思いで質問

させていただいております。 

 これまでいろんな質問の中で各所管ご

とに移動手段ということにこだわって質

問してきたわけです。要件緩和をするよう

におのおの述べさせていただきましたけ

れども、大きな枠組みで、各所管でやるこ

とはやる、けども本市として、移動手段で

どうするの、これはどこどこの所管、これ

はどこどこの所管ではなくて、やっぱり移

動手段という枠組みで、あるべき姿がある

のか、あるいはどういったニーズに応えて

いくべきなのかということを点で捉える

んじゃなくて、面で捉えるということをぜ

ひやってほしいなという思いです。という

ことで、これからも移動手段についても検

討いただきますように要望とします。 

 ３回目は以上です。１点だけお願いしま

す。 

○森西正委員長 有場課長。 

○有場保健福祉課長 それでは質問番号

３０番、まちごと元気！ヘルシーポイント

事業の活動量計を紛失した方の状況やそ

の対応ということでのご質問かと思いま

す。先ほどもデータ送信に対するご質問が

ございましたが、データ送信につきまして

は、やはりできていない方が一定数おられ

まして、その中には活動量計を紛失した方

も多くおられるかと考えております。実際

に活動量計の紛失や再購入に関する問い

合わせは十数件程度ですが確認できてお

ります。 

 再度の活動量計の購入につきましては、

現在、実費を徴収することとなっておりま

して、これが５，０００円と非常に高額な

ため、ちゅうちょされる方がほとんどでご

ざいまして、この点につきましては今後の

課題であると考えております。 

 以上です。 

○森西正委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 これで最後にします。今

の質問ナンバー３０番、決算概要９６のま

ちごと元気！ヘルシーポイント事業につ

いてお答えいただきました。５，０００円

の実費徴収、十数件というのは、もうちょ

っと多いのかなと思いましたけど、対応に

ついては今後の課題かなと思います。幅広

い層の方々の獲得に向けて幅広くアプロ

ーチしてほしいですし、それにはやっぱり

ポイントで交換できる景品の見直し、いわ

ゆるインセンティブですよね、よく言って

いる、そういった拡充も必要だと思います

ので、ぜひ魅力ある事業を、さらに展開し

ていっていただきたいなと思います。 

 また、参加者がふえますと、活動量計を

潰したり、あるいはなくしたり、もっとふ

えてくると思うんで、それも課題の一つと

捉えて、これからも、その分も含めて平行

して対応していただきますように、よろし

くお願いします。応援してますので、ぜひ

頑張ってください。 

 長くなりましたけど、以上で質問を終わ

ります。ありがとうございます。 

○森西正委員長 光好委員の質問が終わ

りました。 

 次、ありますか。 
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 福住委員。 

○福住礼子委員 それでは、質問をさせて

いただきたいと思います。もうお二人の方

がいろいろされた分については割愛もし

ながら、していきたいと思いますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、質問１番、決算書３２ページ

の斎場使用料１，５９４万９，１３０円と

いうのがあります。事務報告書の１２２ペ

ージには使用状況の内訳というのが掲載

をされておりますけれども、市外の方が利

用されていることもあると思いますので、

この金額の内訳についてお聞きしたいと

思います。 

 ２番目に、歳入については決算書５８ペ

ージの款１９諸収入、節１雑収入の中の生

活支援課の返還金及び徴収金、現年度分、

過年度分、もう一つは診療報酬返還金、現

年度分、過年度分というのがございます。

予算に対して金額が上回っていると思い

ます。平成２９年の１０月から、年金を１

０年かけた方が年金支給されるようにな

ったということで、被保護者の方が、対象

は１８０人ぐらいと伺ったことがあるん

ですけども、雑収入の中身についてお聞き

したいと思います。 

 質問３番目は決算概要になります。歳出

ばかりですね、５８ページの款２総務費、

項１総務管理費の文化ホール管理事業に

ついてですけれども、事務報告書の中の１

３５ページに掲載されております南千里

丘ロックミュージアムでは、場内のステー

ジだけではなく、ホール前でお店が出店を

されたりというのが、見受けられて、大変

にぎわっておりました。若い方もたくさん

集まっておられました。こういった文化ホ

ールにおけるイベントについて工夫をさ

れていることについて、お聞きをしたいと

思います。 

 質問４番目、決算概要５８ページ、款総

務費ですね、文化振興事業について。第２

期摂津市文化振興計画というのが平成３

０年３月に策定をされ、初年度に当たって

おります。新たな５年間の計画というのが

スタートしたわけですけれども、１年目の

振り返りについてお聞きをしたいと思い

ます。 

 ５番目、決算概要６６ページ、款１総務

費、戸籍住民基本台帳の中の証明書交付等

事業についてですけれども、市民サービス

コーナーというのが平成２８年度をもっ

て閉鎖をされました。そして、平成２９年

度から平成３０年度の２年間には激変緩

和として、公民館等で取り次ぎサービスを

実施をしていただいたと思っております。

平成２９年度、平成３０年度の発行数から、

非常勤職員等の取り次ぎサービスの費用

対効果について、お聞きをしたいと思いま

す。 

 ６番目、款１総務費、６６ページの個人

番号カード交付事業についてです。これに

ついてはお二人の方が質問もされており

ました。平成３０年のカードの交付状況は

３，３３６件、平成２７年１０月からスタ

ートをして、累計今１万８，０００人の方

が交付をされ、大阪府内でも第２位という

交付率だとお答えをされておりました。さ

て、通知カードが届いて４年が経過したわ

けです。中には紛失をしたという市民の方

の声も聞いております。このような場合の

対応や、マイナンバーカードの交付につい

て取り組まれていることをお聞きをした

いと思います。 

 次に、決算概要７０ページになります。

スポーツ推進委員活動事業についてです

けれども、スポーツ推進委員の皆さんは、
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スポーツ基本法にもありますように、日々

摂津市におけるスポーツの推進・普及に努

めていただいております。平成３０年度の

スポーツ振興委員の活動状況についてお

聞きをしたいと思います。 

 ８番目、決算概要の７２ページ、体育施

設維持管理事業についてですけれども、こ

の夏の体育館の利用について、館内が非常

に暑くなることから、暑さ対策について以

前にもお聞きをいたしました。そこで、実

際に三つの体育館では冷水器が設置をさ

れております。利用者から、実際にどのよ

うな声が上がっていたのかお聞かせをい

ただきたいと思います。 

 概要の８４ページ、チャレンジドオフィ

ス事業についてです。平成２８年の６月か

ら開設をされましたチャレンジドオフィ

スせっつ、当時は人事課の所管であったと

思います。平成３０年度よりは障害福祉課

に移行をされました。この事業の目的の一

つとして、各課における事務作業の軽減を

図ることというのがございました。依頼さ

れる業務内容はふえているのか、その辺の

内容についてお聞きをしたいと思います。 

 質問番号１０番、概要の９２ページ、生

活保護事業についてでございますけれど

も、生活保護費２７億４，６１９万４，５

８９円の予算に対して、９２．９％の執行

率となっております。前年の決算額だけを

比較しても、額面は下がっているかと思い

ます。被保護者の状況がさまざま違うとは

思いますが、そういう意味では大変難しい

と思ってますけれども、保護費の基準とい

うのが引き下げというのもあると聞いて

おりますので、平成３０年度の内容につい

てお聞きをしたいと思います。 

 それから、１１番目、概要の９４ページ、

健康せっつ２１の推進事業についてであ

ります。これもさまざま質問がございまし

たけれども、平成２５年３月にまとめられ

た最終報告書というのは、もう項目ごとに

グラフがいっぱい載ってて、その分、分厚

い冊子となっておりました。今回の中間評

価というのは、カラー使いもされ、写真も

載ってて、大変読みやすい冊子になってい

るかと思っております。その中で冊子の３

ページにある評価Ａという、ＡＢＣのラン

クをされてる表がございますけれども、こ

の中に「うちのお店も健康づくり応援団の

店」の協力店舗数が７８店舗までふえたと

いう評価が記載をされておりました。具体

的な取り組みとしてどんなものなのかお

聞きをしたいと思います。 

 質問１２番目、決算概要の９４ページ、

感染症予防事業についてです。高齢者肺炎

球菌ワクチンの定期接種制度が５年間実

施をされ、最終年度に当たっております。

実績と５年間の総括をお答えいただきた

いと思います。 

 １３番目、決算概要９６ページ、まちご

と元気！ヘルシーポイント事業、これにつ

いてもさまざまありましたけれども、健幸

ノートを使ってポイントをためるという

わかりやすい取り組みが参加者の増加に

なりました。うきうきウオーキング参加者

の増加にもあらわれていたと思います。Ｉ

ＣＴを活用した健幸マイレージ事業の初

年度として、参加目標が達成できなかった

とのことでございました。また、うきうき

ウオーキングの参加数も若干減少してい

るようにも見受けられます。私自身も、こ

の活動量計は数人の方に推進をいたしま

した。歩こうという意識が出たと言われて、

一生懸命使っている方もいらっしゃいま

す。私は、きょう電池が切れておりました。

残念でございます。イベントの参加やＩＣ
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Ｔの活用数では判明しにくい点がありま

すけれども、せっかくの事業ですので、フ

レイル予防につなげていただきたいと思

っております。そこで、これは簡単な要望

でございますけれども、検討していただき

たい課題ですが、活動量計を身につける、

首からぶら下げるという資材しかありま

せん。どうしても肩が凝るとか、ここにす

れて痛いとか、いろんな声もあるんですけ

ども、小さい装具をちょっとプレゼントし

てもらうことで、ベルトにつけられないか

という、こういう工夫ができないかどうか、

ちょっとその点、お聞きをしたいと思いま

す。 

 それから、決算概要の９６ページ、飼犬

等保護管理事業についてです。所有者不明

猫避妊・去勢手術費用助成金によって、野

良猫の数が減少に資する取り組みと考え

ております。しかし、捕獲し手術するため

の活動にも限界はございます。市民と協働

で取り組んでいただいている点も含めて、

３年間のこの事業の実績をお聞きしたい

と思います。 

 決算概要の１００ページ、ごみ減量啓発

事業についてです。報奨金１万２，０００

円というのがございます。小学生の環境学

習やイベントでの啓発活動が行われてい

るというところから関連すると思います

けど、その内容についてお答えいただきた

いと思います。 

 １６番目、決算概要の１０２ページ、ご

み収集処理事業、これについては高齢者の

ごみ出し支援として、ふれあい収集を行っ

ていただいております。現在の状況につい

てお聞きしたいということと、それから平

成３０年度は６月に大阪北部地震、そして

９月には台風２１号などがあって、余り経

験のないごみ収集と廃棄処理があったか

と思います。そのことにおいていろんなご

苦労もあったと想像しております。先日、

環境省近畿地方環境事務所災害派遣廃棄

物対策専門監の方のお話を聞きましたら、

７月初旬に摂津市の現地調査と災害廃棄

物にかかわる会議が行われたとお聞きを

しました。そのときの内容についてお聞き

をしたいと思います。 

 それから、これは要望とさせていただき

ますけれども、決算概要の１０８ページ中

小企業金融対策事業、産業振興アクション

プランの評価検証のサービス利用の状況

としても高い結果となっておりました。先

ほど来からいろんな形でご質問に対して

お答えもされておりました。そんな中で、

サービスを利用して、少数意見であります

けれども、手続が煩雑とか、枠を上げてほ

しいといった声があるようでございます

ので、今後の課題としてしっかりと取り組

んでいただくよう、これは要望といたしま

す。 

 １７番目、同じく１０８ページの中小企

業育成事業についてですけれども、産業振

興アクションプランにおいて、５年間の評

価検証をされております。その中で、経営

において必要な対応策という項目で最も

高いのが、人材、労働力の確保・育成とな

っておりました。また、後継者対策も営業

面や技術面に次いで高い結果になってお

ります。一つ目は、自社の後継者問題につ

いて、未定の回答が３３．３％と多い中で

はありますけれども、廃業するつもりとの

回答も１６．９％とあります。この点につ

いてどのように考えておられるのか、お聞

かせいただきたいと思います。 

 次に、スクラッチカード、１１０ページ

のスクラッチカード発行事業については、

これもたくさん質問、答弁がございました
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ので、要望とさせていただきますけれども、

毎回さまざまな工夫を取り入れていただ

いております。ことしに限っては、私はい

ろんなものが当たりまして、本当に特典を

いただきました。ありがとうございました。

参加店舗が外れ券を使って店の活性化に

取り組んでおられることも、本当にすばら

しいと思っております。今後も引き続き、

商業の活性化に向けた取り組みとしてい

ただくよう、要望とさせていただきます。 

 １８番目、１１０ページの地域就労支援

の項目の中で、事務報告１４３ページには、

研修や技能講習の参加などが記載をされ

ておりました。この事業の内容についてお

答えください。 

 以上です。 

○森西正委員長 それでは、答弁をお願い

します。 

 千葉課長。 

○千葉市民課長 そうしましたら、質問番

号１番、斎場使用料の内訳について、お答

えいたします。 

 斎場使用料につきましては、大人、子ど

も、死産、身体の一部ということで４種類

の設定がございまして、それとあと市内、

市外によって料金が変わっております。こ

ちらのほうなんですけども、市内者につき

ましては平成３０年につきましては６５

７人、死産児につきましては１６体、市外

者につきましては１４８人、身体の一部に

つきましては２人ということで、こちらと

産汚物の処理の金額が２０万１，６３０円

入っておりますことから、この合計を足し

て決算額の１，５９４万９，１３０円にな

りました。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 山下課長。 

○山下生活支援課長 それでは、決算書５

８ページ、生活支援課に係ります雑収入、

返還金及び徴収金並びに診療報酬返還金、

この内容についてご説明申し上げます。 

 まず、返還金についてでございます。こ

れは窮迫状況にあります生活保護受給者

の方が、資産を保有しながら生活保護費の

支給を受けた場合ですね、その資産が活用

できた時点で支給した保護費の範囲内に

おきまして、生活保護法第６３条に基づき

まして、返還を求めるものでございます。 

 徴収金につきましては、生活保護受給者

の方が不実の申告ですとか不正な手段に

よりまして、生活保護費の支給を受けた場

合に、生活保護法第７８条に基づきまして、

その支給した保護費を徴収するものでご

ざいます。 

 その内訳についてでございますが、決算

書のほうでは返還金及び徴収金、現年度分

トータル３，８４５万７，７４５円とござ

いますが、そのうち第６３条返還金は３，

２２９万８，４１０円、第７８条徴収金は

６１５万９，３３５円でございます。 

 過年度分の返還金徴収金６９万１，９０

７円の内訳といたしましては、第６３条返

還金が３８万８，１３０円、第７８条徴収

金が３０万３，７７７円でございます。 

 次に、診療報酬返還金についてでござい

ますが、これは医療機関に対しまして都道

府県が監査を行った結果、医療機関の診療

報酬請求におきまして算定誤りがあった

場合に過払いとなりました医療扶助費に

ついて返還を求めるものでございます。 

 以上です。 

○森西正委員長 松本課長。 

○松本文化スポーツ課長 それでは、文化

スポーツ課に係りますご質問にお答えい

たします。 

 まず、質問番号３番、文化ホールでのイ
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ベントの工夫ということでございます。事

務報告書１３５ページにございます市民

文化ホール主催事業は、指定管理をしてお

ります一般財団法人摂津市施設管理公社

において実施をしているものとなります。

文化ホールにおきましては、例えば今、先

ほど委員からもお話しいただきました南

千里丘ロックミュージアムでは、北摂他市

のイベントとコラボをしたり、あるいは出

店を募ったりして、お互いにイベントの周

知を行って集客を伸ばしつつ、みんなで盛

り上げていこうということで行っており

ます。これまで公共施設ではなかなか困難

でありました、これから著名になっていく

であろう若手ミュージシャンとかによる

ライブを開催したりとかして、摂津市と摂

津市民文化ホールを多方面に周知してい

くということも意識した事業計画を行っ

ております。 

 続きまして質問番号４番、第２期摂津市

文化振興計画の１年目の振り返りについ

てというお問いだったと思います。これ第

２期摂津市文化振興計画でありますけれ

ども、目指す姿として市民一人一人、暮ら

しの中に文化が薫るまち摂津ということ

を設置しておりまして、昨年度の振り返り

といたしましては、実施に至った項目につ

きましては、全体の９３．３％実施となっ

ております。例えば、鑑賞する機会や創作

発表をする機会の充実ということで、さま

ざまなイベントを実施していく中で、工夫

した点といたしましては、市の美術展にお

きまして、高校生以上であったものを中学

生以上を対象としましたことで、出品数の

増加となったり、あるいはあらゆる市民が

利用、参加できるよう、施設面、アクセス

面等の公共施設のバリアフリー化を推進

するという計画に対しましては、正雀体育

館のトイレの洋式化でしたり、多目的トイ

レの整備というものも、平成３１年２月に

実施したりしております。今後は引き続き

事業を進めていくとともに、完全実施に至

らなかったインターネット等の多様な情

報媒体での情報収集のほか、鑑賞参加機会

の周知を図ることなどにつきまして、しっ

かりと進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 千葉課長。 

○千葉市民課長 そうしましたら、市民課

にかかわります質問番号５番の証明書の

発行につきまして、市民サービスコーナー

を閉めた後、平成２９年と平成３０年、取

り次ぎサービスをしまして、それの費用対

効果ということのご質問にお答えいたし

ます。 

 ご存じのとおり市民サービスコーナー

につきましては、平成２８年度で閉めさせ

ていただきまして、平成２６年度、平成２

７年度、平成２８年度の３年間の１件当た

りの費用ということなんですけども、こち

らにつきましては市民サービスコーナー

の人件費と管理費ということで、証明書取

り扱い件数を割ったものということで考

えますと、１件当たり３年間平均でしたら

８７２円ということであります。あと、取

り次ぎサービスですが、平成２８年と平成

２９年、２年間させていただきまして、場

所がコミュニティープラザと別府コミュ

ニティーセンターと安威川、千里丘、新鳥

飼、味生の６か所させていただきまして、

こちらにつきましては取り次ぎサービス

の人件費ということで、２年間のものを証

明書取り扱いの件数で割りまして、２年間

平均で１件当たり１万２，３７６円という

ことでございました。 



- 71 - 

 

 以上でございます。 

○森西正委員長 松本課長。 

○松本文化スポーツ課長 それでは、文化

スポーツ課に係りますご質問にお答えい

たします。質問番号７番、スポーツ推進委

員による活動についてでございます。 

 主だったもので申し上げますと、年２回、

昨年度は５月、１１月に奈良県及び兵庫県

に市民ハイキングを行っております。また、

ニュースポーツとして６月、８月、２月に

ニュースポーツ体験会を実施しまして、７

月には市民スティックリング大会を、９月

にはキンボール大会、１１月にはゲートボ

ール大会をそれぞれ実施いただいており

ます。ほかにも２か月ほどの定例会であり

ますとか、普通救命講習会、あるいは他市

や近畿地区の研修会にも参加いただくな

ど、幅広い活動を行っていただいておりま

す。 

 続きまして、質問番号８番、体育施設維

持管理におきます冷水器設置による皆さ

んの声ということでございます。昨年度、

市内３体育館におきまして、６月から７月

にかけまして、冷水器の設置を行っており

ます。冷やされた水が飲めるということも

ありまして、部活動の学生であったりとか、

あるいは子どもが特に喜んでいたとの報

告を指定管理者から受けております。ほか

にもトレーニングルームをよくご利用の

方々からも、喜びの声が上がっていると聞

いております。もちろん熱中症対策にもな

っておりますので、我々が知らないところ

であっても非常に喜んでもらえているの

かなと考えております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 森川課長。 

○森川障害福祉課長 質問番号９番の決

算概要８４ページ、チャレンジドオフィス

事業の依頼される業務がふえているのか

どうかのご質問にお答えさせていただき

ます。 

 チャレンジドオフィス事業につきまし

ては、委員の質問にもありましたように、

それまで人事課の所管でありましたが、平

成３０年度より障害福祉課の所管となっ

ております。まず、人員体制につきまして、

それまでの人事課所管時の支援員１名、知

的障害のある作業員３名、身体障害のある

作業員２名から、平成３０年度は支援員２

名、知的障害のある作業員５名、身体障害

のある作業員２名へと拡充をしておりま

す。このことから一定量の業務量を確保す

る必要が生じ、各課への営業活動といたし

まして、メールによるＰＲでありますとか、

会議の場を利用してのＰＲ、作業員ととも

に各課を巡回をしてのＰＲ活動などを実

施し、新たな業務の確保に取り組んだとこ

ろであります。軽易な事務作業については、

できるだけチャレンジドオフィスに依頼

してもらうようにＰＲを行ったことから、

各課における認知度も高まり、依頼される

業務内容についてもふえている状況であ

ります。 

○森西正委員長 山下課長。 

○山下生活支援課長 それでは、質問番号

１０番、決算概要９２ページ、生活保護事

業に係ります平成３０年１０月に施行さ

れました生活保護基準の見直しの概要に

つきまして、ご説明申し上げます。 

 生活保護基準におきましては、国のほう

で一定低額所得世帯の消費実態との均衡

が適切に図られているかどうかを定期的

に見きわめるために、全国消費実態調査等

をもとに、５年に１度、検証のほうを行っ

ております。平成２９年１２月の社会保障

審議会における検証の結果、平成３０年１
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０月から生活保護基準が見直され、３年を

かけて段階的に改定することとなってお

ります。先ほど、委員がおっしゃられまし

たように、世帯構成、年齢によりまして、

保護費の増加する世帯、あるいは減額とな

る世帯、さまざまありますので、一概にこ

うという説明は難しいんですが、ただ仮に

減額となる世帯の方に対しましても、世帯

の負担にならないように５％以内の減額

となるような激変緩和措置を適用するこ

とになっております。 

 また、新たに進学準備給付金が創設され

ましたり、児童養育加算の支給対象が拡大

されましたり、後発医薬品、いわゆるジェ

ネリック医薬品の使用の原則化などの改

定も、平成３０年度の法改正におきまして

実施されたところでございます。 

 以上です。 

○森西正委員長 有場課長。 

○有場保健福祉課長 それでは、保健福祉

課にかかわりますご質問にお答えいたし

ます。 

 質問番号１１番、決算概要９４ページの

健康せっつ２１推進事業に関して、健康せ

っつ２１中間見直しの中の３ページで、

「うちのお店も健康づくり応援団の店」協

力店舗数ということで、前回の計画にこの

店舗数を目標として掲げていたところで

ございますが、これにつきましては、保健

所で実施している事業でございまして、中

身としましては、ヘルシーなメニューの提

供であったりとか、栄養成分表示などをし

ていただける協力店舗をふやしていこう

という取り組みでございます。計画当時、

平成２４年ですけど、こういう店が４８店

舗ございました。平成３０年度目標値とし

て５５店舗掲げておりましたが、平成３０

年度最新値では７６店舗になっておりま

したので、大幅にふえているということで、

結果としてＡ評価とさせていただいてお

ります。 

 続きまして、質問番号１２番、決算概要

９４ページの感染症予防事業でございま

す。感染症予防事業の中の高齢者肺炎球菌

に関するご質問でございますが、高齢者肺

炎球菌につきましては、平成２６年からＢ

類の疾病として定期予防接種化が図られ

まして、平成３０年度までの５年間を公費

助成の対象として重点的に接種勧奨がな

されてきたところでございます。本市の平

成３０年度の対象者に対する接種率につ

きましては、約４０％になりましたが、平

成２６年度から平成３０年度までの５年

間平均としましては４６．３％となってお

りまして、これは北摂の近隣市の接種率と

比較しましても非常に高い実績となって

おります。この高齢者肺炎球菌の予防接種

ワクチンの公費助成につきましては、今年

度以降５年間また延長されましたので、引

き続き積極的な接種勧奨に努めてまいり

たいと考えております。 

 続きまして、質問番号１３番、９６ペー

ジのまちごと元気！ヘルシーポイント事

業に関するご質問でございます。この事業

につきましては、この平成３０年度からＩ

ＣＴを活用させていただくという枠組み

に変更させていただいておりますけども、

それ以前は健幸ノートということで配付

させていただき、平成２９年度の参加者に

つきましては７９８名となっておりまし

て、平成３０年度、目標の２，０００には

達しませんでしたが、９２７名ということ

で、そこは超えてきているのかなと思いま

す。 

 目標値には達してはおりませんが、事業

効果としましては、集客効果がございまし
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て最近では１，６００名ぐらいになってま

すので、その辺が見えてきたかなと考えて

おります。例えば、７月にフレイル測定会

を実施しておりますが、これが当初２００

名程度見込んでいたところ、最終５００名

を超えてきまして、その中には活動量計を

お持ちの方が、たくさんいらっしゃいまし

て、かなり効果があらわれてきたのかなと

考えております。 

 一方、ご質問にありました、うきうきせ

っつウオーキングは、人数が減っていると

いうことでございますが、これにつきまし

ては平成３０年度は、６月の地震であった

りとか、台風２１号ですね、この辺の影響

がかなり大きかったのかなと考えており

ます。ただ、全体的にもやっぱり活動内容

がマンネリ化といいますか、参加者が固定

されてきているような感じもいたします。 

 そんな中で平成３０年度につきまして

は、事務報告書の１７２ページに記載して

おりますが、うきうきせっつウオーキング

以外に、１０コース目のウオーキングコー

スとなります鳥飼上・中・下コースという

ものができております。ここで９８名の参

加をいただいております。前回のオープニ

ングコースが６７名でしたので、結構ふえ

ておりますが、これに関しましては、民間

事業者とコラボしたりとか、そういったこ

ともさせていただきながら、何とか新しい

参加者を確保していくという取り組みを

させていただいているところでございま

す。 

 最後に、活動量計のベルトのお話ですけ

れども、この活動量計、今は首からぶら下

げるストラップをつけておりますが、これ

は民間事業者の既製品でございまして、同

じパッケージ内に入っているものでござ

います。この活動量計を出しているメーカ

ーも、首から下げていただくことが、一番

カウントが正確であるということで推奨

はされているということでございます。た

だ、いろんな形で、この活動量計は事業が

終わってもずっと使えるものなので、それ

ぞれいろんな飾りとかされている方もい

らっしゃいますし、それぞれで工夫してい

ただいて使っていただければと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 飯野課長。 

○飯野環境政策課長 質問番号１４番の

環境政策に係るご質問にお答えいたしま

す。 

 平成２８年度に創設した所有者不明猫

避妊・去勢手術助成金交付制度の３年間の

評価でございますが、助成実績といたしま

しては、平成２８年度は７７頭、平成２９

年度は８７頭、平成３０年度は９１頭、合

計２５５頭の避妊・去勢手術に助成金を交

付しており、野良猫の繁殖抑制に対して一

定の成果を上げているものと考えており

ます。 

 また、自治会での取り組みについて、制

度を利用しやすくなるように、平成２９年

１０月に要綱を改正した結果、平成３０年

度は自治会からの申請が１７件あるなど、

取り組みの広がりも実感しております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 安田次長。 

○安田環境部次長 質問番号１５番、ごみ

減量啓発事業についてのご質問にお答え

させていただきます。 

 ごみ減量の啓発の取り組みとしまして

は、リフューズ・リデュース・リユース・

リサイクルの四つのＲを基本に取り組ん

でおり、特に小学生の啓発の内容につきま

しては、環境学習が始まる小学４年生を対
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象に、本市で作成しました、私たちの暮ら

しの中のごみと題した冊子をもとに、全小

学校へ出前授業を行った後、環境センター

への社会見学、ごみ減量化リサイクル絵画

展の募集へとつなげております。絵画展で

は、食品ロスやマイバッグ、ごみの分別な

ど、４Ｒに関するさまざまなテーマで絵画

の応募をいただいており、子どもたちへの

環境への関心が浸透した結果であると考

えております。 

 続きまして、ごみ収集処理事業、質問番

号１６番でございます。まず、ふれあい収

集についてのご質問にお答えさせていた

だきます。ふれあい収集は、家庭ごみの排

出が困難な高齢者の方、障害者世帯の方を

対象に、日常生活の負担の軽減、在宅生活

の支援を目的に戸別訪問し、収集している

事業でございます。 

 平成３０年度の状況でございますが、ふ

れあい収集について新たに２８件の申し

込みを追加しております。全体では９３名

の方を対象に訪問収集いたしております。

新規対象とは別に、施設入所や引っ越し、

死亡などで利用不要となる方もいるため、

応募件数は昨年から変動はほぼございま

せんが、平成２７年度から１０件、１０年

前の平成２０年度と比べると３８件の増

となっており、高齢化の進展とともにニー

ズは増加しているものと考えております。 

 続きまして、大阪北部地震における災害

廃棄物に係る国の現地調査についてでご

ざいます。現地調査につきましては、災害

廃棄物の発生状況の確認等が国から行わ

れております。その後、市との打ち合わせ

を実施されたところでございます。打ち合

わせにつきましては、災害ボランティアが

行う家屋での片づけ作業と収集・運搬の効

率的な連携を図るため、まず本市と吹田市

が収集・運搬部門、社会福祉協議会も参加

した中でそれぞれ国と個別打ち合わせを

行ったところでございます。ボランティア

の方につきましては、他府県や他市町村か

ら来ていただくことが多く、効率的な連携

のためには、ごみの分別方法や収集日程、

臨時ごみの取り扱いなど、本市のごみに関

するルールの共有化を図る必要があるこ

とを確認したところでございます。その後、

大阪北部の９市を対象に打ち合わせ会議

が開催され、先ほど申しましたボランティ

アとの連携のほか、災害廃棄物の処理を補

助金制度について国から説明が行われた

ところでございます。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 吉田部参事。 

○吉田市民生活部参事 それでは、産業振

興課に係りますご質問について、お答えさ

せていただきます。 

 まずは、中小企業育成事業の産業新アク

ションプランの中での廃業の比率に関し

てどのように考えているかというような

内容かと思います。中小企業の、本市もそ

うですけれども、後継者の方がおられない

ということで、廃業をせざるを得ないとい

うような課題が大きな問題となっており

ます。それは本市だけではなくて、全国的

な状況でございまして、国も事業承継とい

う形で、課題として取り組んでおります。

本来でしたら事業を継続するに当たって、

結構、税金等をかけたりとかいうこともあ

るんですけれども、事業承継に関しまして

は、一定、要件がございますが、この１０

年間、去年から１０年間の間に事業継承す

る場合は、税金をもうほとんどかけないと

いうように、優遇施策等を中小企業に関し

ては考えている状況でございます。 

 また、大阪府も昨年度ですけれども主体
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となって、大阪府の事業承継ネットワーク

推進会議という、府内ネットワーク会議を

立ち上げております。本市もそのネットワ

ーク会議に参加させていただきまして、大

阪府や商工会との連携を図る取り組みを

行っております。実際に中小企業の方が、

後継者の方に引き継いでもらう内容の事

業にしていかないと、なかなか後継者の方

に、事業を引き継いでくれと言えないとい

うような内容もございますので、実際に相

談等を強化するというよう形で、大阪府の

各市商工会を通じて、まずは事業診断をし

ていくという内容を進められているよう

な状況でございます。 

 本市におきましても、こういう形で検証

結果が出ておりますので、実際に今、アク

ションプランの懇話会等でどういう形で、

事業継承していくのかという内容もご議

論いただきまして、今年度作成するアクシ

ョンプランの中で、方向性を考えていきた

いと思っております。 

 質問番号１８番の地域就労支援事業に

関しまして、事務報告書の１４３ページで

実際に事業は記載させてはいただいてお

るんですけれども、大きな支援の方向性と

いたしましては、まず個人に関しましての

職業能力の開発という形で、講座を受けて

いただいております。比較的就職をしやす

い、一定短期の講座ということで、介護職

員の初任者研修の講座というのを受けて

いただいておりまして、大体１６回で３か

月ほどの講座なんですけれども、昔のヘル

パー２級の資格を取っていただくという

ことで、就職に結びつけるというような内

容の講座でございます。また、フォークリ

フトの運転技術や調剤薬局事務講座など

で資格を取得していただくというような

内容でございます。 

 もう一つの方法が就職フェアをさせて

いただいております。関係機関ですね、ハ

ローワークや大阪労働事務所、あと介護の

事業者や近隣市町等と連携して、就職のフ

ェアをさせていただいておりまして、主な

ものは四つあるんですけれども、例えば福

祉就職フェアでしたら、やはり介護人材が

足りないということで、高齢者や障害者の

事業所も参加していただきまして、もちろ

ん就職の窓口ということの事業者が１１

事業所ですね、平成３０年度に参加してい

ただいて、就職の支援をさせていただいて

おります。実際、受け付けは４４名の方が

受け付けさせていただいて、実際、就職採

用まで至ったのが５名ということで、一定

成果は出ているのではないのかなと思っ

ております。また、障害をお持ちの方、な

かなか就職しづらいということで、障害者

就職フェアもさせていただいております。 

 また、広域で３市１町ということで、一

般的な就労ということをさせていただい

たりということで、あとお仕事フェアなん

かも、一般就労の方向けです。３市１町な

んかでは、今回の取り組みとしまして、ど

ちらかというと高齢者の方に利用促進と

いうことで、シルバー人材センター等で相

談窓口をつくっていただいたりというこ

とで、できるだけ就職を支援できる形をと

っております。今、企業で、なかなか採用

するための求職をすると、非常に費用負担

が係りますので、やはりこういう機会を通

じて参加いただくことで、採用に至るよう

な方法を支援できたらということで、就労

支援をさせていただいているところでご

ざいます。 

○森西正委員長 千葉課長。 

○千葉市民課長 先ほど答弁漏れをして

おりました、申しわけございません。 
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 そうしましたら、市民課にかかわります

質問ナンバー６番のことについて、お答え

いたします。２件あったんで、まず通知カ

ードを紛失した場合ということの対応と

いうことでございますが、通知カードを紛

失した場合につきましては、紛失していま

すということで、まず職員のほうで事情の

聴取をします。そのときにもし屋外で紛失

の場合には、警察のほうに遺失物届を出し

ていただきます。その上で市役所のほうに

来ていただいて、紛失届を提出してもらい

ます。もし自宅での紛失の場合につきまし

ては、警察への届けは必要ないので、市役

所のほうで紛失届だけを提出していただ

いてます。こちらにつきましては、マイナ

ンバーカード、つまり個人番号カードにつ

きましても同じ取扱いでございます。 

 あと、再交付申請、もし「通知カードを

なくしました」という後にする場合なんで

すけども、通知カードの再交付申請でした

ら、手数料のほうが５００円になります。

もう一つが、通知カードをマイナンバーカ

ードのほうに変更しますということだっ

たら、手数料はいただいておりません。 

 あと、もう一つのマイナンバーカードの

取り組みというご質問なんですけども、こ

ちらにつきましては、市ホームページ、市

広報誌への掲載、市役所申請窓口での写真

撮影サービスを行いまして、個人番号カー

ドの普及促進に努めております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 本日の委員会はこの程

度にとどめて、散会をいたします。 

（午後５時３分 散会） 

 

 

 

 

 委員会条例第２９条第１項の規定によ

り、署名する。 

 

民生常任委員長 森西  正 

 

 

民生常任委員  福住 礼子 

 

 


